
平成28年度一般会計当初予算歳入歳出事項別明細書(総務部)

[単位・千円]

2教総務費

放項目 うち総務部

1現総務管理買 2現企画費

10目 1 1自 1 2目 1 3目 1 4目 1目 2目

S前 且年給金E費び退職
財政問盤，.金賞 E奮 費 滞債基金賢 公文書館費 企画総務費 計画調査費

1 報 酬 701 2z. 229 2. 161 2.161 

2 絵 料 56.235 56，235 

3 職員手当等 28.950 28.950 

4 共 済 貨 3，512 21，260 20.910 350 

5 虫害補償奮

6 恩給丑び過織年金 20.848 

7 貨 金 126 

8 報 償 費 6.981 48 48 

9 旅 費 499 6，004 3.334 3，334 

費 用 弁償 234 1.050 20 20 

普通旅費 265 1. 923 3，177 3. 177 ' 

特別熊普 3.031 137 137 

1 0交 院 費

Ll_需 周 費 45 245 14. 601 11. 173 11， 173 

1 2役 務費 12.331 2.375 60，928 60.928 

1 3委 E 料 19 16，897 1，477，158 1.477.158 I 

1 4使用料丑ぴ賃借料 208 1.837 405.356 405.356 

1 5工事繍食費 22.741 

1 6原材純費

1 7公有財産鴎入費

1 8備品麟入費 78 

1 9負担金補動車び交付金 264 40 161， 922 161，922 

20扶 防費

21貸 付 金

22補償、補繍1k(t賠償金 2.000 

23償還金.利子>>.(t割引料 30.000 

24投資且百出資金

25積 立 金 7.436 113.601 

26寄付 金

27公 謀 曹

28揖 出 金

事 備 費

計 2仏912 7.436 46.248 113.601 97，421 2.221!Ji25 t 06， 095 2， 122.430 

財 国庫支出金

探 地 方 償 20. 000 963.000 963. 000 

肉 そ の 1m 7.436 3 113，601 2. 1日 4.260 4. 260 

間 一般財源 20.912 46，245 75.288 1.261._2田 106.0田 1，155，170 
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平成28年度一般会計当初予算歳入歳出事項別明細書(総務部)

{単位午円〕

2款総務置 3款民生費

紋項目 うち総務締 うち総務節

3項徴税費 6項防提費J! "賀社会福III費

1目 2目 1 ~ 1目

節
担務総務費 賦陣徴収買 防民総務費 社会福祉総積費

1 報 酬 38，381 8， 127 30，254 416，577 11，551 11，551 11，551 

2 給 料 374900 374，900 1， 578. 329 41，239 41，239 41，239 

3 輸長手当等 '193，460 193，460 906.467 21.230 21，230 21，230 

4 共 済費 145，620 140，710 4，910 628，292 16，743 16，743 16，743 

5 災害繍償費

6 恩鎗lW退職年金

7 貨 金 1，025 1， 025 3，417 

8 報 償 費 120，919 36 120，883 76， 218 6， 133 6， 133 6.133 

9 旅 費 5，483 1，994 3.489 66，991 7，030 7， 030 7，回目

費用 弁償 193 18 175 10，423 1，211 1，211 1，211 

省普通旅費 5， 154 1.880 3，274 35.937 1，875 1.875 1，875 

絡兎'1 旅瞥 136 96 40 20，631 3， 922 3，922 3，922 I 

1 0'" 鴨 署寄

1 1需 用 資 24，706 18.775 5， 931 187，096 4464 4，464 4，464 

1 2役務費 30，070 4，752 25，318 86， 188 5.027 5，日27 5，027 

1 3 雪量 E 事ヰ 180，858 67， 086 113，772 3，038，558 37，師1 37，661 37， 661 

1 4使用料 Eぴ賃借料 1目431 4，252 6， 179 80，010 2，56日 2.560 2，560 

1 5工事請負債 195， 155 

1 6原材料費

1 7公有財産麟ス賢 100 

1 8備品麟入資 6，610 6， 610 26.337 

1 9負担金‘補助Eぴ交付金 921，737 9， 632 912， 1悶 35，427，873 3日7.089 307.089 307，089 

20挟助費 1.754. 614 1. 500 1.500 1，500 

21貨 付 金 36. 080 

22補償、補嶋且ぴ賠償金

23償還金，利子Eび割引料 6札 026

24投資且び出資金

25積 立 金 336 116 262，540 

26寄 付 金 1，25目

27公 課 費 94 

28録 出 金 3， 180 

予 備 普

It 2，054，200 830，334 1，223，866 116 116 44，835.392 462， 227 462，227 462，227 

財 国庫支出金 2，822，638 205， 278 205，278 205，278 

源 地 方 錨 91，000 

向 そ の 他 25，810 16，276 9，534 116 116 3，6113，432 42 42 42 

|配 一般財諌 2，028，390 814，058 1，214， 112 38，278，321 256， 907 256，907 256，907 
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平成28年度一般会計当初予算歳入歳出事項別明細書(総務部)

{単位干円)

4款衛生費 6軟農林水産業費

紋項目 うち総務部 うち総務官事

2項環境衛生賢 1項農業費

4目 1目

節
環境保全責 農業総務費

1 酬 170，337 370，882 2， 689 2，689 2，689 

2 給 料 1.514，596 2，41凪607

3 聡員 手当 等 872，906 1. 2~O，目 17

4 共 務奮 586，348 946.415 

5 災害補償菅

6 恩給Eび追聡年金

7 貨 金 13，446 660 

8 報 償 費 53，517 47，410 

9 自慢 ，を 7U33 154 154 154 98.439 2.375 2，375 2，375 

費用弁償 8.878 6，074 240 240 240 

普通旅費 36，358 154 154 154 82，218 2， 135 2， 135 2， 135 

時別 旅 費 29，697 10，147 

1 0交 際奮

11需 周 費 251. 259 312 312 312 501，862 100 100 100 

1 2役 務 資 66，911 202 202 202 132，968 720 720 720 

1 3委 旺 常ヰ 1， 044， 006 361 361 361 1.791.343 

1 4使用料及び貸借料 74， 651 70 70 70 156，088 4帥 400 400 

1 5工穆繍負費 153， 155 3，366，722 

1 6原材料 費 500 3，687 

1 7公有財産蛾入費 54，6目。

1 8備品櫨入費 44.646 64，902 

1 9負担金補助Eび空fす金 5，213，051 10，866，019咽

20挨 助費 1，404，822 

2 1 Iを 付 金 1，049，512 564，212 

22補償、補場及び賠償金 201，455 

23償週金、利子Eび割引料 19， 134 126.845 

24役資且び出資金 10 

25積 立 金 473， 164 695. 156 

26寄 付 金 54，250 

27公 鰻菅 ， 43 338 

28緑 出 金 207.831 

'" 備 費

計 13，135，187 1，凹9 1，099 1.099 23，858，468 6，284 6，284 止284

財 国庫支出金 2.549，844 6， 500， 109 

源 地 方 償 57，000 1，784，000 

内 そ の 他 779，339 2， 930， 338 

間 ー般財源 9，749，004 1.0唱9 1，099 L_OJt _12._6AA_021 6，284 6，284 6，284 
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平成28年度一般会計当初予算歳入歳出事項別明細書(総務部〉

(単位千円}

7融商工賃 1 2軟公償責

軟項目 うち総務官官 うち総務部

1項 商 業費 1項公債費

y 
2目 1目 2目

節
商業娠興費 春日 子 公債計管銀理出純金別会

1 報 酬 97.226 5，241 5，241 5.241 

2 桔 ，~ 453. 629 

3 職員手当等 233.530 

4 共 済 • 213.219 828 828 828 

5 災警備償責

8 恩鎗且び退職年金

7 賃 金

8 報償費 688.845 

9 責嘗 費 83.098 1. 246 1.246 1.246 

費用 弁償 18. 121 996 996 996 

普通線費 51，373 250 250 250 

特別旅費 13.604 

1 0交 陣 費

11需 用 費 62.329 1， 222 1.222 1，222 

1 2役 務 費 50，86D 1. 008 1凹8 1.008 

1 3壷佐 き4 575， 634 16，545 16，545 16，545 

1 4使用料 Eび賃借料 155，692 83. 173 83.173 83.173 

1 5工事繍色曹 9.419 

1 6原材料費

1 7公有 財産 陽入 費

1 8備品繍入費 1日.302

1 9負ID金‘補助且ぴ交付金 9，978.46日 17.313 17.313 17.313 

20扶 ..・
21貸 付 金 575出7

22繍償、補横Eび賠償金

23償還金、利子Eぴ割引料 332.492 8. 121 8.121 8， 121 8. 121 

24役資 Eび出資金 1.500 

25積 立 会

26寄 付 金

27公 課曹 35 

28繰 出 金 9.048 63，520.257 63，520.257 63，5211，257 63.520.257 

予 櫛賢

1+ 13. 530. 375 126.576 126.576 126，576 63.528.378 63，528，378 63.528.378 8.121 63. 520. 257 

財 国庫支出金 13.271 

海 地 方 債

内 そ の 他 977. 050 15.862 15.862 15.862 11. 101.942 11. 101. 942 11. 101. 942 11. 101. 942 

間 般財源 12.540.054 110.714 110.714 110.714 52.426.436 52.426.436 52.426.436 8. 121 52.418.315 
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平成28年度一般会計当初予算歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位予門}

1 3款 t費支出会

軟項目 うち総務部

2項地方消費輯清算金 3項利子割交付金 4項配当割交付金

1目 1目 1目

節 22，自費眼精 利子劃交付金 配当割虫付金

1 報 酬

2 鎗 料

3 織昌三手当害事

4 共 済貿

5 型 書補償費

6 恩給Eぴ追聡年金

7 賃 金

8 報 償 曹

9 旅 資

費用 弁償

普通旅資

特別旅費

1 0交 際費

11需 用 費

1 2役 務 普

1 3委 E 料

1 4使用料及び賃借料

1 5工業贈負費

1 6原材料費

1 7公有財産購入費

1 8備品 餓入 費

1 9負担金補助>>.V'交付金 12，265，225 12. 265. 2Z5 176，025 176，025 308，370 3_08._370 

20扶 勘署

21貸付 金

、z
22補償、補填及び賠償金

23償週金.利子丑ぴ割引料 9，704，627 乱704，627 9， 203， 809 9，203，809 

24役資 Eび出資金 266，552 

25稽 立 金

26寄 付 金

27公 曹費

28緑 出 金

予 備 11 

針 22，236，404 21，969，852 9，203，809 9， 203，809 176，025 176，025 308，370 3日8，370 

財 国 庫支出金

海 地 方 債

内 そ の 他 206，481 206，481 

訳 一般嗣源 22.029，923 21.763，371 9，203，809 9，203，809 176，025 176，025 308，370 308，370 
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平成28年度一般会計当初予算歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位千円}

1 3賦 E者支出金
t 

紋項目 うち総務部

5'A幡式帯鼠壇所掲割史付金 6項地方消費盟主付金 ，，. ゴJ(，7t閣制用硯克付金 8項畠動車取得説虫付金

1目 1園 1目 1目

節 株得式割等克付盟議金所 付地方金，商費盟主 線ゴル虫フ付繍金制用 虫自動付金車取得甜

1 組 酬

2 鎗 料

• 
3 l議員手当管

4 発 済 資

5 虫害補償費

6 恩給且ぴ退聴年金

7 貨 金

8 報 償 費

9 旅 普

費用 弁償

普通協曹

特別旅費

1 0交 際費

1 1需用 費

1 2役 務費

1 3 !霞錠 料

1 4使用料 Eぴ賃借料

1 5工事請負費

1 6原材料貸

1 7公 有財 産購 入賞

1 8備品購入費

1 9負担金補助且ぴ交付金 291，232 四1，232 11， 057， 886 11，057，886 65，735 >S， 735 365，977 365，977 

20挟 助 費

21貸 {寸 金

22補償、繍場&tJ賠償金
、，

23償週金、手'1子Eぴ創弓l料

24鐙資 Eぴ出資金 ^ 

25諸行 金

26寄 付 金

27公 謀 費

28緩 出 金

予 備置

計 291，232 291，232 11. 057，886 !h057，8師 65，735 >S， 735 365，977 365，977 

財 国庫支出金

軍 地 方 債

内 そ の 他

田 一般財源 291.232 291，232 11， 057.886 U_._057.886 65，735 g;， 735 365， 977 365.977 
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平成28年度一般会計当初予算歳入歳出事項別明細書(総務部)

{単位。千円}

1 3軟甜支出金 1 4歎予備資

款項目 うち輯端郁 うち総溝部

9項利子割繍算金 1 0項県盟置付金 "東予備置 総務郁合計

1目 1目 1目

節
利子割繍舞金 県盟置付金 予備資

1 報 酬 199，888 

2 給 電4 1.512.605 ， 
3 職員 手当 等 3，743，263 

4 共 事 資 592，914 

S 提 害補償賢 500 

6 恩給且び退職年金 20，848 

7 11 金 28，092 

8 紹 償 費 246，970 

9 旅 R 10唱858

費用弁償 7.435 

普遍 旅費 85，226 

輯別総量 13， 197 

1 0突 際 費 3，500 

11需 用 奮 302. 029 

1 2役 務 瞥 219，006 

1 3 'Ii! 証 斜 2.307，32日

1 4使用料 Eぴ賃借料 635，180 

1'5工事締負費 793，841 

1 6原材料費

1 7公有財産崩入費

1 8備品 鴎入 費 12，547 

1 9負担金.補助及び交付金 13，798，512 

20挟 助 資 1，500 

21貨 付 金
、、

22補償‘補鳩Eぴ賠償金 2，000 

23償週金利子亙ぴ劃引料 818 818 500，目目。 日0，000 弘742，748

占

24役資 1;;'''出資金

25積 立 金 121.373 

26寄 付 金

27公 聾 費

28繰 出 金 il，_S20.257 

予 備費 150， 000 150， 000 150，0日目 150，000 150， 000 

E十 818 818 500，日日目 500，000 150，000 150， [)目。 150，000 150，000 98，060，751 

財 国 庫支出金 2田，840

海 地 方 債 1， 540， 000 

内 そ .の 他 206，481 206，481 13， 656， 635 

盟 般財源 818 818 293.519 293，519 150，000 150， 000 150，000 150，000 82.658，276 
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節 の 明 細

I頁 目 金額(千円)等

2款総務 費

1項総務管理費

1目一般管理費

報 酬 非常勤職員 7人

鳥取県内水面利用調整委員会委員 5人

特別職 2人

給 事ヰ 一般職員 232人

定数外職員 39人 • 
負担金、補助 地方公営企業繰出金 4，686 
及び交付金

2固人事管理費

職員人材開発センヲー運営審議会委員 7人

非常勤職員 28人

鳥取県職員の処分等に係る評価委員会委員 3人

鳥取県知事等の給与に関する有識者会議委員 10人

キャリアアドバイザー 8人

民間活力導入検討に係る有識者等 4人

報 酬 産業医 4人

健康相談員 3人

ハフスメント外部相談員 1人

公務災害補償等認定委員会委員 4人

公務災害補償等審査会委員 3人

一般疾患健康管理審査会委員 3人

精神疾患健康管理審査会委員 4人

公務人材開発協会費 20 

PHP研究所会費 38 

公務員倫理指導者養成研修負担金 168 

OJT実践コース指導者養成研修負担金 82 

研修管理セミナー負担金 100 

研修企商担当者養成研修負担金 294 

研修評価セミナー負担金 120 

自己啓発支援助成金 730 

大学院修学等支援負担金 1，384 

負担金、補助 自治大学校派遣研修負担金 3，991 
及び交付金 自治法派遣職員負伊金 20，729 

中国吉林省東北師範大学負担金 1，089 

京都大学公共政策大学院負担金 948 σ' 

首長連合負担金 10 

育休職員職場復帰支援研修会託児協力金
、二二a

地方職員共済組合負担金 2，139 

中央労働災害防止協会賛助会員負担金 50 

職員健康増進事業負担金 18，760 

県職員文化活動推進事業補助金 1，660 

蜂毒アレルギー予防助成金 67 

4目文書費

報 酬
非常勤職員 1人

行政不服審査会委員 5人

負担金、補助
文書事務研修負担金 70 

審理員候補者研修負担金 139 
及び交付金

行政不服審査法実務研修負担金 35 
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負担金、補助
及び交付金

節 の 明 細

ー145-



節 の 明 細

項 目 金額(干円)等

及負担び交金付、補金助
公益認定等総合情報システム利用負担金 264 

償還金、利子 国庫補助金等過年度精算返還金 30，000 
及び割引料

13目減償基金費

積立金 減償基金積立金 113，601 

14自公文書館費

非常勤職員 10人

報 酬 新鳥取県史編さん委員会編さん委員 6人

新鳥取県史編さん委員会専門部会委員 24人

負担金、補助 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会負担金 40 
及び交付金

2項企画賞

1目企画総務費

|給 料 |一般職員 15人

2目計画調査費

報 酬 非常勤職員 1人

中国情報通信懇談会負担金 20 

地方公共団体情報システム機構負担金 1，800 

住民基本台帳ネットワークシステム負担金 24，192 

公的個人認証サービス地方公共団体情報システム機構負担金 11，682 

負担金、補助 (旧)公的個人認証サービス共通基盤運用会議負担金 2，171 
及び交付金 総合行政ネットワーク運嘗協議会負担金 33，878 

中間サパ ・プラットフォム負担金 2，110 

超高速情報通信基盤整備補助金 82，099 

行政イントラ構築負担金 3，433 

ICT協議会事務経費負担金 537 

3~頁徴税費
1目税務総務費

率直 酬 固定資産評価審議会委員 4人

非常勤職員 4人

給 料 一般職員 100人

全園地方税務協議会負担金 990 

租税教育推進協議会負担金 220 

負担金、補助 資産評価システム研究センター負担金 700 
及び交付金 中国ブロック税務講習会負担金 50 

自治法派遣職員負担金 7，612 ーぶ生1

東部県税事務所安全運転運行管理者協議会負担金 60 

2目賦課徴収費

報 酬 非常勤職員 14人

個人県民税徴収取扱費市町村交付金 860，105 

地方消費税徴収取扱費負担金 30，009 

負担金、補助
納税貯蓄組合補助金 1，400 

及び交付金
たばこ販売組合補助金 180 

oss都道府県税協議会負担金 10，240 

県石油商業組合補助金 440 

地方税電子化協議会負担金 9，731 

6項防災費

1目防災総務費

|積立金 |鳥取県原子力防災対策基金積立金 336 
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節 の 明 細

報

8，121 

S込
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176，025 

308，370 
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節 の 明 細

項 目 金額(千円)等

5項株式等譲渡所得割交付金

1目株式等譲渡所得割交付金

負担金、補助 市町村交付金 291，232 

及び交付金

6項地方消費税交付金

1目地方消費税交付金

負担金、補助市町村交付金 11，057，886 

及び交付金

7項ゴルフ場利用税交付金

1目ゴルフ場利用税交付金

負担金、補助 市町村交付金 65，735 
及び交付金

B項自動車取得税交付金

1目自動車取得税交付金

負担金、補助市町村交付金 365，977 
及び交付金

9項利子割精算金

1目利子割精算金

償還金、利子利子割精算金 818 

及び割引料

10項県税還付金

1目県税還付金

償還金、利子県税過納金等還付金 500，000 

及び割引料
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継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の
見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

当初

全体計画

左の財源内訳 前前年度
前年度末

当該年度
当該年度

翌年度以・ 継続費の

事主 項 事業名 末までの
までの支

支出予定
末までの

降支出予
総額に対

年度 年害[J額 特定財源 支出銭
出(見込)

額
支出予定

定額
する進捗

般財源
額 額 率

国庫支出金 地方債その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 % 

26 24.774 14. 000 8.582 2. 192 8.582 8.582 0.9 

県庁第二

02総務費
01総務管 庁舎外壁

27 370. 976 350. 0目。 20. 976 169. 633 169. 633 17.8 理費 改修事業
費

28 557. 569 557. 000 569 775. 104 775.104 81. 3 

言十

953.319 921. 000 8.582 23. 737 8.582 169. 633 775. 104 953.319 100.0 
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債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度提出に係る分

前年度末までの支出(見込)額 当該年度以降の支出予定額
左の財諌内訳

事 項 限 度 額 特 定 財 源

期 間 金 額 期 間 金 額 国庫支出金 地方債 その他
一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

平成28年度 2，876 平成29年度 2，876 
納税通知書等作成業務委託 2，876 

平成28年度 9，072 平成29年度から
地方税電子申告審査サービス業務委託 平成33年度まで

9，072 9，072 

平成28年度 445，816 平成29年度から
鳥取情報ハイウェイ機器賃借料 平成34年度まで

445，816 445目816

平成28年度 36，094 平成29年度 36，094 
鳥取情報ハイウェイ機器更新委託 36，094 

平成28年度 18，900 平成29年度から
18，900 

鳥取情報ハイウェイ県間接続装置機器賃借料 平成33年度まで 18，900 

平成28年度 4，163 平成29年度から
4，163 

鳥取情報ハイウェイトラフィッヲ測定装置賃借料 平成33年度まで 4，163 . 
平成28年度 38，115 平成29年度から

38，115 
公衆無線凶Nサーバ等賃借料 平成33年度まで 38，115 

平成28年度
4，263 平成29年度から

4，263 
庁内LANファイルサーバ利用料 平成33年度まで 4，263 

平成28年度高 88，401 平成29年度から
88，401 

鳥取県超速情報通信基盤整備事業補助 平成42年度まで 88，401 

平成2申8請年度 39，090 平成29年度度から 39，090 
電子 システム利用負担金 平成33年 ま で

39，090 

平成初年度 7，037 平成29年度から
7，037 

行政イントラネットシステム利用負担金 平成33年度まで
7，037 

平成28年度 563，654 平成29年度から
563，654 

行政情報ネットワーウ機器等賃借料 平成33年度まで
563，654 
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債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度提出に係る分

前年度末までの支出(見込)額 当該年度以降の支出予定額
左の財源内訳

事 項 限 度 額 特 定 財 源
期 間 金 額 期 問 金 額 国庫支出金 地方債 その他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

平成28年度 5，130 
平成29年度から

5，130 
県庁基幹システム開発及び運用保守委託 平成33年度まで 5，130 

平成28年度 17，841 
平成29年度から

17，841 
県庁基幹システムヲラウドサーバ等賃借料 平成33年度まで 17，841 

平成28年度 4，715 
平成29年度から

4，715 
地方公会計標準ソフトウェア保守委託 平成33年度まで 4，715 

平成28年度 2，444 平成29年度 2，444 
職員宿舎管理業務委託

2.444 
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債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

過年度議決請に係る分

前年度末までの支出(見込)額 当該年度以降の支出予定額
左の財源内訳

事 項 限 度 額 特 定財 源

期 間 金 額 期 間 金 額 国庫支出金 地方債 その他
一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

平成24年度 平成25年度から
6，735 3，850 

平成28年度から
2，885 2，885 

テレビ会議システム管理運営業務委託 平成27年度まで 平成29年度まで

予平レ成ピ25会年議度システム管理運営業務委託 144 
平成26年度から 平成28年度から

72 
平成27年度まで 72 平成29年度まで 72 

平成24年度 3，575 平成25年度度かまでら 1，927 
平成28年度から

1，247 1，247 イン告ーネット放送局機器賃借料 平成27年 平成29年度まで

平成24年度 14，845 
平成25年度から

8，905 平成28年度から
5，442 5，442 イン告ーネット放送局管理運営業務委託 平成27年度まで 平成29年度まで

平成25年度 326 
平成26年度から

169 
平成28年度から

157 157 
イン9ーネット放送局管理運営業務委託 平成27年度まで 平成29年度まで

平成24年度 421 
平成25年度から

182 平成28年度から
76 76 LGWANサービス提供設備賃借料 平成27年度まで 平成29年度まで

平成25年度 6平成26年度から 平成28年度からー
LGWANサービス提供設備賃借料 平成27年度まで 平成29年度まで

平成24年度 64，000 
平成25年度から

12，698 平成28年度から
43，802 43，802 

庁内情報共通基盤強靭化事業 平成27年度まで 平成30年度まで

平成25年度 6，809 
平成26年度から

1，967 平成28年度度から 2，462 2，462 WEBフィJレ空リングソ7ト使用料 平成27年度まで 平成30年まで

平成25年度 26，833 平成26年度から
10，157 

平成28年度から
13，733 13，733 

住民基本台帳ネットワーヲシステム端末機器賃借料 平成27年度まで 平成30年度まで

平成25年度 508，000 平成26年度から
246，080 

平成28年度から
249，098 249，098 

首都圏アンテナショップ・ビジネスセン聖一運営費 平成27年度まで 平成初年度まで

平成25年度 1，054 平成26年度から 496 平成28年度から 558 558 
IC力一ド発行機保守委託 平成27年度まで 平成30年度まで
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債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

過年度議決済に係る分

前年度末までの支出(見込)額 当該年度以降の支出予定額
左の財源内訳

事 項 限 度 額 特 定 財 源
期 間 金 額 期 間 金 額 国庫支出金 地方債 その他

|一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

平成25年度
2，325 

平成26年度から
930 

平成28年度から
1，395 健康管理システム運用保守委託 平成27年度まで 平成30年度まで 1，395 

平成25年度
53，320 

平成26年度から
21，328 平成成3280年年度から 31，992 

鳥取県立人権ひろば21管理委託 平成27年度まで 平 度まで 31，992 

平成26年度 5，271 平成27年度 1406 
平成28年度から

3，865 
知事公邸清掃業務委託 平成29年度まで 3，865 

平成26年度 平成28年度から
県庁舎等植栽管理業務委託

13，940 平成27年度 3，993 
平成29年度まで

9，947 9，947 

平成26年度 3，889 平成27年度 1，237 平成28年度から
2，652 

県庁舎議場放送設備等保守点検業務委託 平成29年度まで 2，652 

平成26年度 1件当たり64円に収納取扱件
平成27年度 3，343 

平成28年度から
限度額に同じ

コンビニ納税収納代行委託 数を乗じて得た額 平成29年度まで

平成26年度 2，496 平成27年度 832 
平成28年度から

1，664 
東部庁舎冷温水発生機保守点検業務委託 平成29年度まで 1，664 

平成26年度ポン ♂F 

540 平成27年度 89 平成28年度から 177 
東部庁舎 プ類保守点検業務委託 平成29年度まで 177 

平成26年度 648 平成27年度 143 
平成28年度から

286 286 東部庁舎移動梯子設備等保守点検業務委託 平成29年度まで

平成26年度 平成28年度から
県有施設清掃業務委託

55，182 平成27年度 16，072 
平成29年度まで

31，712 31，712 

平成26年度 49，017 平成27年度 16，145 平成28年度から
32，290 32，290 県有施設エレベ-$1一等保守点検業務委託 平成29年度まで

平成26年幹度システ 平成28年度から
県庁基 ム再構築プロジェヲトマネジメント業務 105，705 平成27年度 47，196 49，248 49，248 
委託

平成29年度まで
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債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

過年度議決済に係る分

前年度末までの支出(見込)額 当該年度以降の支出予定額
左の財源内訳

事 項 限 度 額 特 定 財 源

期 問 金 額 期 問 金 額 国庫支出金 地方債 その他
一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

平成26年度
、

平成28年度から
WindowsServer CALライセンス使用料

31，122 平成27年度 5，538 
平成31年度まで

16，562 16，562 

平成26年度 29.380 平成27年度 2，797 
平成28年度から

11，188 
庁肉LAN等イン聖ーネット接続サービス利用料 平成30年度まで 11，188 

平成26年度 573，308 平成27年度 49，042 
平成28年度から

520，306 
県庁基幹システム開発業務及び運用保守委託 平成33年度まで 520，306 

平成本26年度 723 平成27年度 227 平成28年度から
454 

関西部清掃業務委託 平成29年度まで 454 

平新成26年度 10目401平成27年度 2，728 
平成28年度から

7，673 
鳥取県史(考古資料編)執筆委託 平成初年度まで 7，673 

平成27年度 1，755 平成28年度から
1，755 

県庁本斤舎三階個別空調設備保全業務委託 平成30年度まで 1，755 

平成27年度 4，776 
平成28年度から

4，776 
県庁舎自家発電設備点検業務委託 平成30年度まで 4，776 

平成27年度 4，876 
平成28年度から

4，876 
県庁舎受変電設備点検業務委託 平成30年度まで

4，876 

平成27年度 13，642 
平成28年度から

13，642 
県庁舎消防設備保守点検業務委託 平成30年度まで

13，642 

平成27年度 11，301 
平成28年度から

11，301 11，301 
県庁舎冷温水発生機保守点検業務委託 平成初年度まで

平成27年度 324 
平成28年度から 324 324 

県庁西町分庁舎機械警備業務委託 平成30年度まで

平成27年度警 19，869 
平成28年度から 19，869 19，869 

東部庁舎備業務委託 平成初年度まで
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債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

過年度議決済に係る分

前年度末までの支出(見込)額 当該年度以降の支出予定額 左の財源肉訳
事 項 限 度 額 特 定 財 源

期 間 金 額 期 間 金 額 国庫支出金 地方債 その他
一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

平成27年度
20，553 平成28年度から

20，553 東部庁舎中央監視盤保守点検業務委託 平成初年度まで 20，553 

平成27年度
24，903 平成28年度から

24，903 県有施設消防設備保守点検業務委託 平成30年度まで 24，903 

平成27年度
1，576 平成28年度から

1，576 県有施設エレベ-';1一等保守点検業務委託 平成29年度まで 1，576 

平成27年度
15，912 平成28年度から

9，320 9，320 鳥取情報ハイウェイ監視サーバ賃借料 平成32年度まで

平成27年度 2，210，282 平成28年度から
2，210，282 2，210，282 県庁基幹システム開発業務及び運用保守委託 平成34年度まで

平成27年度 61，050 平成28年度から
61，050 61，050 統合宛名システム運用保守委託 平成32年度まで

平成27年度 2，055 
平成28年度から

2，055 2，055 鳥取県超高速情報通信基盤整備事業補助 平成42年度まで

平成27年度
21，351 

平成28年度から
21，351 21，351 ふるさと納税受付等業務委託 平成30年度まで

平成27年度 7，504 平成28年度から
7，504 7，504 税外来収金回収委託 平成29年度まで

平成27年度 4，040 平成28年度から
4，040 4，040 公文書館警備業務委託 平成30年度まで
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地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末に
おける現在高の見込みに関する調書

当該年度中増減見込み
区 分 前前年度末現在高 前年度末現在高見込額 当該年度末現在高見込額

当該年度中起債見込額 当該年度中元金償還見込穣

千円 千円 千円 千円 千円

1 普 通 債 654，263，455 648，633，696 40，050，000 55，164，955 633，518，741 

(1 ) 土 木 253，906，844 245，888，021 14，115，000 25，601，430 234，401，591 

(2) 農 林 7l< 産 45，256，552 41，812，252 1，904，000 5，500，756 38，215，496 

教 育
町.

14，647，992 1，932，000 (3) 12，867，291 1，517，854 15，062，138 

(4) 公 営 住 { 毛 1，759，680 2，361，142 624，000 149，499 2，835，643 

(5) 民 生 4，611，726 4，070，973 91，000 544，837 3，617目136

(6) 衛 生 1，644，646 1，420，965 57，000 244，285 1，233，680 

(7) 臨 時財政対策債 304，695，210 308，292，870 17，179，000 19，162，445 306，309，425 

(8) そ の f也 29，521，506 30，139，481 4，148，000 2，443，849 31，843，632 

2 災害復旧債 5，801，039 4，955，350 1，344，000 775，804 5，523，546 

(1 ) 土 木 5，490，386 4，651，470 1，188，000 748，227 5，091，243 

(2) 農 林 7)く 産 212，816 211，208 156，000 23，866 343，342 

(3) そ の 他 97，837 92，672 。 3，711 88，961 

合 計 660，064，494 653，589，046 41，394，000 55，940，759 639，042，281 
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議案第2号

平成28年度鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計当初予算説明資料総括表

総務部(単位千円)

財 源 内 訳 i詣
課 名 本年度 前年度 比較

国庫支出金 繰入金 その他 事業収入 考

総務課 212，049 214，411 "" 2，362 212，049 

政策法務課 1 00，828 99，965 863 30 100，798 

情報政策課 232，456 235，319 "" 2，863 232，456 

合 計 545，333 549，695 ム 4，362 30 545，303 
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平成28年度鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計歳入車出予算事項別明細書

入

本年度 比較
節

款 項 目 前年度 説明
区 分 金 額

千円 千円 千円 千円

1 事業収入 (4，650，046) (4，761，913) (ム 111，867)

545，303 549，665 /';. 4，362 

3 集中管理 (3，889，795) (3，965，310) (ム 75，515)

事業収入 545，303 549，665 /';. 4，362 

1 集中管理 (3，889，795) (3，965，310) (/';. 75，515) 1 集中管理

事業収入 545，303 549，665 ム 4，362 事業収入 545，303 

(30) (30) (0) 

2 諸収入 30 30 。
(30) (30) (0) 

1 雑 入
30 30 。

(30) (30) (0) 
1 雑 入 1 雑 入

30 30 。 30 

(4，650，076) (4，764，950) (/';. 114，874) 

/ / / 歳 入 合 言十
545，333 549，695 ム 4，362

歳

1
-
目
白
1

※上段( )書は、鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計の合計、下段は総務部の合計。



出

本年度 前年度 車控
本年度の財源内訳 節

事主 I軍 目 比 説明
国庫支出金 諸 収 入 繰越金 事業収入 白区 分 金 額

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 干円

1 事業費 (4，650，076) (4，761，943) (l> 111，867) (30) (4，650，046) 

545，333 549，695 ム4，362 30 545，303 

3 集中管理 (3，889，825) (3，965，340) (l> 75，515) (30) (3，889，795) 

事業費 545，333 549，695 l> 4，362 30 545，303 

1 集 中管 理 (3，889，825) (3，965，340) (ム 75，515) (30) (3，889，795) 

事業費 545，333 549目695 l> 4，362 30 545，303 1報 酬 6，483 

4共済費 1，050 

9旅 費 183 普通旅費

11需用費 174，283 

12役務費 98，740 

13委託料 4，557 

14使用料及び 260，037 

賃借料

(4，650，076) (4，764，950) (l> 114，874) ω0) (4，650，046) 

/ ど三/ 続 出 合 計
545，333 549，695 l> 4，362 30 545，303 

歳

1
-
一
山
田

1

※上段( )書は、鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計の合計、下段は総務部の合計。



平成28年度鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計当初予算説明資料
1款事業費

3項集中管理事業費 総務課(内線 :8555)
l目 集中管理事業費 (単位:千円)

事業名 本年度 前年度 比較
st 源 内 訳

備考
国庫支出企 起債 その他 事業収入

庁用光熱水費 168. 509 170.081 ムL572 168. 509 

トータルコスト 168. 509千円 (前年度 170.081千円) [非常勤職員・ 0.4人]

主な業務内容 光熱水費の支払い、各自果への割当、入居団体への請求

工程表町政措目標(指車)

事業内容の説明

県庁舎及び各総合事務所等の電気、ガス、上下水道料金並びに冷暖房用燃料費の支払いに要する経費

電話料金 43. 540 44. 330 ム790 43. 540 

トータルコスト 43. 540千円 (前年度 44.330千円) [非常勤職員0.3人]

主な業務内容 電話料金の支払い、各課への割当、入居団体への請求

工程富田政貫目標(指標)

事業内容の説明

県庁舎及び各総合事務所等の電話料金の支払いに要する経費
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平成28年度鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計当初予算説明資料

l款事業費

3項集中管理事業費 政策法務課(内線 :7028)

1目 集中管理事業費 (単位:千円)

事業名 本年度 前年度 比較
財 j源 内 訳

備考
国庫支出金 繰入金 その他 事業収入

(雑入)

印刷発送費 100，828 99， 965 863 30 100， 798 

トータルコスト 108， 626千円 (前年度 107，730千円) [正職員:1. 0人非常勤職員:3.0人]

主な業務内容 文書の印刷及び発送

工程表の政策目標

事業内容の説明
¥ 

事業の概要

本庁で扱う文書の印刷及び発送の集中管理事業に要する経費

2 主な事業内容

(1)文書の印刷 (33，229千円 前年度32， 190千円)

一般職員でも操作可能な印刷機を使用して、印刷業務の効率化、経費の節減を図る。

-プリント料金 27， 581千円 (前年度25， 994千円)

-印刷用紙代 4， 764千円 (前年度 4， 680千円)

-印刷事務用品等 884千円 (前年度 1， 5 1 6千円)

(参考:プリント料金の決算の状況〉

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

決算額 29， 902千円 27， 589千円 27， 968千円 22， 509千円 25， 773千円

(2 )文書の発送 (67，599千円 前年度67， 775千円)

各所属が発送する文書を政策法務課で集合発送することにより、経費の節減を図るe

-郵便料金 55，200千円 (前年度 54，853千円)

-発送事務用品等 589千円 (前年度 617千円)

-非常勤職員人件費 7， 533千円 (前年度 7， 407千円)

-収発業務委託料 4， 277千円 (前年度 4， 898千円)

(参考:郵便料金の決算の状況)

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

決算額 50， 581千円 51， 142千円 52， 545千円 50， 157千円 56， 419千円

※平成22年度は、各所属から庶務集中局経由で保管替のあった郵券939千円についても

郵便料金の支払に充てており、決算額との合計額は51.520千円。
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平成28年度鳥取県用品調達集中管理事業特別会計当初予算説明資料

l款事業費

3項集中管理事業費 情報政策課(内線:7614) 
l目 集中管理事業費 (単位:千円)

事業名 本年度 前年度 比較
財 源 内 訳

備考
国廊支出金 起債 その他 事業収入

庁内LANパソコン

集中管理事業 156， 133 180， 584 ム24，451 156， 133 
トータルコスト 156， 133千円 (前年度 180，584千円) [正職員:0.0人]

主な業務内容 庁内LANパソコンに係る契約・支払い

工程表的政責目標(指車)

事業内容の説明

県の行政組織を結ぶ「庁内LANシステム」に接続するパソコンについて、調達事務の効率化及

び調達コストの削減を図るため、一括して調達事務を実施する。

庁内LANパソコン利用料 156， 133千円

クラウドサーバ

管理事業 76， 323 54， 735 21. 588 76， 323 
トータルコスト 76， 323千円 (前年度目， 288千円) [正職員:0.0人]

主な業務内容 クフウドサーバ利用料支払い

工程表的政貫目標(指標)

事業内容の説明

各所属で整備していたサーバを集約化し、情報政策課で一括管理するための鳥取県クラウドサー

パの利用料。

鳥取県クラウドサーバ利用料 76，323千円
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平成28年度鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計当初予算歳入歳出事項別明細書
{単位:千円)

1款事 業費

用品翻遺等 うち総務部 総務部合計

節 款項目
集中管理事業
特別会計 3項集中管理事業費

合 tt 
1目

集中管理事業費

1 報 酬 2，384，846 2，384，846 6，483 6，483 6，483 6，483 

2 給 料

3 職 員 手 当 等

4 共 済 費 402，085 402，085 1，050 1，050 1，050 1，050 

5 災 害 補 償 費

6 恩給及び退職年金

7 貰 金 54，510 54，510 

8 報 償 費

9 旅 費 183 183 183 183 183 183 

費 用 弁 償

昔 通 旅 費 183 183 183 183 183 183 

特 ~IJ 旅 費

10支 際 、費

11 需 用 費 911，903 911，903 174，283 174，283 174，283 174，283 

12役 務 費 362，737 362，737 98，740 98，740 98，740 98，740 

13委 託 料 4，557 4，557 4，557 4，557 4，557 4，557 

14使用料及び宜借料 528，000 528，000 260，037 260，037 260，037 260，037 

15エ 事 E青 負 費

16原 材 料 費

17公有財産 購 入 費

18備 闘回闘 購 入 費

19負担金、補助且び支付金 110 110 

20扶 助 費

21 貰 付 金

22補償.補填及び賠償金 1，000 1，000 

23償還金.甲l干及び割引料

24投 茸及び出資金

25積 立 金

26寄 付 金

27公 際 費 145 145 

28繰 出 金

予 備 費

百十 4，650，076 4，650，076 545，333 545，333 545，333 545，333 

財 園 庫 支 出 金

源 繰 入 金

内 そ の 他 30 30 30 30 30 30 

訳 事 育昆 収 入 4，650，046 4，650，046 545，303 545，303 545，303 545，303 
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節 の 明細

項 目 | 金額(千円)等

1款事業費

3項集中管理事業費

1目集中管理事業費

|報 酬 |非常勤職員 3人
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債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

過年度議決済に係る分

事 項 限 度 額
前年度末までの支出(見込)額 当該年度以降の支出予定額 左の財源内訳

期 間 金 額 期 間 金 額 国庫支出金 繰入金 その他 事業収入
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

平成26年度 14，694 平成27年度 4，277 
平成28年度から

8，554 文書収発業務委託 平成29年度まで 8，554 

平成27年度 91，512 平成28年度から
82， 102 82， 102 Microsoft Officeライセンス使用料 平成29年度まで

I
-
田
町

l



議案第3号

平成28年度鳥取県公債管理特別会計当初予算説明資料総括表

総務部(単位:千円)

財 j原 内 訳
課 名 本年度 前年度 比 較 備考

国庫支出金 起 債 その他 繰入金

〈基金繰入金〉

財 政 課 85，438，547 88，652，021 /:， 3，213，474 18，782，000 3，136，290 

〈一般会計繰入金〉

63，520，257 

合 言十 85，438，547 88，652，021 /:， 3，213，474 18，782，000 66，656，547 
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平成28年度鳥取県公債管理特別会計歳入歳出予算事項別明細書

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
節

区 分 金 額
説 明

千円 千円 千円 千円

1繰入金 66. 656. 547 64. 960. 021 1. 696. 526 

1一般会計繰入金 63. 520. 257 62. 657. 021 863. 236 

1一般会計繰入金 63.520.257 62. 657. 021 863. 236 1一般会計繰入金 63.520.257 

2減償基金繰入金 3. 136. 290 2.303. 000 833. 290 

1減債基金繰入金 3. 136. 290 2.303. 000 833. 290 1減債基金繰入金 3.136.290 

2県債 18.782. 000 23. 692. 000 6 4.910.000 

1県債 18.782.000 23. 692. 000 6 4.910.000 

1借換債 18.782.000 23. 692. 000 ム 4.910. 000 1公償資借換債 18. 782. 000 冗金充当

歳 入 d回h 計 85.438.547 88. 652. 021 63.213.474 ---

歳入

歳出

本年度 前 年 度 比 較
本年度の財源内訳 節

説 明吉証 項 目
国庫支出金 起 債 繰 入 金 事業収入 区 分 金額

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1公債費 85.438.547 88.652.021 ム 3.213.474 18.782.000 66.656.547 

1公債費 85.438.547 88.652.021 63.213.474 18.782.000 66.656.547 

1冗金 77.859.049 79.759.081 ム 1.900. 032 18.782.000 59. 077. 049 
2び3償割還引金料利子及

76. 952. 332 

25積立金 906.717 

2事IJ 子 7.545.825 8.859.131 6 1.313. 306 7.545.825 2び3償割還引金料利子及
7.545.825 

3公債諸費 33. 673 33. 809 ム 136 33. 673 11需用費 109 

12役務費 32. 386 

13委託料 98 

14使用料及び賃 1. 080 
借料

歳 出 A 回 計 85.438.547 88. 652. 021 ム 3.213.474 18. 782. 000 66.656.547 -------

1
-
m一『
1



平成 28年度鳥取県公債管理特別会計当初予算説明資料
1款公債費

l項公債費

l目元金

財政課(内線:7048) 
(単位:千円)

事業名 本年度 前 年 度 比較
財 源 内 訳

備考
回目1支出金 起債 その他 繰入金

〈基金綿入金〉

元金 77， 859， 049 79， 759， 081 ム1，900. 032 18.782，000 
3， 136. 290 

〈般会計級入金〉

55.940.759 
トータルコスト 77.862. 168千円 (前年度 79，762. 187千円) [正職員:0.4人]

主な業務内容 一般会計で借り入れた地方債の元金の償還に係る事務処理、満期一括償還方式で借

り入れた地方債の単年度償還相当額の積立に係る事務処理

工程表由政露目書(指揮) -平成30年度末の基金残高を、 300億円以上確保

-平成30年度末の実質的な借入金残高を、 3，000億円以下

-当初予算編成時でのプライマリーバランスの黒字(臨財債を除く)を堅持

事業内容の説明

過去に借り入れた一般会計に係る地方債のラち、平成28年度に返済する元金の支払い及び満期一

括償還方式で借り入れた起債元金の単年度償還相当額を減債基金に積み立てるために要する経費

-公債元金 77. 859. 049千円

※公債元金には借換債による借換分を含む。

(借換債は、もともと10年目に借り換えることを前提に借入れした20年償還の地方債について、一

旦残額の全額を償還した後に、改めて実勢レートで借り直すもの。)

<公債管理特別会計の仕組み>

[一般会計] [公債管理特別会計】

(歳入) (歳出) (歳入) (歳出)

実質的な償還となるもののみ予算計上

{昔換債 一括償還

の額が明らかになる。

日雪
定時償還

特別会計 一般会計

繰出金 繰入金 滋債基金積立金

(満期一括分)

減債基金 満期一括

繰入金 償還

[減債基金]

満期一括分

の積立
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平成28年度鳥取県公債管理特別会計当初予算説明資料

1款公債費

l項公債費

2目利子

財政課(内線:7048) 
(単位千円)

事業名 本 年 度 前年度 比較
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 繰入金

利子 7. 545. 825 8.859. 131 
〈ー舵会計揖入金〉

ム1.313.306 7. 545. 825 

トータルコスト 7. 548. 944千円 (前年度 8.862. 237千円) [正職員:0.4人]

主な業務内容 一般会計で借り入れた地方債の利子の支払いに係る事務処理

工程吉田政措目事(指揮) -平成30年度末の基金残高を、 300億円以上確保

-平成30年度末の実質的な借入金残高を、 3.000億円以下

-当初予算編成時でのプライマリーバランスの黒字(臨財債を除く)を堅持

事業内容の説明

過去に借り入れた一般会計分の地方債のうち、平成28年度に返済する利子の支払いのための経費

であるロ

財政課(内線 :7048")
3目公債諸費 (単位.千円)

事業名 本年度 前年度 比較
Rオ 源 内 訳

備考
国庫支出企 起債 その他 繰入金

〈般会針繰入金〉

公債諸費 33. 673 33. 809 ム136 33. 673 

トータルコスト 35. 233千円 (前年度 35.362千円) [正職員:O. 2人]

主な業務内容 県債の借入及び県債管理シスァムの保守に係る事務

工程表旧陸軍目車(指標) -平成30年度末の基金残高を、 300億円以上確保

-平成30年度末の実質的な借入金残高を、 3.000億円以下

-当初予算編成時でのプライマリーバランスの黒字(臨財債を除く)を堅持

事業内容の説明

県債の管理に要する経費である。

-公募県民債記念証発行に係る経費 1. 241千円

-県債発行に要する手数料 32. 334千円

-県債管理システム保守委託 98千円
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平成28年度 鳥取県公債管理特別会計当初予算歳入歳出事項別明細書(総務部)
(単也.平円}

1融公憤費

1項公憤費

節 軟項目 公特合別慣会管理計計 1目 2目 3目
臨萌部計

7c 金 車切 子 公憤諸費

1線 酬

2結 料

3職員手当等

4尖 済 費

5虫害 補慣費

6恩給及び退職年金

7買 金

8報 自責 置

9稼 費

置用弁慣

普通旅費

特別旅 費

10茸 陣 費

11需 周 ヨ 109 109 109 109 109 

12世 務 調 3&. 386 3&. 386 3&.386 3&. 386 31.386 

13垂 t主 料 98 98 98 98 98 

14使用料及び賃借料 1. 080 1. 080 1. 080 1. 080 1. 080 

15工事請負 置

16原材料費

17公有財産購入費

18備品購入 費

19負宜担付金金.補助及び

20扶 助 費

21宜 付 金

22 
繍措置置金、捕繍且日

23蝿割還引金料.利子車び
84.498. 157 84.498. 157 84.498. 157 76. m. 33z 7. 545. 8&5 84.498.157 

24誼寅及び出資金

25積 立 金 日06.7J1 906.717 906.717 906.717 906.717 

26寄 {サ 金

27公 課 費

28操 出 金

予

'‘ 
置

富十 85. 438. 547 85.438. 547 85.438. 547 77. 859. 049 7.545. 8&5 33.673 85.438.547 

財 国庫支出金

覇地 方 世 18.782.000 18. m. 000 18.782.000 18. m. 000 18.782.000 

向そ の {血

訳 揖 入 金 66白 65ι547 66. 656. 547 66.656. 547 59.077.049 7. 545. 825 33.673 66.65止541
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節 の 明 細

項 目 金額(千円)等

1款公債費

H頁公債費 、

1目元 金

償還金、利子 公債元金償還金 76，952，332 

及び割引料

2目手IJ 子

償還金、利子 公債利子償還金 7，545，825 

及び割引料
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議案第4号

平成28年度鳥取県給与集中管理特別会計当初予算説明資料総括表

総務部(単位:千円)

目オ ;頂 内 訳
課 名 本年度 前年 度 比 較 備考

国庫支出金 起 債 その他 繰入金

人事企画課 24，841，378 24，703，647 137，731 24，841，378 

合 言十 24，841，378 24，703，647 137，731 24，841，378 
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平成28年度鳥取県給与集中管理特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入

節

款 I頁 目 本年度 前年度 比較 区分 金 額 説 明

千円 千円 千円 千円

1給与等 24， 841. 378 24， 703， 647 137，731 

振替 1給与等 24，841，378 24， 703， 647 137， 731 

収入 振替 1給与等振替収入 24， 841. 378 24，703， 647 137，731 1給与等振替収入 24，841，378 
収入

歳入合計 24， 841. 378 24，703， 647 137，731 ~ ~ 

三 歳出

本年度の財源内訳 節

款 I頁 目 本年度 前年度 比較 給与等振替収入 区分 金 書E 説明

千円 千円 千円 千円 千円

1給与費 24，841，378 24，703， 647 137，731 24， 841. 378 

1給与費 24， 841. 378 24，703， 647 137， 731 24， 841. 378 

1給与費 報酬 347， 148 
給料 11，195，278 
手当 9，110，477 

24， 841. 378 24， 703， 647 137，731 24， 841. 378 共済費 4， 188， 475 

歳出合計 24， 841. 378 24，703， 647 137，731 24， 841. 378 ~ ------



平成28年度鳥取県給与集中管理特別会計当初予算説明資料

l款給与費

l項給与費

1自給与費

事業名

給与費

トータルコスト

主な業務内容

工程者視線目標f繍

事業内容の説明

本年度 前年度 比較
財

国庫支出金

24.841. 378 24. 703. 647 137.731 

人事企画課:内線 (7419)

(単位:千円)

源 内 訳
備考

起債 その他 繰入金

く給与等振替

収入>

24. 841. 378 

24.841.378千円(前年度 24.703. 647千円) [正職員:0.0人]

特別職及び一般職の職員(響察、教育委員会を除く)に係る給与費の支払い

特別職及び一般職の職員{警察、教育委員会を除く)の給与費について、特別会計による一括支払い

を行うことにより、各部予算担当者の予算執行管理事務の効率化を図るロ

[内訳] (単位:千円)

区分 予算額

報酬 347. 148 

給料 11. 195. 278 

手当 9. 110.477 

共済費 4. 188.475 

合計 24. 841. 378 
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平成28年度鳥取県給与集中管理特別会計当初予算歳入歳出事項別明細書(総務部)
(単位千円)

給与集中管理 1款給与費

款項目

特別会計合計
l項給与費 総務部

1目 合 計
節

給与費

1報 酬 341. 148 341. 148 341.148 341. 148 341.148 

2桔 軒 11. 195.218 11. 195.218 11.195.218 11. 195.218 11. 19ι278 

3職員手当等 9.110.477 9.110.471 9.110.471 9.110.471 9. 110.477 

4 共 済 費 4. 188.475 4.188.475 4. 188.475 4. 188.475 4. 188.475 

5史書補償 費

6思給且ぴ退職年金

7 貰 金

8 報 慣 畳

9肺 費

置用弁慣

普通旅費

特別蹄費

10宝 陣 費

11需 用 費

12世 務 費

13書 託 葬場

14使用料及ぴ賃借料

15工事請負聾

16原材料費

17公有財産購入費

18惜品購入費

19負吏担付金金.補助及び

20控 助 聾

21貰 付 金

22 
補償金世、補填及び賠

23慣割還引金料.柄l乎丑び

24措置及び出資金

25積 立 金

26寄 付 壷

27公 課 費

28揖 出 金

予 冊 費

計 24.841.378 24.841. 378 24. 841. 378 24. 841. 378 24.841. 378 

財 国旗支出金

濡 起 慣

向そ の 他 24， 8_4J， 378 24，841，378 24. 841. 318 24，841. 378 24.841.378 

訳 繰 入 金
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議案第 31号(条例関係) 政策法務課

条

例| 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の設定について

名I (鳥取県公文書等の管理に関する条例の一部改正)

等

1 提出理由

行政不服審査法の全部が改正され、審査請求の審理は条例に特別の定めがある場合を除き

審理員が行うこととされたことに伴い、審理員を指名しないで審理する特例について定める。

2 概要

(1)特定歴史公文書等の利用の請求に対する処分に係る審査請求については、審理員による

審理は行わないこととする。

(*引き続き、情報公開審議会に諮問する方式で対応する。)

(2 )その他所要の規定の整備を行う。

(3 )施行期日は、平成 28年 4月 1日とする。

提Ir※ 知事は、特定歴史公文書等の利用請求に対する処分に係る審査請求があったときは、

審査請求の全部を認容する場合を除き、情報公開審議会に諮問しなければならない。

出II C鳥取県公文書等の管理に関する条例第18条第2項(現行条例は18条第 1項))

理II → 諮問を受けた審議会は、審査請求人及び処分を行った公文書館長の主張や利用

請求に係る特定歴史公文書等を見た上で、処分の適否等を審議の上、審査庁へ答

由II 申することとされており、公正性、客観性が確保される制度が既に構築されてい

ることから、改正行政不服審査法に定める「審理員制度Jなどを適用する必要が

及II ない。

び

概

要
[鳥取県官開審議会l
④答申.. 曾②棚

| 審査庁 l 

hiiLむ)

巨司(:房長)困

ー176-



行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

(鳥取県公文書等の管理に関する条例の一部改正)

第3条 鳥取県公文書等の管理に関する条例(平成23年鳥取県条例第52号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後

(議会文書の保存及び引継ぎ)

第11条略

改正前

(議会文書の保存及び引継ぎ)

第11条 略

2 略 12 略

3 第9条第3項の規定は、前項の規定により議会文13 第9条第3項の規定は、前項の規定により議会文

書を公文書館に引き継ぐ場合について準用する。と

の場合において、室旦会室立亙中「実施機関」とあ

るのは「議長」と、「第l項」とあるのは「第11条

第2項」と読み替えるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条略

書を公文書館に引き継ぐ場合について準用する。こ

の場合において、担重中「実施機関」とあるのは「議

長」と、「第 l項」とあるのは「第11条第2項Jと

読み替えるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条略

2・3 略 12・3 略

4 館長は、第1項又は第2項の規定により意見書を 14 館長は、第1項又は第2項の規定により意見書を

提出する機会を与えられた第三者が当該特定歴史公| 提出する機会を与えられた第三者が当該特定歴史公

文書等を利用させることに反対の意思を表示した意| 文書等を利用させるととに反対の意思を表示した意

見書を提出した場合において、当該特定歴史公文書| 見書を提出した場合において、当該特定歴史公文書

等を利用させる旨の決定をするときは、その決定の

日と利用させる日との聞に少なくとも 2週間を置か

なければならない。乙の場合において、館長は、そ

の決定後直ちに、当該意見書(第18条第Z項第2号

及び第19条第3号において「反対意見書」という。)

を提出した第三者に対し、利用させる旨の決定をし

た旨及びその理由並びに利用させる日を書面により

通知しなければならない。

(費用負担)

第17条略

2 知事は、経済的困難その他特別の理由があると認

めるときは、前項の規定により負担させる費用に係

る債務の全部又は一部を免除すると止ができるn

等を利用させる旨の決定をするときは、その決定の

日と利用させる日との閑に少なくとも 2週間を置か

なければならない。この場合において、館長は、そ

の決定後直ちに、当該意見書(第18条第1項第2号

及び第19条第3号において「反対意見書」という。)

を提出した第三者に対し、利用させる旨の決定をし

た旨及びその理由並びに利用させる日を書面により

通知しなければならない。

(費用負担)

第17条 略

(鳥取県情報公開審議会への諮問等) 1 (鳥取県情報公開審議会への諮問等)

第18条 利用請求に対する処分文は利用請求に係る不|第18条

作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平l

成26年法律第68号)第9条第1項本文の規#は、満

足主主どL

]_知事は、盤亙i三翠塞主ゑ審査請求があったときは、| 知事は、利用諸求に対する処分について行政不服

次の各号のいずれかに該当する場合を除き、鳥取県| 餐査津(昭和37年法律第国B豆u:主si審査請求が

情報公開審議会に諮問しなければならない。 あったときは、次の各号のいずれかに該当する場合
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(1 )略

(2) 裁決で、審査請求笠金並室霊室主、当該審査

請求に係る特定歴史公文書等の全部を利用させる

とととするとき。ただし、当該審査請求に係る特

定歴史公文書等の利用について反対意見書が提出

されているときを除く。

]_略

を除き、鳥取県情報公開審議会に諮問しなければな

らない。

(1 )略

(2) 裁決で、審査請求に係る処分を取り消し又は

室豆与、当該審査請求に係る特定歴史公文書等の

全部を利用させる乙ととするとき。ただし、当該

審査請求に係る特定歴史公文書等の利用について

反対意見書が提出されているときを除く。

2 略

(諮問をした旨の通知) I (諮問をした旨の通知)

第19条 知事は、益金室主亙の規定により諮問をした|第19条 知事は、並会筆よ互の規定により諮問をした

ときは、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知| ときは、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知

しなければならない。

(1 ) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13

条第4J固に規曾する参加入をいう。以下乙の項及

び次条第2号において同じ。)

(2) 略

(3) 審査請求に係る特定歴史公文書等の利用につ

いて反対意見書を提出した第三者(当該第三者が

審査請求人又は参加人である場合を除く。)

しなければならない。

(1 ) 審査請求人及び参加人

(2) 略

(3) 審査請求に係る墨盆について反対意見書を提

出レた第三者(当該第三者が審査請求人又は参加

人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手I(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手

続) I続)

第20条 第15条第4項の規定は、次の各号のいずれか|第20条第15条第4項の規定は、次の各号のいずれか

に該当する裁決をする場合について準用する。

(1 )略

(2) 審査請求に係る特定歴史公文書等の全部又は

一部を利用させない旨の決定を変更し、当該特定

歴史公文書等を利用させる旨の裁決(第三者であ

る参加人が当該特定歴史公文書等を利用させる乙

とに反対の意思を表示している場合に限る。)

附則

この条例は、平成28年4月1日から施行する。
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に該当する裁決をする場合について準用する。

(1)略

(2) 審査請求に係る盤盆を変更し、当該笠室登;1(:

L盈主主特定歴史公文書等を利用させる旨の裁決

(第三者である参加人が当該特定歴史公文書等を

利用させることに反対の意思を表示している場合

に限る。)



議案第32号(条例関係) 人事企画課

条

例| 仕事と家庭生活等との両立を図るための職員の勤務時間関係条例の整備に関する条例の設定

名lについて

等

1 提出理由

フレックスタイム制、子育て部分休暇及び高齢者部分休業を創設し、職員が柔軟に働き
提| 方を選択できる乙とにより、仕事と家庭生活等との両立及び公務能率の向上を図り、職員

のワークライフバランスを推進する。

出
2 概要

理
( 1 ) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関す

由| る条例の一部改正

ア フレックスタイム制の導入
及| ・職員が自己の勤務の開始時刻又は終了時刻についての希望を申告した場合に、公務の

運営に支障がないときには、任命権者が当該申告を考慮して l日の勤務時間を割り振
び、| ることができる。

-育児又は介護を理由とする場合には、平日に勤務しない日を設定できるなど、より弾
概| 力的な勤務時間の割り振りができることとする。

イ 子育て部分休暇の導入
要| ・小学校3年生以下の子を養育する職員を対象として、育児のため必要な場合に、 1日

の勤務時間を最大2時間短縮することができる。
-子育て部分休暇により勤務しない時間については、給与を減額する。

(2) 職員の修学部分休業に関する条例の一部改正

ア条例名の変更
条例の名称を「職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例」に変更する。

イ 高齢者部分休業の導入
・55歳に達した職員(管理職職員等を除く。)を対象として、公務の運営に支障がない

場合に、 1週間の勤務時間を最大20時間短縮することができる。
-高齢者部分休業により勤務しない時間については、給与を減額する。

(3 ) 施行期日は、平成28年4月1日とする。 / 
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仕事と家庭生活等との両立を図るための職員の勤務時間関係条例の整備に関する条例

(職員の勤務時問、休暇等に関する条例の一部改正)

第l条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

( 1週間の勤務時間)

第2条略

改正後

(1週間の勤務時間)

第 2条略

改正前

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年12 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年

法律第110号。以下「育児休業法」という。)第101 法律第110号)第10条第3項の規定により同条第 1~I> 

条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短| 項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤

時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承| 務」という。)の承認を受けた職島(旦主主第17条の

認を受けた職員(宣翠隼差益第17条の規定による短| 規定による短時間勤務をすることとなった職員を含

時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育| む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の 1

児短時間勤務職員等」という。)の 1週間当たりの| 週間当たりの勤務時聞は、当該承認を受けた育児短

!勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内| 時間勤務の内容(旦塗第17条の規定による短時間勤

容(宣盟盆裳主主第17条の規定による短時間勤務をす| 務をするとととなった職員にあっては、同条の規定

ることとなった職員にあっては、同条の規定により

することとなった短時間勤務の内容。以下「育児短

時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が

定める。

によりすることとなった短時間勤務の内容。以下

「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任

命権者が定める。

3 略 13 略

4 宣盟盆差益第18条第 1項又は地方公共団体の一般14 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第 l

臓の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律| 項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に

第48号)第5条の規定により採用された職員(以下l関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定に

「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間

は、第 l項の規定にかかわらず、休憩時聞を除き、

4週間を超えない期間につき 1週間当たり31時間ま

での範囲内で、任命権者が定める。

より採用された職員(以下「任期付短時間勤務職

員」という。)の勤務時間は、第 1項の規定にかか

わらず、休憩時間を除き、 4週間を超えない期聞に

つき 1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者

が定める。

5 略 15 略

(週休日及び勤務時間の割振り) 1 (週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 略 |第3条略

2 略 12 略

主任命権者は、職員(人事委員会規則で定める職員

及び次条又は第7条の規定の適用を受ける職員を除

〈。以下この条においで閉じ白)について、始業及

び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職

員の勤務時聞を割り振ることが公務の運営に支障が

ないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、

人事委員会規則の定めるところにより、職員の申告

を経て、 4週間を超えない範囲内で人事委員会規則

で定める期間(以下この条において「単位期間j と
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いう。)ごとの期間につき前条に規定する勤務時間

となるように当該職員の勤務時聞を割り振ることが

できる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等

である場合にあっては、単位期間ごとの期間につい

て、当該育児短時間勤務等の内容に従い、勤務時間

を割り振るものとする。

任命権者は、次に掲げる職星(育児短時間勤務職

昼等を除く。)について、週休日並びに盤謹及び終

業の時刻について、職星の申告を考慮して、第1項

の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設

け、及び当該職員の勤務時間を割り振るととが公務

の運営に支障がないと認める場合には、問項及び第

2項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定める

ところにより、職昼の申告を経て、単位期間ごとの

塑聞につき第1項の規定による週休日に加えて当該!

職員の週休日を設け、及び当該期聞につき前条に規l

定する勤務時間となるように当該職員の勤務時聞を

割り振ることができる。

11上 12歳に達する日以後の最初の 3月31日の聞に

ある子の養育又は配偶者等(配偶者(届出をしな

いが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下この号及び第17条第 l項第2号において

同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他人事委

員会規則で定める者をいう。第10条第4項におい

て同じ。)の介護をする職員であって、人事委員

会規則で定めるもの

(2) 前号に掲げる職員の状況に類する状況にある

職員として人事委員会規則で定めるもの

週休日の振替等)

5条任命権者は、職員に第3条第 l項若しえは第|

生J.Ii又は前条の規定により週休日とされた日におい

て特に勤務することを命ずる必要がある場合には、

人事委員会規則の定めるところにより、第3条第2

項から第4翠まで文は前条の規定により勤務時間が

割り振られた日(以下乙の条において「勤務日」と

いう。)のうち人事委員会規則で定める期間内にあ

る勤務日を週休日に変更して当該勤務自に割り振ら

れた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要があ

る日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤

務時間のうち始業の時刻から連続し、又は終業の時

刻まで連続する 3時間45分又は4時間の勤務時間を

当該勤務自に割り振ることをやめて当該勤務するこ

とを命ずる必要がある日比割り振ることができる。

4 

(

第

。

(週休日の振替等)

第5条任命権者は、職員に第3条第l項又は前条の

規定により週休日とされた日において特に勤務する

ことを命ずる必要がある場合には、人事委員会規則

の定めるととろにより、第3条第2項又は前条の規

定により勤務時聞が割り振られた日(以下この条に

おいて「勤務日」という。)のうち人事委員会規則

で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当

該勤務自に割り振られた勤務時間を当該勤務するこ

とを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間

内にある勤務日の勤務時間のうち始業の時刻から連

続し、文は終業の時刻まで連続する3時間45分又は

4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振る乙とをや

めて当該勤務することを命ずる必要がある日に割り

振ることができる。
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第

2 

。一J

l1'l rJ'も v_' 1'1 、，~...~ 1・.，・_、 r司喝、_.J ，.....O-'~可~''''''0-ー，，_

い。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必

要がある場合として人事委員会規則で定めるとき丞

び第3条第4項の規定により勤務時聞を割り振る場

金は、この限りでない。

育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務

制限)・

10条 略

• 3 略

任命権者は、配偶者等で負傷、疾病又は老齢によ

り人事委員会規則で定める期間にわたり日常生活を

営むのに支障があるもの(以下この条及び筆立金に

おいて「要介護者」という。)のある職員が、人事

委員会規則で定めるととろにより、当該要介護者を

介護するために請求した場合には、深夜における勤

慣をしないととを承認しなければならない。ただ

し、公務の運営に支障があるときは、この限りでな

"。

略

需給休暇)

7条 無給休暇は、次のとおりとする。

( 1)・(2) 略

民上子育て部分休暇職員(育児短時間勤務職員

等及び育児休業法第19条第 l項の規定により部分

休業の承認を受けた職員を除く。)が、 9歳に達

する日以後の最初の 3月31日までの間にある子を

養育するため、勤務しないζとが相当であると認

められる場合における休暇

無給休暇の期間は、次の各号に掲げる休暇の区分

に応じ、当該各号に定める期間とする。

介護休暇要介護者の各々が介護を必要とす

ω ーの継続する状態ごとに連続する 6月の期間内

において必要と認められる期間

海外随伴休暇 4年を超えない期間内陀おい

の

第

2

4

5 

第

2 

斗上

5 

休憩時間)

6条略

前項の休憩時間は、一斉に与えなければならな

い。ただし、職務の特殊性又は当該公暑の特殊の必

要がある場合として人事委員会規則で定めるとき

;立、この限りでない。

育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務

倒限)

10条略

• 3 略

任命権者は、配偶者(届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。以下との項及び

第17条第 l項において困じ。)、父母、子、配値者

の父母その他人事委昼会規則で定める者で負傷、疾

病又は老齢により人事委員会規則で定める期間にわ

たり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この

条及び第17条第 l項において「要介護者」とい

う。)のある職員が、人事委員会規則で定めるとこ

ろにより、当該要介護者を介護するために請求した

場合には、深夜における勤務をしないととを承認し

なければならない。ただし、公務の運営に支障があ

るときは、この限りでない。

略

無給休暇)

17条無給休暇は、次のとおりとする。

(1 )・ (2) 略

無給休暇の期間は、前項第l号に掲げる休暇にあ

つては同号に規定する者の各々が問号に規定する合

護を必要とするーの継続する状態ごとに連続する 6

月の週間内において必要と認められる塑慣とじ、同

項第2号に掲げる休暇にあっては4年を超えない期

間内において必要と認められる期間とする。

第

2 

の

第

2

4

第

2 
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て必要と認められる期間

ill王室エ輩盆盆1毘始業の時刻から連続し、又

は終業の時刻まで連続する勤務時間内において、

1日につき 2時間(職員の育児休業等に関する条

例(平成4年鳥取県条例第6号j第20条第2項の

人事委員会規則で定める特別休暇を承認されてい

る職員にあっては、 2時間から当該特別休暇の時

聞を減じた時間)の範囲内で30分を単位として必

要と認められる期間

3 介護休暇及び子育て部分休暇については、職員の 13 第 1扇第 1号に掲げる休暇については、職員の給

給与に関する条例第12条の規定にかかわらず、その| 与に関する条例第12条の規定にかかわらず、その勤

勤務しない 1時間につき、同条例第16条第1項に規| 務しない 1時間につき、同条例第16条第l項に規定

定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。 1 する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

4 盗盆陸生生1毘については、いかなる給与も支給し 14 第 1項第2骨に掲げる休暇については、いかなる

ない。 1 給与も支給しない。

5 職員の退職手当に関する条例(昭和37年鳥取県条15 職員の退職手当に関する条例(昭和37年鳥取県条

例第51号)第8条の 2第 l項及び第9条第 4項の規| 例第51号)第8条の 2第 l項及び第 9条第4項の規

定の適用については、盗盆堕笠盆盤の期間は、同条| 定の適用については、第 1項第2号に掲げる休暇の

例第8条の 2第 l項に規定する現実に職務に従事す| 期関与三どエは、同条例第8条の 2第 l項に規定す

る乙とを要しない期聞に該当するものとする。 る現実に職務に従事する乙とを要しない期間に該当

するものとする。

6 地方公務員法第28条の4、第28条の 5又は第28条16 地方公務員法第28条の4、第28条の5又は第28条

の6第 1項若しくは第2項の規定により採用された| の6第 l項若しくは第2項の規定により採用された

職員については、第 1項(海外随伴休暇に係る部分| 職員については、第 1項(盟皇室三塁2海外随伴休

に限る。)、第4項及び前項の規定は、適用しな| 暇に係る部分に限る。)、第4項及び前項の規定

い。 は、適用しない。

(臨時的任用職員の休暇) (臨時的任用職員の休暇)

第19条 臨時的任用職員(地方公務員法第22条の規定|第19条 臨時的任用職員(地方公務員法第22条の規定

に基づき臨時的に任用された職員、女子教職員の出| に基づき臨時的に任用された職員、女子教職員の出

産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和| 産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和

30年法律第125号)第3条第 1項の規定に基づき臨130年法律第125号)第3条第1項の規定に基づき臨

時的に任用された職員及び宣盟盆茎塗第 6条第l項| 時的に任用された職員及び地方公務員の育児休業等

の規定に基づき臨時的に任用された職員をいう。) 1 に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第 l

の休暇については、人事委員会規則で定める。 1 項の規定に基づき臨時的に任用された職員をい l

う。)の休暇については、人事委員会規則で定め

る。

(県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第2条 県費負担教職員の勤務時問、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号)の一部を次のように改

正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後 | 改 正 前

(1週間の勤務時間) (1週間の勤務時間)
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5 

2条略

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年

法律第110号。以下「育児休業法Jという。)第10

条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短

時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承

認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短

時間勤務をする乙ととなった職員を含む。以下「育

月短時間勤務職員等」という。)の 1週間当たりの

勤務時聞は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内

容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をす

ることとなった職員にあっては、同条の規定により

することとなった短時間勤務の内容。以下「育児短

時間勤務等の内容」という。)に従い、教育委員会

が定める。

地方公務員法(昭和初年法律第261号)第28条の

4第 l項若しくは第28条の5第l項文は同法第28条

刀6第l項若しくは第2項の規定により採用された

磁員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務

わ職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」

という。)の勤務時間は、第l項の規定にかかわら

ず、休憩時聞を除き、 4週間を超えない期間につき

1週間当たり 15時間30分から31時間までの範囲内で

段育委員会が定める。

育児休業法第18条第 1項又は地方公共団体の一般

般の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律

事48号)第5条の規定により採用された職員(以下

「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間

立、第l項の規定にかかわらず、休憩時聞を除き、

4週間を超えない期間につき 1週間当たり31時間ま

での範囲内で、教育委員会が定める。

略

盟休日及び勤務時間の割振り)

3条略

略

市町村教育委星会は、職員(人事委昼会規則で定

める職員及び次条の規定の適用を受ける職員を除

く。以下この条において困じ。)について、始業及

び終業の時刻について職阜の申告を考慮して当該職

昌の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障が

ないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、

人事委員会規則の定めるところにより、臓阜の申告

を経て、 4週明を超えない範囲内で人事委星会規則

で定める期間(以下この条において「単位期間」と

第

2

3 

4 

第

2

3

一

第2条略

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年

法律第110号)第10条第3項の規定により同条第l

項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤

務」という。)の承認を受けた職員(旦益第17条の

規定による短時間勤務をすることとなった職員を含

む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の 1

週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短

時間勤務の内容 (FOJ益第17条の規定による短時間勤

務をすることとなった職員にあっては、同条の規定

によりすることとなった短時間勤務の内容。以下

「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、教

育委員会が定める。

3 地方公務員法第28条の4第1項若しくは第28条の

5第l項又は同法第28条の6第1項若しくは第2項

の規定により採用された職員で同法第28条の 5第 1

項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下

「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間

は、第 l項の規定にかかわらず、休憩時聞を除き、

4週間を超えない期間につき 1週間当たり 15時間30

分から31時間までの範囲内で教育委員会が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第 1

項文は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に

関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定に

より採用された職員(以下「任期付短時間勤務職

員」という。)の勤務時間は、第 l項の規定にかか

わらず、休憩時間を除き、 4週間を超えない期間に

つき 1週間当たり31時間までの範囲内で、教育委員

会が定める。

5 略

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条略

2 略
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4 

第

いう。)ごとの期間につき前条に規定する勤務時間

となるように当該職員の勤務時間を割り振ることが

できる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等

である場合にあっては、単位期間ごとの期間につい

て、当該育児短時間勤務等の内容に従い、勤務時間

を割り振るものとする。

市町村教育委員会は、次に掲げる職昌(育児短時

!!l.!勤務職呈等を除く。)について、週休日並びに始

準及び終業の時刻について、職員の申告を考慮し

て、第1項の規定による週休日に加えて当該職員の

週休日を設け、及び当該職員の勤務時聞を割り振る

ことが公務の運営に支障がないと認める場合には、

国項及び第2項の規定にかかわらず、人事委員会規

則の定めるところにより、職員の申告を経て、単位

塑間ごとの期聞につき第l項の規定による週休日に

加えて当該職員の週休日を設け、及び当該期間につ

き前条に規定する勤務時慣となるように当該職員の

勤務時聞を割り振ることができる。

iよ上 12歳に達する日魁後の最初の3月31日の聞に

ある子の養育又は配信者等(配偶者(届出をしな

いが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下この号及び第15条第 1項第2号において

同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他人事委

皐会規則で定める者をいう。第B条第4項におい

て同じ。)の介護をする職昼であって、人事委星

会規則で定めるもの

iえL 前号に掲げる職員の状況に類する状況にある

職員として人事委員会規則で定めるもの

週休日の振替等)

5条 市町村教育委員会は、職員に第3条第 l項蓋

しくは第4項又は前条の規定により週休日とされた

日において特に勤務することを命ずる必要がある場

合には、人事委員会規則の定めるところにより、第

3条第2項から第4項まで又は前条の規定により勤

務時間が割り振られた日(以下この条において「勤

務日」という。)のうち人事委員会規則で定める期

関内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に

割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる

必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤

務日の勤務時間のうち始業の時刻から連続し、文は

終業の時刻まで連続する 3時間45分又は4時間の勤

務時間を当該勤務日に割り振るととをやめて当該勤

務することを命ずる必要がある日に割り振ることが

できる。

(週休日の振替等)

第5条 市町村教育委員会は、職員に第3条第 1項又

は前条の規定により遇休日とされた日において特に

勤務することを命ずる必要がある場合には、人事委

員会規則の定めると乙ろにより、第3条第2項又は

前条の規定により勤務時聞が割り振られた日(以下

との条において「勤務日」という。)のうち人事委

員会規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変

更して当該勤務日に割り振られた勤務時聞を当該勤

務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は

当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち始業の時

刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する 3時間

45分文は4時間の勤務時聞を当該勤務日に割り振る

ことをやめて当該勤務することを命ずる必要がある

日に割り振ることができる。
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5 

憩時間)

条略

前項の休憩時間は、一斉に与えなければならな

，ただし、職務の特殊性又は当該公暑の特殊の必

がある場合として人事委員会規則で定めるとき丞

u 第3条第4項の規定により勤務時聞を割り振る場

金は、乙の限りでない。

育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務

制限)

8条 略

. 3 略

市町村教育委員会は、国偶者等で負傷、疾病又は

老齢により人事委員会規則で定める期聞にわたり日

常生活を営むのに支障があるもの(以下この条及び

星通主主において「要介護者Jという。)のある職員

が、人事委員会規則で定めると己ろにより、当該要

介護者を介護するために請求した場合には、深夜に

おける勤務をしないことを承認しなければならな

い。ただし、公務の運営に支障があるときは、この

浪りでない。

略

無給休暇)

15条 無給休暇は、次のとおりとする。

(1 )・ (2) 略

住上子育て部会休暇職員(育児短時間勤務職員

等及び育児休業法第19条第 1項の規定により部分

休業の承認を受けた職星を除く。)が、 9歳に達

する日以後の最初の3月31日までの間にある子を

養育するため、勤務しないことが相当であると認

められる場合における休暇

無給休限の期間は、次の各号に掲げる休暇の区盆

に応じ、当該各号に定める期間とする。

3 

11上介護休暇要介護者の各々が介護を必要とす

るーの継続する状態ごとに連続する 6月の期慣自

において必要と認められる期間

休(

第

2

の

第

2

4

第

2 

5 

休憩時間)

6条略

前項の休憩時間は、一斉に与えなければならな

い。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必

要がある場合として人事委員会規則で定めるとき

法、この限りでない。

育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務

制限)

8条略

. 3 略

市町村教育委員会は、阻偶者(届出をしないが事

実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下こ

の項及び第15条第 l項において同じ。)、父母、

子、配偶者の父母その他人事委星会規則で定める章

で負傷、疾病又は老齢により人事委員会規則で定め

る期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの

(以下この条及び第15条第 l項において「要介護

者」という。)のある職員が、人事委員会規則で定

めるところにより、当該要介護者を介護するために

請求した場合には、深夜における勤務をしないこと

を承認しなければならない。ただし、公務の運営に

支障があるときは、この限りでない。

略

無給休暇)

15条無給休暇は、次のとおりとする。

(1)・ (2) 略

無給休暇の期間は、前項第l号に掲げる休暇にあ

つては同号に規定する者の各々が同号に規定する介

護を必要とするーの継続する状態ごとに連続する 6

月の期間内において必要と認められる期間とし、同

項第2号に掲げる休暇にあっては4年を超えない期

関内において必要と認められる期間とする。

第

2 

の

第

2

4

第

2 
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i旦L盗盆墜生生1塁 4年を超えない期間肉におい

て必要と認められる期間

i主上主宣ヱ童全盆盤始業の時刻から連続し、又

は終業の時刻まで連続する勤務時間内において、

l自につき 2時間(職員の育児休業等に関する条

例(平成4年鳥取県条例第6号)第20条第2項の

人事委員会規則で定める特別休暇を承認されてい

る職員にあっては、 2時間から当該特別休暇の時

間を減じた時間)の範囲内で30分を単位として必

要企認められる期間

3 介護休暇及び子育て部分休暇については、職員の13 第1項第 l号に掲げる休暇については、職員の給

給与に関する条例第12条の規定にかかわらず、その| 与に関する条例第12条の規定にかかわらず、その勤

勤務しない 1時間につき、同条例第16条第l項に規| 務しない 1時間につき、同条例第16条第1項に規定

定する勤務 1時間当たりの給与額を減額する。 1 する勤務 1時間当たりの給与額を減額する。

4 準盆堕隼盆墜については、いかなる給与も支給し14 第1項第2号に掲げる休暇については、いかなる

ない。 I給与も支給しない。

5 職員の退職手当に関する条例(昭和37年鳥取県条15 職員の退職手当に関する条例(昭和37年鳥取県条

例第51号)第8条の2第 1項及び第9条第4項の規| 例第51号)第B条の2第1項及び策9条第4項の規

定の適用については、盗盆堕生生盤の期間は、同条| 定の適用については、第1項第2号に掲げる休暇の

例第8条の 2第 1項に規定する現実に職務に従事すl期聞については、同条例第B条の 2第 l項に規定す

ることを要しない期間に該当するものとする。 る現実に職務に従事することを要しない期聞に該当

するものとする。

6 地方公務員法第28条の4、第28条の 5又は第28条16 地方公務員法第28条の4、第28条の 5文は第28条

の6第 l項若しくは第2項の規定により採用された| の6第l項若しくは第2項の規定により採用された

職員については、第1項(海外随伴休暇に係る部分l職員については、第 l項(旦皇室旦呈旦海外随伴休

に限る。)、第4項及び前項の規定は、適用しな| 暇に係る部分に限る。)、第4項及び前項の規定

し'0 は、適用しない。

(臨時的任用職員の休暇) (臨時的任用職員の休暇)

第17条 臨時的任用職員(地方公務員法第22条の規定|第17条 臨時的任用職員(地方公務員法」堕担25空主主

に基づき臨時的に任用された職員、女子教職員の出| 盆筆益l呈L第22条の規定に基づき臨時的に任用さ

産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和| れた職員、女子教職員の出産に際しての補助教職員

30年法律第125号)第3条第l項の規定に基づき臨| の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3

時的に任用された職員及び宣盟盆差益第日条第l項| 条第l項の規定に基づき臨時的に任用された職員及

の規定に基づき臨時的に任用された職員をいう。) 1 び地方公務昌の育児休業等に関する法律(平成3年

の休暇については、人事委員会規則で定める。 1盗盆筆ll!)_呈L第6条第1項の規定に基づき臨時的

(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

に任用された職員をいう。)の休暇については、入

事委員会規則で定める。

第3条 職員の修学部分休業に関する条例(平成16年鳥取県条例第66号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後 | 改 正 前

職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関す 職員の修学部分休業に関する条例
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ゑ会主1

趣旨)

第 l条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第

261号。以下「法」という。)第26条の 2第 1項ζ

規定する修学部分休業(以下「修学部分休業」とい

う。)及び法第26条の3第 1項に規定する高齢者部

分休業(以下「高齢者部分休業Jという。)に関し

必要な事項を定めるものとする。

修学部分休業)

第 2条 任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関

する法律(昭和31年法律第162号)第37条第 1項に

規定する県費負担教職員にあっては、市町村又は同

法第2条の市町村の組合に置かれる教育委員会とす

る。以下同じ。)は、法第26条の 2第 l項に規定す

る場合においては、 1週間を通じて職員の勤務時

問、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35

号)第2条第 l項又は県費負担教職員の勤務時間、

休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号)

第2条第1項に規定する勤務時間に2分の lを乗じ

て得た時聞を超えない範囲内で、 5分を単位とし

て、修学部分休業を承認することができる。

2 • 3 略

;高齢者部分休業)

三五主任命権者は、法第26条の3第l項に規定する筆~

場合においては、職員(管理文は監督の地位にある

職員その他の職務の特殊性を考慮してλ事委員会規

則で定める職員を除く。次項において同じ。)に対

し、 1週間を通じて20時間を超えない範囲内で、人

事委員会規則で定める時間を単位として、高齢者部

分休業を承認することができる。

2 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員が勤

務しない時間の延長を申請した場合において、公務

の運営に支障がないと認めるときは、勤務しない時

聞が 1週間を通じて20時間を超えない場合に限り、

当該延長を承認することができる。

3 法第26条の3第 l項の条例で定める年齢は、 55歳

とする。

、休業中の給与の減額等)

筆止ゑ 職員が修学部分休業文は高齢者部分休業の承

受けて勤務しない場合には、職員の給与に関す

例(昭和26年鳥取県条例第3号)第12条の規定

(趣旨)

第 l条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第

条の2第1項」

盤星(f)修学部分

とする。

261号。以下「法」という。)第26

第3項及び第4項の規定に基づき、

休業に関し必要な事項を定めるもの

(修学部分休業)

第2条法第26条の 2第l項に規定す笠盤主査盆盆茎

務時間、休暇等

第35号)第2条

問、休暇等に関

号)第2条第 l

乗じて得た時間

主並坐室主主主

て丘三ム(f)e.

の承認は、 1週間を通じて職員の勤

に関する条例(平成6年鳥取県条例

第 l項又は県費負担教職員の勤務時

する条例 L平成6年鳥取県条例第36

項に規定する勤務時間に2分の lを

を超えない範囲内で、職員の修学の

る時間について、 5分を単位とし

主。

2・3 略

(修学部盆休業取得中の給与の減額)

差立ゑ職員が修学部分休業の承認を

い場合には、職員の給与に関する条

取県条例第3号)第12条の規定にか

受けて勤務しな

例(昭和初年鳥

かわらず、その
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にかかわらず、その勤務しない 1時間につき、同条 勤務しない 1時間につき、同条例第16条第l項に規

例第16条第 1項に規定する勤務 1時間当たりの給与 定する勤務 1時間当たりの給与額を減額して給与を

額を減額して給与を支給する。 支給する。

2 高齢者部分休業をした職員に対する職員の退職手

当に関する条例(昭和37年鳥取県条例第51号)第8

条の2第1項及び第9条第4項の規定の適用につい

ては、高齢者部分休業をした期間は、同条例第8条

の2第 1項に規定する現実に職務に従事することを

要しない期間に該当するものとみなす。

(休業の承認の取消し) (修学部分休業の承認の取消事由)

室主全任命権者は、修学部分休業をしている職員 室生全任命権者は、修学部分休業をしている職員

が、次に掲げる事自に該当すると認めるときは、当 が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは;当

該修学部分休業の承認を取り消すものとする。 該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(l)~ (3) 略 (1)~(3) 略

2 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業

務を処理するための措置を講ずることが著しく困難

となった場合で当該職員の同意を得たときは、当該

高齢者部分休業の承認を取り消し、文は勤務しない

時間を短縮するものとする。

c、事委員会規則への委任) (人事委員会規則への委任)

筆旦全略 室主三塁略

附則

との条例は、平成28年4月1日から施行する。
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人事企画課議案第 33号(条例関係)

鳥取県職員の退職管理に関する条例の設定について

条

例

名

等

提出理由

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部が改正され、国家公務員の退職管理の趣旨

及び各自治体における職員の再就職の状況を勘案し、職員の退職管理の適正を確保するた

めの措置を講ずるものとされたことに伴い、再就職の届出等について定める。

1 

2 概要

(1 ) 離職した日の5年前の日より前に次長級又は課長級の職に就いていた者は、当該職に

就いていたときの職務に属する契約等事務に関し、離職後2年間、職務上の行為をする

ように、又はしないように要求し、又は依頼しではならないものとする。

※既に法定されている部長級に対する規制と同等の規制となるように、条例で規制対象の

範囲を拡大する。

(2 ) 管理職職員であった者は、離職後2年間、営利企業等の地位に就いた場合は、日々雇

い入れられる者となった場合等を除き、任命権者に届け出なければならないものとする。

(3) 任命権者ば、(2)の届出を受けた事項を公表しなければならないものとする。

(4) (2)の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、 10万円以下の過料に処する。

(5 ) 施行期日は、平成28年4月 1日とする。

提

出

【参考】地方公務員法の改正及び条例案の概要

理

由

，ー

条例{案l

r一一一九一一一「
地方公務員法の改正

元職員が再就職し

た場合に、退職後

2年間、退職前の

職務に関して、職

員に働きかけるこ

とを禁止

※「働きかけJ : 骨 凧 棚 耳 '-VJ詞事

要求又は依頼すること

働

き

か

け

規

制

退

1議

及

び

要

概

届出義務違反者に

10万円以下の過料+ 元管理職職員が再

就職した場合に、

県への届出を義務

づけ

再

就

職

の

届

出

管

理
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鳥取県職員の退職管理に関する条例

(趣旨)

第 1条 乙の条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の 2第8項及び第38

条の6第2項(これらの規定を地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第50条の2において準用する場

合を含む固)の規定に基づき、職員(法第38条の2第 l項に規定する職員及び地方独立行政法人鳥取県産業技

術センターの役員(非常勤の者を除く。)をいう。以下同じ。)の退職管理に関し必要な事項を定めるものと

する。

(再就職者による依頼等の規制)

第2条 法第38条の2第 1項、第4項及び第5項(これらの規定を地方独立行政法人法第50条の 2において準用

する場合を含む。)の規定によるもののほか、再就職者(法第38条の2第 l項に規定する再就職者をいう。)

のうち同条第B項の人事委員会規則で定める職に離職した日の 5年前の日より前に就いていた者は、当該職に

就いていた時に在職していた組織等(同条第 l項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。)の役

職員(同条第 1項に規定する役職員をいう。)又はこれらに類する者として人事委員会規則で定めるものに対

し、契約等事務(同条第l項に規定する契約等事務をいう。)であって離職した日の5年前の日より前の職務

(当該職に就いていたときの職務に限る。)t:属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするよう

に、又はしないように要求し、文は依頼してはならない。

( f壬命権者への届出等)

第3条 管理又は監督の地位にある職員の職として人事委員会規則で定めるものに就いていた者は、離職後2年

問、営利企業等(法第38条の2第 1項に規定する営利企業等をいう。)の地位に就いた場合は、日々雇い入れ

られる者となった場合その他人事委員会規則で定める場合を除き、人事委員会規則で定めるところにより、速

やかに、離職した職に就いていた時の任命権者に人事委員会規則で定める事項を届け出なければならない。

2 任命権者は、毎年度、前項の規定により届け出られた事項の内容を公表しなければならない。

(過料)

第4条 前条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、 10万円以下の過料に処する。

附員Ij

乙の条例は、平成28年4月l日から施行する。
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議案第 34号(条例関係)

条

例| 鳥取県特定個人情報の利用及び提供に関する条例の設定について

名

等

1 提出理由

業務効率推進課

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法

律第27号。以下「法Jという。)第9条第2項及び第19条第10号の規定に基づき、特定個
人情報を自ら利用し、又は他の機関に提供するととができる事務について定める。

2 概要

(1)目的・効果
申請等の際に提出する書面の削減など、法に基づく県民の利便性向上をさらに拡大する

ため、必要な規定を整備する。

( 2 )条例の規定事項
提| ア 特定個人情報の利用

(ア)県が独自に個人番号を利用する事務(独自利用事務:第3条第l項、別表第 1) 
出| ・生活保護に準じて行う外国人に対する措置に関する事務

-心身障害者扶養共済制度の実施に関する事務
理| ・知的障害者に対する療育手帳の交付に関する事務

-県立学校への就学に要する費用の援助に関7する事務
由I .県立高等学校授業料の徴収に関する事務

(地方税の賦課徴収・調査に関する事務)
及| ※いずれについても、事務の詳細は規則で定める。

びI (イ)庁内の同一機関内(知事部局内、教育委員会内)での情報連携(第3条第 2項、
別表第 2)

概
イ 県の機関問での特定個人情報の相互提供(知事部局と教育委員会の間での情報連携

要| 第4条別表第 3)

ウ 申請等における提出書類の省略(第3条第3項)

3 施行期日
公布日とする。ただし、 2の(2 )ア(イ)及びイに掲げる事項は、規則で定める日

から施行する。

圃条例で定める情報連携のイメージ

別表第1で事務を、
別表第2で連携す
る個人情報を規定

「J L一一一一
!機関聞の庁内連携 iI 庁外連携

i別表第 1で事務を、: I固の個人情報保護委員会
i別表第3で連携す: Iに届け出るため、事務を

i盟土主主，!~~_! I別表第1で規定
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鳥取県特定個人情報の利用及び提供に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25年法

律第27号。以下「法Jという。)第9条第2項及び第 19条第 10号の規定に基づき、特定個人情報の利用及び

提供について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(特定個人情報の利用)

第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務と

する。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務の処理に必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定

個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。

3 別表第1の右欄又は法別表第1の下欄に掲げる事務の処理に関し他の条例又は規則その他の規程により書面

の提出が義務付けられている場合において、当該書面の提出を受ける者が法又はこの条例の規定により当該書

面に含まれる特定個人情報を利用するときは、当該他の条例又は規則その他の規程の規定の適用については、

当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第4条別表第3の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる機聞から同表の第3欄に掲げる事務を処理す

るため11:必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求められたときは、規則で定めるところにより、

当該特定個人情報を提供することができる。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項、第4条、別表第2及び別表第3の規定は、規

則で定める日から施行する。

(経過措置)

2 法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日の前日までの聞における第1条の規定の適用については、同条

中「第四条第 10号Jとあるのは、「第 19条第9号Jとする。

-193-



別表第 1 (第3条関係)

1 知事 生活保護法(昭和 25年法律第 l判号)による保護に準じて行う外国人に対する措置に関

する事務であって、規則で定めるもの

2 知事 鳥取県心身障害者扶養共済制度に閲する条例(昭和何年鳥取県条例第 12号)による心身

障害者扶養共済制度の実施に関する事務であって、規則で定めるもの

3 知事 知的障害者福祉法(昭和 35年法律第 37号)にいう知的障害者に対する療育手帳の交付に

関する事務であって、規則で定めるもの

4 教育委員会 県立学校への就学に要する費用の援助に関する事務(法別表第 1の26の項及び91の項に

掲げる事務を除く。)であって、教育委員会規則で定めるもの

5 教育委員会 鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例(昭和 63年鳥取県条例第4号)による授業料の徴

収に関する事務であって、教育委員会規則で定めるもの

別表第2 (第3条関係)

知事 法別表第1の 16の項に掲げる事務 療育手帳の交付に関する情報

知事 別表第1の1の項に掲げる事務 法別表第2の26の項第4欄に掲げる情報

知事 別表第1の2の項に掲げる事務 生活保護法による保護の実施に関する情i

報

教育委員会 別表第 1の4の項又は5の項に掲げる事務 法別表第2の II3の項第4欄に掲げる情

報

知事又は教育委員会 法別表第2の第2欄に掲げる事務 法別表第2の第4欄に掲げる情報

別表第3 (第4条関係)

知事 教育委員会 別表第1の4の項又は5の項に掲げる事 法別表第2の II3の項第4欄に掲げる情

務 報

知事 教育委員会 法別表第2の第2欄に掲げる事務 法別表第2の第4欄に掲げる情報

教育委員会 知事 別表第 1の1の項又は法別表第2の 26法別表第2の 26の項第4欄に掲げる情

の項第2欄に掲げる事務 報

教育委員会 知事 法別表第2 (26の項を除く。)の第2欄 法別表第 2 (26の項を除く。)の第4欄

に掲げる事務 に掲げる情報
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鳥取県特定個人情報の利用及び提供に関する条例(案)の概要

1 目的(効果)

申請等の際に提出する書面の削減など県民の痢l恒性向上芥きらに拡大する。

・条例で定める独自利用事務についても、個人番号で確認できる特定個人情報
を含む書面(所得・課税誼明書など)の提出を省略できる。

-将来的には、「必要な行政手続の案内J、「行政が特定個人情報を参照した記録
の確認」ができることなどが国において構想されている。(平成29年以降)

2 現状
o I行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律j(以下「マイナ

ンパ一法」という。)が施行され、個人番号の行政事務への使用が開始された。
• H27. 10. 5 個人番号及び法人番号の付蕃が開始
• H28. 1. 1 個人蕃号及び法人番号の利用開始

('H29.1(予定) 国関係機関における個人番号による情報連指の開始)
( • H29. 7 (予定) 地方公共団体における個人番号による情報連携の開始)

3 条例の概要
《条例で定めることができる事務》

社会保障、地方税又は防災に関する事務その他これらに類する事務

・趣旨又は目的が法定事務と同一であること
・事務の内容が法定事務と類似するものであること
-特定個人情報の提供者が当該法定事務における情報提供者と同一又はその一部であり、
かっ、必要とする特定個人情報の範囲が法定事務における範囲と同一又はその一部であること

県の他の機関への

情報提供
(機関聞の庁内連携)

-
F
6
7
6
7
 

別表第1及び規則で規定
県独自に個人番号を

利用する事務

県の機関内で利用する

特定個人情報
(庁内連携)

別表第2に事務毎に規定

別表第3に事務毎に規定
※知事部局と教育委員会の聞での提供を想定

園条例で定める情報連携のイメージ

圏、他の都道府県、
市町村等

庁外連機

図の個人情報保護委員会
に届け出るため、事務を
別表第 1で規定
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【参考】

《具体的な個人番号1良直型l用事務一覧》
条例別表で定める事務 詳細事務の例(規則で定めるもの等) 別表第1

の項
①生活保護に準じて行う外国人 -外国人に対する保護の開始又は保護の変更の申請に係る事実 l 

に対する措置に関する事務 についての審査
②鳥取県心身障害者扶養共済 -掛金の減免又は掛金の納付の猶予の申請等に係る事実につい 2 

制度の実施に関する事務 ての審査
③知的障害者に対する療育手帳 -療育手帳の交付の申請の受理、その届出に係る事実についての 3 

の交付に関する事務 審査又はその申請に対する応答
-氏名変更、居住地移転の届出の受理、その届出に係る事実につ
いでの審査又はその届出に対する応答

0県立学校への就学に要する費 ④特別支援学校就学奨励費の支弁に関する事務 4 
用の援助に関する事務 -奨励費の算定に必要な資料に係る事実についての審査

⑤鳥取県公立高等学校学び直し支援金の支給に関する事務
-支援金の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査

⑥鳥取県高校生等奨学給付金に関する事務
-給付金の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査

⑦鳥取県県立高等学校授業料 -授業料の減免申請に係る事実についての審査 5 
等徴収条例による授業料の徴
収に関する事務

⑧法別表第lの16の項に掲げる -自動車取得税、自動車税の減免に係る事実の審査に関する事務
事務

《番号法と条例による情報連携のイメージ》

情報提供
ネットワーク
システム

(H29.7月稼働
予定)

国、都道府県、市町村等
の他の行政機関等

条例に基づく県の機関聞での情報連携 マイナンバー法に基づく他の機関との情報連携

※J鳥取県と他の行政機関等(国、他の都道府県、市町村)との情報連携は、国が整備する情報
提供ネットワークシステムを用いて行います。(平成 29年 7月稼働予定)

※条例による鳥取県の機関内での情報連携は、情報セキュリテイ対策を検討した上で、平成 2
9年 7月から行います。(国の情報提供ネットワークシステムの稼働と岡崎)

《行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 抜粋》

(利用範囲)
第 9条略
2 地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保章、地
主盈(地方税法(昭和 25年法律第 226号)第 1条第 l項第4号に規定する地方読を下
う。以下同じ。)又は防災に関する事務その他とれらに類する事務であって条例で定める
ものの処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、
&lJ管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は
一部の委託を受けた者も、同様とする。

(特定個人情報の提供の制限)
第 19条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をして

はならない。

ー~九略
十 地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の他の機関に、

その事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき。

十~十五略
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議案第 36号(条例関係) 財政課

条

例 鳥取県基金条例の一部改正について

名

等

提出理由

設置目的に定める事業が完了した鳥取県地域の元気・公共投資臨時基金を廃止する。

提

2 概要

出 (1) 鳥取県地域の元気・公共投資臨時基金は、廃止する。

(2) 施行期日は、公布日とする。

理

由

及

び

概

要
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鳥取県基金条例の一部を改正する条例

鳥取県基金条例(平成19年鳥取県条例第10号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正す

る。

改正後 改正前

別表第 1 (第2条、第3条、第 5条、第7条関係) 別表第 1 (第2条、第3条、第5条、第7条関係)

運用益金 運用益金

名称 設置目的 積立て の整理文 処分事由 名称 設置目的 積立て の整理又 処分事由

は処理 は処理

略 略

30 鳥取 地域に 一般会計 一般会計 当該基

県地域 おける公 歳入歳出 歳入歳出 金の設置

の元気 共投資を 予算に定 予算に計 目的を達

-公共 円滑に実 める額 ょして当 成するた

投資臨 施し、防 該基金に めに必要

時基金 災対策、 積立て な経費の

減災対策 財源に充

等の推進 てるとき。

及び産業

基盤・生

活基盤等

の楚備を

図るため

の経費に

充てるこ

と。

略 略

附則

乙の条例は、公布の日から施行する。
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議案第37号(条例関係) 税務課

条

例 特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部改正について

名

等

提出理由

山村振興法の一部が改正され、産業振興施策促進区域内において特別償却設備(建物、機

械装置等)を新設又は増設した者について、不動産取得税の不均一課税を行った地方自治体 l

に対して普通交付税により減収補てんをするとされたことに鑑み、当該不動産取得税の税率

を引き下げる特例を定める。

2 概要

市町村が策定する山村振興計画で指定する産業振興施策促進区域内において、平成29年 3

月31日までの聞に地域資源を活用する製造業又は農林水産物等販売業の用に供する施設で、

取得価額などの一定の要件を満たすものを新設又は増設した者に対する不動産取得税の税率

は、本来の税率に10分の lを乗じて得た率とする。

提

3 施行期日等

出 (1 ) 施行期日は、公布日とする。

(2) 所要の経過措置を講ずる。

理

【参考]制度概要

由 概 要

対象業種 ①地域資源を活用する製造業

及 産業振興施策促進区域において生産されたもの(農林水産物、粘土、木材、土石等)

を原料又は材料とする製造業

び ②農林水産物等販売業

いわゆる農林水産物直売所。産業振興施策促進区域において生産された農林水産物

概 文は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを

底舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業

要 対象事業者 [個人の場合]常時使用する従業員の数が千人以下の個人

[法人の場合]資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下の法人文は資本金若しくは

出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人

対象税目 不動産取得税

適用税率 家屋:O. 4% (通常税率4%) 、土地:O. 3 %.(通常税率 3%)

“ 取得価額 ①地域資源を活用する製造業 500万円以上(資本金5.000万円以下)

要 件 1. 000万円以上(資本金5.000万円超)

②農林水産物等販売業 500万円以上. 

<普通交付税による補填措置のイメージ>

基辛財政需要額

通常 H;必去三耕桝郎総i率三 交付税額 i?方収!f!遇準措財置政収ー入額置算)定Ij講は考じ慮2もされそなのい : 

i特例措置 けと蝉財政臥靴工令T 交付税引鵠※普額通(院交標付準税的議額な=地3基方2準税Z財収R政の2需73要5T額児F一)基準措財置政)収入に
減税による基準財政
収入額の減少分
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特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例

特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例(平成12年鳥取県条例第61号)の一部を次

のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後 改正前

(目的) (目的)

第 l条 この条例は、過疎地域自立促進特別措置法 第 1条 この条例は、過疎地域自立促進特別措置法

(平成 12年法律第15号。以下「過疎法」とい (平成12年法律第 15号。以下「過疎法」とい

う。)、企業立地の促進等による地域における産業 う。)、企業立地の促進等による地域における産業

集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律 集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律

第40号。以下「企業立地促進法」という。 )ι占主主主 第40号。以下「企業立地促進法」という。)亙益盤

再隼法(平成17年法律第24号)及び山村振興法(昭 域再生法(平成17年法律第24号)に定める目的の逮

和40年法律第64号)に定める目的の達成並びに本県 成並びに本県における企業立地の促進に資するた

における企業立地の促進に資するため、地方税法 め、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規

(昭和25年法律第226号)第6条の規定による県税 定による県税の課税免除及び不均一課税について必

の課税免除及び不均7課税について必要な事項を定 要な事項を定めるものとする。

めるものとする。

(地方活力向上地域における県税の不均一課税) (地方活力向上地域における県税の不均一課税)

第4条略 第4条略

(産拳振興施翠促進区域における不動産取得税の不均

一課税)

笠~ 山村振興法第14条の地方税の不均}課税に伴

う鑓置が適用される場合等を定める省令(平成3年

自治省令第8号。以下「山振法省令!という。)第

2条第 1号に規定する特別償却設備設置者につい

て、同号に規定する特別償却設備である家屋又はそ

の整地である土地の取得(山振法省令第 l条に規定

する計画期間の初日以後の取得に限り、かっ、土地

の翠得については、その取得の日の翌日から起算し

て1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設

の着手があった場合における当該土地の取得に限

る。)に対して課する不動産取得税の税率は、県税

条例第79条及び第80条の規定にかかわらず、これら

の規定に規定する税率に10分の 1を乗りて得た率と

主盃L

(企業立地の促進のための不動産取得税の不均一課 c':ie:業立地の促進のための不動産取得税の不均一課

税) 税)

室主会鳥取県企業立地等事業助成条例(平成25年烏 筆具象鳥取県企業立地等事業助成条例(平成25年鳥

取県条例第8号)第2条第2号に規定する企業立地 取県条例第8号)第2条第2号に規定する企業立地

事業を行う者(平成30年3月31日までに当該企業立 事業を行う者(平成30年3月31日までに当該企業立
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剛

l事業の用に供する家屋文はその敷地である土地を

:得し、同条例第4条に規定する企業立地事業補助

ー(以下「企業立地事業補助金」という。)の交付

l決定を受けた者に限る。)について、当該家屋文

その敷地である土地の取得(第2条第 l項、第3

、第4条第2項又は前条の規定の適用を受けるこ

できる取得を除き、かっ、土地の取得について

その取得の日の翌日から起算して l年以内に当

地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった

における当該土地の取得に限る。)に対して課

不動産取得税の税率は、県税条例第79条及び第

の規定にかかわらず、 100分の0.4とするe

免除の届出等)

室ーー 略

一課税の適用の申請)

略室ー-
2 窪5条の規定の適用を受はようとする者は、次に|

掲げる事項を記載した不均一課税適用申請書を、個

人にあっては山振法省令第2条第 l号に規定する特

別償却設備を事業の用に供した日の属する年の翌年

の3月15日又は延長申告期限までに、法人にあって

は国号に規定する特別償却設備を事差の用に供した

日の属する事業年度に係る法人事業税申告納付週間

の末日又は延長申告塑限までに、知事に提出しなけ

ればならない。

斗L住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務l

所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 山振法省令第2条第1号に規定する特別償却

設備文はその敷地である土地の所在地及び取得年

旦旦
住Lその他参考となるべき事項

3 差旦三塁の規定の適用を受けようとする者は、次に

者げる事項を記載した不均一課税適用申請書を、家

呈又はその敷地である土地を事業の用に供した日のl

高する年の翌年の3月15日(法人にあっては、家屋|

又はその敷地である土地を事業の用に供した日の属

する事業年度に係る法人事業税申告納付期間の宋

日)、延長申告期限又は企業立地事業補助金の交付

刀決定を受けた目の翌日から 2月を経過する日のい

ずれか遅い日までに、知事に提出しなければならな

t'。

(1)-(3) 略

4 知事は、並豆亙の規定による申請があった場合に

地事業の用に供する家屋文はその敷地である土地を

取得し、同条例第4条に規定する企業立地事業補助

金(以下「企業立地事業補助金」という。)の交付

の決定を受けた者に限る。)について、当該家屋文

はその敷地である土地の取得(第2条第 l項、第3

条茎i主並会筆主翠の規定の適用を受ける乙とができ

る取得を除き、かつ、土地の取得については、その

取得の日の翌日から起算して 1年以内に当該土地を

敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合にお

ける当該土地の取得に限る。)に対して課する不動

産取得税の税率は、県税条例第79条及び第80条の規

定にかかわらず、 100分の0.4とする。

(課税免除の届出等)

筆立金 略

(不均一課税の適用の申請)

筆Zゑ 略

1..室主会の規定の適用を受けようとする者は、次に

掲げる事項を記載した不均一課税適用申請書を、家

屋又はその敷地である土地を事業の用に供した日の

属する年の翌年の3月15日(法人にあっては、家屋

文はその敷地である土地を事業の用に供した日の属

する事業年度に係る法人事業税申告納付期間の末

日)、延長申告期限又は企業立地事業補助金の交

付の決定を受けた日の翌日から 2月を経過する日の

いずれか遅い日までに、知事に提出しなければなら

ない。

(1)-(3) 略

3 知事は、並主重の規定による申請があった場合に
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おいて必要があると認めるときは、当該申請に係る| おいて必要があると認めるときは、当該申請に係る

事項について調査するととができる。 1 事項について調査する己とができる。

(虚偽の届出者等に対する措置) 1 (虚偽の届出者等に対する措置)

室♀会正当な理由がなく、皇Z会室よ豆から第3項l筆一旦五是正当な理由がなく、集旦会室よ重から第3項

までの届出若しくは前条第 l項企皇室主彊孟'"の申| までの届出若しくは前条第 1 項蓋ι~主筆主翠の申

誇をせず、若しくは虚偽の記載その他不正な行為に| 請をせず、若しくは虚偽の記載その他不正な行為に

よりこれらの届出若しくは申請をした者又は正当な| よりとれ5の届出若しくは申請をした者又は正当な

理由がむく筆Z金星4r.l1若しくは並会筆卓重の調査! 理由がなく室主会室生亙若しくは盟会隻立r.lIの調査

を拒み、若しくは妨げた者に対しては、第2条から| を拒み、若しくは妨げた者に対しては、第2条から

差立ゑまでの規定は、適用しないものとする。 差立会までの規定は、適用しないものとする。

(不動産取得税の徴収猶予) (不動産取得税の徴収猶予)

星盟全知事は、家屋文は土地の取得に対して課する!童盟会知事は、家屋又は土地の取得に対して課する

不動産取得税を徴収する場合において、当該家屋又| 不動産取得税を徴収する場合において、当該家屋又

は土地の取得者から当該不動産取得税について第21 は土地の取得者から当該不動産取得税について第2

条第l項、第3条、第4条第2項、第5条文は第Q_I条第1項、第3条、第4条第2項茎温室主全の規定

会の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申| の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実

告が真実であると認めるときは、個人にあっては当| であると認めるときは、個人にあっては当該家屋又

該家屋又は土地を取得した日の属する年の翌年の101 は土地を取得した日の属する年の翌年の10月15日ま

月15日まで、法人にあっては当該家屋又は土地を取| で、法人にあっては当該家屋勾ま土地を取得した日

得した日の属する事業年度に係る法人事業税申告納| の属する事業年度に係る法人事業税申告納付期間の

付期間の末日から 7月を経過す7る日まで、第2条第| 末日から 7月を経過する日まで、第2条第l項若し

l項若しくは第3条の規定により課税を受けないこ|ー くは第3条の規定により課税を受けないこととなる

ととなる額又は第4条第2項、第5条若しくは第Q_I額文は第 4条第 2項茎ι~主筆立急の規定により不

全の規定により不均一課税の適用を受けることとな| 均一課税の適用を受ける乙ととなる額以外の額に相

る額以外の額に相当する税額の徴収を猶予する。 当する税額の徴収を猶予する。

2 略 12 略

3 知事が、前2項の規定により徴収を猶予した期間13 知事が、前2項の規定により徴収を猶予した期間

の末日の前日までに、第2条第l項、第3条、第41 の末日の前日までに、第2条第1項、第3条、第4

条第2項、第5条文は第6条の規定を適用する旨の| 条第2項茎l主筆互全の規定を適用する旨の決定をし

決定をした場合は、前2項の規定にかかわらず、そ| た場合は、前2項の規定にかかわらず、その決定し

の決定した日の 1月後まで徴収を猶予したものとみ| た自の 1月後まで徴収を猶予したものとみなす。

なす。

4-7. 略 4-7 略

(徴収猶予の取消し) (徴収猶予の取消し)

筆且全知事は、前条第1項文は第2項の規定により|室盟主E知事は、前条第 l項文は第2項の規定により

徴収を猶予した場合において、当該徴収の猶予に係| 徴収を猶予した場合において、当該徴収の猶予に係

る不動産取得税について第2条第l項、第3条、第| る不動産取得税について第2条第1項、第3条、第

4条第2項、第5条若しくは第6条の規定の適用が1 4条第2項蓋与三旦笠互全の規定の適用がないこと

ないことが明らかとなったとき、又は徴収の猶予の| が明らかとなったとき、又は徴収の猶予の事由の一

事由の一部に変更があるととが明らかになったとき| 部に変更があることが明らかになったときは、当該

は、当該徴収を猶予した税額の全部文は一部についl徴収を猶予した税額の全部又は一部についてその徴

てその徴収の猶予を取り消し、これを直ちに徴収す| 収の猶予を取り消し、これを直ちに徴収する。
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る。

2・3 路 2・3 略

(特例措置が競合する場合における規定の適用等) (特例措置が競合する場合における規定の適用等)

室旦全第2条及び第3条の規定が互いに競合する場|筆斗主主第2条及び第3条の規定が互いに競合する場

合には、これらの規定のうち筆ヱ会の規定により届

出をする者が選択するいずれかの規定を適用する。

(届出書等の提出)

筆辺全略

(委任)

笠旦全略

附則

(施行期日)

l 乙の条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

合には、乙れらの規定のうち笈旦ゑの規定により届

出をする者が選択するいずれかの規定を適用する。

(届出書等の提出)

筆辺会略

(委任)

筆品全略

2 改正後の特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例第5条の規定は、平成27年4月

l日以後の家屋文はその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
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議案第38号(条例関係) 人事企画課

条

例 職員の給与に関する条例等の一部改正について

名

等

提出理由

地方公務員法の一部改正により、等級別基準職務表を給与に関する条例に定めることと

されたことに伴い、現行の級別標準職務表を等級別基準職務表に改称するとともに、任期 。

提 付研究員及び任期付職員の等級別基準職務表を定める。

出

2 概要

理 (1)職員の給与に関する条例の一部改正

級別標準職務表を等級別基準職務表に改称する。

由

(2) 任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正

及 任期付研究員の等級別基準職務表を定めるほか、所要の規定の整備を行う。

び (3 )任期付職員の採用等に関する条例の一部改正

.任期付職員の等級別基準職務表を定める。

概

(4) 施行期日

要 平成 28年4月 1日

、a
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職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

(職員の給与に関する条例の一部改正)

第 l条 職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後 改 正 前

(給料表) (給料表)

第3条略 第3条略

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基 2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基

づき、次に掲げる等級別基準職務表に定める標準的 づき、次に掲げる級別標準職務表に定める標準的な

な職務の内容を基準として、給料表?と定める職務の 職務の内容を基準として人事委員会規則の定めると

級に分類する主のとし、その分類については、人事 ころにより、給料表に定める職務の級に分類するも

委員会規則で定める。 のとする。

(1) 行政職鈴料表等級別基準職務表(別表第7) (1 ) 行監瞳給組表級別標準職務表。IJ表第 7) 

(2) 公安職給料表等級別基準職務表(別表第 8) (2) 公室職給料表級別標準職務表 (~IJ表第 8)

(3) 教育職鎗料表等級別基準職務表(別表第 9) (3) 塾育盤給料表級別標準職務表(別表第9)

ア 教育職給料表 (1)等級別基準職務表 ア 塾査盤給料表 (1)級別標準職務表

イ 盆宣職給料蓋w等級別基準職務表 イ 整育職給料表 (2)級別標準職務表

(4) 研究職給料表等級別基準職務表(別表第10) (4) 研究職盆料表級別標準職務表(別表第10)

(5) 医療職給料表等級別基準職務表(別表第11) (5) 医遼職鈴料表級別標準職務表(別表第11)

ア 医療職給料表w等級別基準職務表 ア 医療盤給料表 (1)級別標準職務表

イ 医療職鎗料表w等級別基準職務表 イ 医療職給料表 (2)級別標準職務表

ウ 医療職給料表w等級別基準職務表 ウ 医療職盆料表 (3)級別標準職務表

(6) 海事職給料表等級別基準職務表(別表第12) (6) 海事職給料表級別標準職務表(別表第12)

別表第 7 ii政麓給料表等級別基準職務表(第3条関 別表第 7 行政職給料表級別標準職務表(第3条関

係) 係)

| 略 |略

別表第8 公安職給料表等級別基準職務表(第3条関 別表第 8 公安職給料表級別標準職務表(第 3条関

係) 係)

|略 l略

別表第9 教育職給料表等級別基準職務表(第3条関 別表第 9 塾育職給料表級別標準職務表(第3条関

， 係) 係)

ア 教育職給料表(1)等級l1!1基準職務表 ア 塾育職給挫表 (1)級別標準職務表

|略 |略

イ 教育職給料表 (2)等級別基準職務表 イ 塾育盤給魁表 (2)級別標準職務表

|略 |略

別表第10 研究職給料表等級別基準職務表(第3条関 別表第10 研究職給料表級別標準職務表(第 3条関

係) 係)

|略 |路
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別表第11 医療職給料表等級別基準職務表(第3条関 別表第11 医療職給料表級別標準職務表(第 3条関

係) 係)

ア 医療職給料表 (1)等級別基準職務表 ア 医療職給料表 (1)級別標準職務表

|略 11 1略

イ 医療職給料表 (2)等級別基準職務表 イ 医療職給料表 (2)級別標準職務表

|略 11 1 略

ウ 医療職給料表 (3)等級別基準職務表 ウ 医療職給料表 (3)級別標準職務表ー

| 略 11 1 略

別表第12 海事職給料表等級別基準職務表(第3条関 別表第12 海事職給料表級別標準職務表(第3条関

係) 係)

|略 |略

(任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正)

第2条 任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年鳥取県条例第4号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正す

る

改正後 改 正 前

(給与に関する特例) (給与に関する特例)

第6条 略 第6条略

2 略 2 略

3 第 1号任期付研究員及び第2号任期付研究員の号 3 任命権者は、第 l号任期付研究員及び第2号任期

給は、その職務に応じ、次の等級別基準職務表に定 付研究員の号給を、その者が従事する研究業務に応

める標準的な職務の内容を基準として、任命権者が じて人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

決定する。

(1 ) 第l号任期付研究墨

号給 標準的な職務

1 主任研究員の職務

2 困難な研究を行う主任研究員の職務

3 特に困難な研究を行う主任研究員の

職務

4 特に困難で重要な研究を行う主任研

究員の職務

5 統括研究員の職務

6 重要な研究を行う統括研究員の職務

(2) 第2号任塑付研究墨

号給 標準的な職務

1 専門的な知識経験を必要とする研究

を行う研究員の職務

2 高度の専門的な知識経験を必要とす

る研究を行う研究員の職務

3 特に高度の専門的な知識経験を必要

とする困難な研究を行う研究員の職

務
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ι 

4~7 略

(第1号任期付研究員の裁量による勤務)

第 8条略

4~7 略

(第1号任期付研究員の裁量による勤務)

第 8条略

2~4 略 12~4 略

5 勤務時間条例第3条第2項金主室生豆主主、第415 勤務時間条例第3条第2項、第4条、第5条、第

条、第5条、第7条、第B条、第10条のZ、第12条 1 7条、第B条、第10条の 2、第12条及び第17条(同

及び第17条(同条第 1項第2号の海外随伴休暇に係l条第 1項第 2号の海外随伴休暇に係る部分に限

る部分に限る。)の規定は、第1項の第 l号任期付| る。)の規定は、第 l項の第 1号任期付研究員に

研究員には、適用しない。 は、適用しない。

(任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

第3条 任期付職員の採用等に関する条例(平成14年鳥取県条例第67号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正す

る

改正後
， 

改正前

(給与に関する特例) (給与に関する特例)

第7条略 第7条略

2 特定任期付職員の号給は、その職務に応じ、次の 2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期

等級別基準職務表に定める標準的な職務の内容を基 付職員が従事する業務に応じて人事委員会規則で定

準として、任命権者が決定する。 める基準に従い決定する。

号給 標準的な職務

1 l 困難な業務を行う係長の職務

2 課長補佐の職務

2 困難な業務を行う課長補佐の職務

3 参事の職務

4 困難な業務を行う参事の職務

5 参事監の職務

6 1 困難な業務を行う参事監の職務

2 理事監の職務

7 困難な業務を行う理事監の職務

3~6 略 3~6 略

附則

この条例は、平成28年4月1日から施行する。
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議案第 39号(条例関係) 人事企画課

条

f7tl 鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について

名

等

提 提出理由

出 職員を派遣することにより、業務の円滑な実施の確保を通じて地域の振興、住民の生活の

向上等に関する諸施策の推進を図るため、職員を派遣する公益的法人等を追加する等の改正 ， 

理 を行う。
，¥ 

由

2 概 要

及
( 1 ) 職員を派遣することができる公益的法人等に全国知事会を加える。

LJ (2 ) 職員を派遣することができる公益的法人等から公益財団法人鳥取県畜産振興協会及び
公益社団法人鳥取県人権文化センターを削る。

概 (3 ) 施行期日は、平成28年4月l日とする。

要
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鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例

鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳥取県条例第3号)の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後 改正前

(職員の派遣) I (職員の派遣)

第2条 任命権者(法第2条第1項に規定する任命権|第2条 任命権者(法第2条第l項に規定する任命権

者をいう。以下同じ。)は、地域医療を担う公的病| 者をいう。以下同じ。)は、地域医療を担う公的病

院を開設している公益的法人等であって知事が別に| 院を開設している公益的法人等であって知事が別に

定めるものとの聞の取決めに基づき医師である職員| 定めるものとの間の取決めに基づき医師である職員

(次項に定める職員を除く。以下この項において同I (次項に定める職員を除く。以下この項において同

じ。)を派遣するととができるほか、次に掲げる公| じ。)を派遣する乙とができるほか、次に掲げる公

益的法人等との聞の取決めに基づき、当該公益的法| 益的法人等との聞の取決めに基づき、当該公益的法

人等の業務にその役職員として専ら従事させるた| 人等の業務にその役職員として専ら従事させるた

め、職員を派遣することができる。 Iめ、職員を派遣することができる。

(1 ) 一般社団法人又は一般財団法人のうち次に掲I(1) 一般社団法人又は一般財団法人のうち次に掲

げるもの | げるもの

ア~カ略 l ア~カ略

キ略

之略

'T 略

コ略

立略
y 略

(2)~(4) 略

止よ金屋盆重金

2・3 略

附員IJ

との条例は、平成28年4月1日から施行する。

主公主主財団法人鳥取県畜産振興協会

ク略

'T 略

ユ略

立公益社団法人鳥取県人権文化センター

之略

ス 略

主略

(2)~(4) 略

2・3 略
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議案第40号(条例関係) 人事企画課

条

伊l 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について

名

等

提出理由

著しく腐敗した魚の死骸の処理業務が職員の著しい負担になっていることから、当該業

提 務に対し特殊勤務手当を支給する。

出

2 概要

理
(1) 職員が県の管理する河川等において著しく腐敗した魚の死骸を処理する作業に従事

由 したときは、従事した日 1日につき300円の特殊現場作業手当を支給する。

(2 ) その他所要の規定の整備を行う。

及 (3) 施行期日は、公布日とする。

び

概

要
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職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年鳥取県条例第39号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する

改 正 後 改 正 前

(特殊現場作業手当) (特殊現場作業手当)

第19条 特殊現場作業手当は、次に掲げる場合に支給 第19条 特殊現場作業手当は、次に掲げる場合に支給

する。 する。

(1 )・ (2) 略 (1 )・ (2) 略

(3) 職員が道路の交通を遮断することなく行う次 (3) 県土整備部文は総合事務所に所属する職員が

に掲げる作業で、日没時から日出時までの間又は 次に掲げる作業に従事したとき。

当該作業を行うに当たって危険と認められる警報

等が行われている期間において行われるものに従

事したとき。

Z 交通を遮断することなく行う次に掲げる道路

の維持修繕等の作業で、日没時から日出時まで

の間文は当該作業を行うに当たって危険と認め

られる警報等が行われている期間において行わ

れるもの

之略 (7) 略

こL略 (1')略

立略 ('))略

こL県が管理する道路丞び河川等において著しく

腐敗し、文は損壊した鳥獣の死体を処理する作

墓

ill職員が次に掲げる作業に従事したとき。

之県の笠文翠はする道路、河川等において著しく腐

敗し、 損壊した鳥獣の死体を処理する作業

ニL県の管理する河川等において著しく腐敗した

魚の死骸を処理する作業(作業に従事じた時間

が人事委員会規則で定める時聞に満たないもの

を除<.) 

2 前項の手当の額は、職員が業務に従事した日 1日 2 前項の手当の額は、職員が業務に従事した日 1日

につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それ につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める額とする。 ぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第 l号、第2号及び第4号の業務 300 (1 ) 前項第 1号、第2号及び第 3号イの業務

円 3001司

(2) 前項第3号の業務 600円 (2) 前項第3号アの業務 600円

3 第1項各号に掲げる業務のうち次の表の左欄に掲 3 第1項各号に掲げる業務のうち次の表の左欄に掲

げる業務に係る手当が支給される日については、岡 げる業務に係る手当が支給される日については、同

項の規定にかかわらず、それぞれ同表の右欄に掲げ 項の規定にかかわらず、それぞれ同表の右欄に掲げ

る業務に係る手当は、支給しない。 る業務に係る手当は、支給しない。

陸呈 の業 務 i第3号アの業務
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附則

この条例は、公布の日から施行する。

第3号ア(ウ)の業務
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議案第41号(条例関係)

条

例| 鳥取県職員定数条例の一部改正について

名

等

1 提出理由

業務効率推進課

， I (1)職員の定数管理を適切に行うため、知事の事務部局の職員、教育委員会の事務局及び学

校その他の教育機関の職員等の定数を改める。

提I(2)外国の地方公共団体の機関等に派遣山る職員を定数の外に置く。

出

2 槻要

理I(1)事務事業の見直し及び業務量の減少等により、知事の事務部局の職員の定数を 15人減

員し、 2. 8 6 1人に改めるとと。

由I(2)、山陰海岸学習館の知事部局への移管等により、教育委員会の事務局の職員の定数を 2人

減員し、 252人に改めること。

及I(3)高等学校の学級の減等により、県立学校の職員の定数を 43人減員し、 2. 026人に

改めること。

びI(4)小・中学校の学級の減等により、県費負担教職員の定数を 34人減員し、 4. 1 3 5人

に改める乙と。

概 I(5)業務量の憎加等により、企業局の職員の定数を l人増員し、 60人に改めること。

( 6 )定数の外に置くことができる職員に、外国の地方公共団体の機関等に派遣している職員

要| を加えること。

3 施行期日

平成 28年4月 1日

、
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鳥取県職員定数条例の一部を改正する条例

鳥取県職員定数条例(平成6年鳥取県条例第4号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後

(定数)

第2条職員の定数は、次のとおりとする。

( 1) 知事の事務部局の職員主坐lム
ア 一般会計支弁に係る職員u.邑ム

イ 略

(2) 教育委員会の事務局及び学校その他の教育機

関の職員.u.笠ム

ア県立学校の職員 L且益ム

イ アに掲げる職員以外の職員怨2ム
(3)-(7) 略

(8) 企業局の職員組ム

(9) 略

(10) 県費負担教職員生」語ム

改正前

(定数)

第2条職員の定数は、次のとおりとする。

(1 ) 知事の事務部局の職員 2.876ム

ア 一般会計支弁に係る職員u.盤ム

イ 略

(2) 教育委員会の事務局及び学校その他の教育機

関の職員 1.1盆ム

ア 県立学校の職員 b..Q盟ム

イ アに掲げる職員以外の職員 254ム

(3)-(7) 略

(8) 企業局の職員盟ム

(9) 略

(10) 県費負担教職員!l盟ム

2 次の職員については、知事の承認を得て、前項各12

号に定める定数の外に置くととができる。

次の職員については、知事の承認を得て、前項各

号に定める定数の外に置くことができる。

(1)-(3) 略

ill外国の地方公共団体の機関等に派遣される職

員の処遇等に関する条例(昭和63年鳥取県条例第

3号)第3条第 1項に規定する派遣職員

ill略

i立 上 略

」ヱL略

(8) 略

i旦よ略
(10)略

立l)_略

.J.lli_略

附則

乙の条例は、平成28年4月l日から施行する。

(1)-(3) 略

i卓 上 略

i立L略

i立L略

ill路

ill略

i且L略

斗QL略

A斗略
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議案第42号(条例関係)

条

例| 鳥取県附属機関条例等の一部改正について

名I (鳥取県附属機関条例の一部改正)

等

政策法務課

1 提出理由
知事の附属機関として、新たに鳥取県行政不服審査会を設置する。

提12概要
(1)行政不服審査法第81条第 1項の規定に基づき、鳥取県行政不服審査会を設置する。

出I(2)施行期日は、平成 28年4月 1日とする。

理
(参考) 行政不服審査法第 81条第 1項

由| 地方公共団体に、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させら

れた事項を処理するための機関を置く。

及

び

概

要
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鳥取県附属機関条例等の一部を改正する条例

(鳥取県附属機関条例の一部改正)

第l条 鳥取県附属機関条例(平成25年鳥取県条例第53号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。

改正、後 改正前

別表第 1. (第2条関係) 別表第1.(第2条関係)

名称 調査審議する事項 名称 調査審議する事項

略 略

鳥取県救急搬送高度 消防法(昭和23年法律第 鳥取県救急搬送高度 消防法(昭和23年法律第

化推進協議会 186号)第35条の 8第4項 化推進協議会 186号)第35条の 8第4項

に規定する事項 に規定する事項

鳥取県行政不服審査 行政不服審査法(平成26年

f!i 法律第68号)第81条第 l項

に規定する事項

略 略

附員IJ

との条例は、平成28年4月1日から施行する。
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議案第42号(条例関係) 業務効率推進課

条

例 鳥取県附属機関条例等の一部改正について

名 (鳥取県附属機関条例の一部改正)

等

1 提出理由

提 本県が実施する事業評価(事業棚卸し)の実施のために設置した附属機関について、その

役割を終了したため廃止する。

出

2 概 要

理 (1)廃止する附属機関(総務部所管分)

名称 調査審議する事項

由 |鳥取県事業棚卸し評価者会議| 県が実施する事業の評価に関する事項

及 ( 2 )廃止の理由

事業棚卸し実施事業を終了したことによる。
び、

3 施行期日

概 平成 28年 4月 1日

要
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鳥取県附属機関条例等のー部を改正する条例

(鳥取県附属機関条例の一部改正)

第 l条 鳥取県附属機関条例(平成25年鳥取県条例第53号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正す

る。

改正後 改正前

別表第 1 (第2条関係) 別表第 1(第2条関係)

名称 調査審議する事項 名称 調査審議する事項

略 略

鳥取県知事等の給与 知事等の給料、報酬及び手 鳥取県知事等の給与 知事等の給料、報酬及び手

に関する有識者会議 当の額その他の給与に関す に関する有識者会議 当の額その他の給与に関す

る制度の改正の必要性に関 る制度の改正の必要性に関

する事項 する事項

鳥取県事業棚卸し評 県が実施する事業の評価に

価者会議 関する事項

略 略
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議案第43号(条例関係) 福利厚生課

条

例| 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について

名

等

1 提出理由

地方公務員災害補償法施行令の一部が改正され、地方公務員災害補償と障害厚生年金との

調整率が改められたことに伴い、所要の改正を行弘 、

2 概要

( 1 ) 傷病補償年金の給付事由と同ーの事由により障害厚生年金が支給される場合に当該傷

病補償年金の額に乗じる調整率を0.88(現行 0.86) とするo

提I(2) 休業補償の給付事由と同一の事由により障害厚生年金が支給される場合に当該休業補

償の額に乗じる調整率を0.88(現行 0.86) とする。

出

理13 施行期日等

( 1 ) 施行期日は、平成28年4月 1日とする。

由

(2) 所要の経過措置を講ずる。

及 、、

び

概

要
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議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正rする条例

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第31号)の一部を次のように改

正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改正前

附則 附則

(他の法令による給付との調整) (他の法令による給付との調整)

第5条年金たる補償の額は、当該補償の事由となっ 第5条年金たる補償の額は、当該補償の事由となっ

た障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金 た障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金

たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる年金たる たる補償の種類に応じ同表の中榔に掲げる年金たる

給付が支給される場合には、当分の問、この条例の 給付が支給される場合には、当分の問、この条例の

規定にかかわらず、この条例の規定(第13条の 2を 規定にかかわらず、この条例の規定(第13条の 2を

除く。)による年金たる補償の年額に、同表の左欄 除く。)による年金たる補償の年額に、同表の左欄

に掲げる当該年金たる補償の種類及び同表の中欄に に掲げる当該年金たる補償の種類及び同表の中欄に

掲げる年金たる給付に応ずる同表の右欄に掲げる率 掲げる年金たる給付に応ずる同表の右欄に掲げる率

を乗じて得た額(その額がこの条例の規定(第四条 を乗じて得た額(その額がこの条例の規定(第13条

の2を除く。)による当該年金たる補償の年額から の2を除く。)による当該年金たる補償の年額から

当該補償の事由となった障害又は死亡について支給 当該補償の事由となった障害又は死亡について支給

される同表の中欄に掲げる当該年金たる給付の額の される阿表の中欄に掲げる当該年金たる給付の額の

合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残 合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残

額)とし、その額に50円未満の端数があるときは、 額)とし、その額に50円未満の端数があるときは、

これを切り捨て、 50円以上100円未満の端数がある これを切り捨て、 50円以上100円未満の端数がある

ときは、これを100円に切り上げるものとする。 ときは、これを100円に切り上げるものとする。

傷病補償 略 傷病補償 略

年金 障害厚生年金(障害基礎年金と 0.88 年金 障害厚生年金(障害基礎年金と 斗旦E

同ーの支給事由により支給され 同一の支給事由により支給され

るものを除く。) るものを除く。)

略 略

略 略

z 休業補償の額は、同ーの事自について次の表の左 2 休業補償の額は、同一の事由について次の表の左

欄に掲げる年金たる給付が支給される場合には、当 欄に掲げる年金たる給付が支給される場合には、当

分の問、この条例の規定にかかわらず、この条例の 分の問、この条例の規定にかかわらず、この条例の

規定による休業補償の額に、同表の左欄に掲げる当 規定による休業補償の額に、同表の左欄に掲げる当

核年金たる給付に応ずる同表の右欄に掲げる率を乗 核年金たる給付に応ずる同表の右櫛に掲げる率を乗

じて得た額(その額がこの条例の規定による休業補 じて得た額(その額がこの条例の規定による休業補

償の額から同ーの事由について支給される当該年金 償の額から同一の事由について支給される当該年金

たる給付の額の合計額を365で除して得た額を控除 たる給付の額の合計額を365で除して得た額を控除

した残額を下回る場合には、当該残額)とする。 した残額を下回る場合には、当該残額)とする。

略 略

障害厚生年金(障害基礎年金と同ーの支給 0.88 障害厚生年金(障害基礎年金と同一の支給 0.86 

事由により支給されるものを除く。) 事由により支給されるものを除く。)

略 略
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附則

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則第5条第1項及び第2項の規定

は、この条例の施行の日以後の期間に係る傷病補償年金及び同日以後に支給すべき事由の生じた休業補償につ

いて適用し、同目前の期聞に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、な

お従前の例による。
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議案第59号(その他) 財源確保推進課

条

例| 財産を無償で貸し付けること(田園町下水道用地)について

名
等|

1 提出理由

下水道用地かつ地元の生活道路として良好な管理を行わせるため、引き続き鳥取市に
無償で貸し付けようとするものである。

提
2 概 要

出I (1)財産の内容

理1 1 種類| 所在 地 | 数量 | 
由1 1 土 地 |鳥取市田園町二丁目21 9番地2151. 19平方メートル|

び

概

要

(2 )相手方

鳥取市尚徳町 116番地
鳥取市

( 3)貸付期間
平成 28年4月 1日から平成 33年 3月31日まで
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議案第 63号(その他) 情報政策課

条

例|財産の処分(株式会社鳥取県情報センター株式)について

名

等

1 提出理由

株式会社鳥取県情報センターから、更なる民営化を推進するため、現在、県が保有してい

提| る同社の株式の一部を買受けたい旨の申請があった。県としては、財源確保の一環から、同

社株式を処分しようとするものである。

容内の産
品

nu

目

Hm

要

)

概

1

つ
&

出

理

由

|数量|

I 420株 |

及

び

概I(2)相手 方

鳥取市寺町 50番地
要| 株式会社鳥取県情報センタ一代表取締役社長谷口真澄

|種類| 品 名

| 有価証券 |株式会社鳥取県情報センター株式

( 3 )処分予定価格

177.856.980円

(4)処分時期

平成28年 4月を予定
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議案第 66号(その他) 政策法務課

条

例|鳥取県行政不服審査会共同設置規約を定める協議について

名

等

l 提出理由
行政不服審査法第81条第l項に規定する機関(行政不服審査会)を市町村 (16団体)、一

部事務組合及び広域連合(11団体)並びに鳥取県が共同して設置する規約を定めることに

提| 関し協議する乙とについて、地方自治法第252条の 7第3項において準用する同法第 25
2条の 2の2第3項の規定により議決を求める。

出

2 概要
理I(1)規約を定める団体

. 1 6市町村(倉吉市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北

由| 栄町、日吉津村、大山町、南部町、伯者町、日南町、日野町、江府町)

. 1 1組合(鳥取県東部広域行政管理組合、鳥取県西部広域行政管理組合、八頭環境施設組

及| 合、南部町・伯者町清掃施設管理組合、日野町江府町日南町衛生施設組合、米

子市日吉津村中学校組合、日野病院組合、境港管理組合、鳥取中部ふるさと広
び| 域連合、南部箕蚊屋広域連合、鳥取県後期高齢者医療広域連合)

-鳥取県

概

( 2 )共同設置する機関の概要
要| 審査請求に対する裁決を行う審査庁(長又は管理者)からの諮問について、調査審議し、

答申を行う附属機関

ア名称鳥取県行政不服審査会

イ 執務場所鳥取県庁内
ウ組織知事が任命する委員 5人以内

( 3 )市町村等の負担金
1 6市町村及び 11組合の負担金の額は、知事並びに 16市町村及び11組合の長(管理

者)の協議により決定する。

(4)設置日

平成 28年4月1日

(参考)
行政不服審査法が改正され、公正性の向上を図るため、第三者の立場で審査庁の裁決の判

断の妥当性をチェックする第三者機関(行政不服審査会)への諮問手続が導入された(平成

2 8年4月1日施行)。
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鳥取県行政不服審査会共同設置規約

(共同設置する地方公共団体)

第l条 別表に掲げる市町村、一部事務組合及び広域連合(以下「関係市町村等」という。)並び

に鳥取県は、共同して行政不服審査法(平成26年法律第 68号。以下「法Jという。)第 81条

第 1項に規定する機関を設置する。

(名称)

第2条 この機関は、鳥取県行政不服審査会(以下「審査会」という。)という。

(執務場所)

第3条審査会の執務場所は、鳥取県庁内とする。

(組織)

第4条審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員の選任方法)

第5条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者のうちから、

鳥取県知事(以下「知事」という。)が任命する。

2 知事は、前項の規定により任命した委員の氏名を、関係市町村等の長又は管理者に通知する

ものとする。

(委員の身分取扱い)

第6条 委員の身分取扱いについては、知事の附属機関の委員とみなす。

2 委員の任期は、 3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員ほ、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とす

る。

(会長)

第7条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職

務を代理する。

(専門委員)

第8条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置く ζとができる。

2 専門委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任され

るものとする。

4 第5条第2項並びに第6条第1項及び第4項の規定は、専門委員について準用する。

(会議)

第9条審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、在任委員及び議事に関係のある専門委員の総数の半数以上が出席しなければ、会

議を開くことができない。

3 会議の議事は、委員及び議事に関係のある専門委員のうち出席したものの過半数をもって決

し、可否問数のときは、議長の決するところによる。
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4 法第9条第2項各号に掲げる者である委員及び専門委員は、当該審査請求に係る議決に参加

することができない。

(負担金)

第 10条 審査会に関する関係市町村等の負担金の額は、知事及び関係市町村等の長又は管理者が

その協議により決定するものとする。

2 関係市町村等は、前項の規定による負担金を、鳥取県に交付するものとする。

(収入及び支出)

第 11条 審査会に関する事務に係る収入及び支出については、鳥取県一般会計歳入歳出予算にお

いて計上するものとする。

(雑貝1])

第 12条 この規約に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

附則

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

倉吉市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、日吉津村、

大山町、南部町、伯者町、日南町、日野町、江府町、鳥取県東部広域行政管理組合、鳥取県西

部広域行政管理組合、八頭環境施設組合、南部町・伯者町清掃施設管理組合、日野町江府町日

南町衛生施設組合、米子市日吉津村中学校組合、日野病院組合、境港管理組合、鳥取中音防、る

さと広域連合、南部箕蚊屋広域連合、鳥取県後期高齢者医療広域連合
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議案第67号(その他) 情報政策課

条

例 鳥取県自治体 ICT共同化広域連携協約の締結に関する協議について

名

等

1 提出理由

県及び市町村の連携による情報システムの共同化や情報セキュロティ対策強化等の取組を強固

で安定的なものとするため、取組の基本的な方針及び役割分担を定めた連携協約の締結に向け

た協議を行うことについて、地方自治法第 252条の2第3項の規定により、議会の議決を求める。

提 2 概要

(1)協約(案)の概要
出 1 目的(第 l条)

鳥取県及び県内全市町村が連携して事務を処理することにより、県内全域における人口

理 減少社会に対応する行政体制の維持、事務の効率化を目指し、業務や情報システムの標準

化、共同化による経費削減のほか、情報システム運用上の安全性の確保、人材育成等に資

由 するため、基本的な方針及び役割分担を定めるもの。

2 基本方針(第2条)

及 前条に規定する目的を達成するため、鳥取県自治体 ICT共悶化推進協議会を聞き、定

期的に協議を行う。

び 3 役割分担(第3条、別表)

県は連携・共同した取組の実施とその統括を分担

概 市町村は連携・共同した取組の実施を分担

(主な取組内容等)

要 -情報システム共同化による事務の効率化ぬコスト削減の推進(共同調達及び共同運用等)

-情報システム運用上の安全性の確保(情報セキュリティに係る研修会の実施等)

-専門的知識が求められるICT業務に対応できる職員育成(専門的知識の向上に係る事業実施)

-共通する課題に関する検討

4 経費負担(第4条)

事務を処理するために要する経費は、当該事務について県又は市町村が本来果たすべき役

割、両者の受益の程度その他の事情を勘案し、協議して定める。。戸 秘密保持(第5条)

県及び市町村は、連携・共同した取組を通じ知り得た情報について、その内容の重要度

に応じ適切に取り扱うものとし、特に高い秘匿性が求められる情報については、当該団体

の許可なく他者へ公開及び提供しない。

6 発効(第6条)

協約の発効日を、平成28年4月 1日とする。

( 2)連携協約の締結方法

制度上、「連携協約」は 1対 1で締結するものであり、県は県内全市町村それぞれと協

約を締結する。
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鳥取県自治体 ICT共同化広域連携協約 (00市、町、村)

(目的)

第 l条 この協約は、鳥取県(以下「甲」という。)及び000(以下「乙」という。)が連携して

事務を処理することにより、乙及び鳥取県内全域(以下「県全域」という。)における人口減少社

会に対応する行政体制の維持、事務の効率化を目指し、業務や情報システムの標準化、共同化によ

る経費削減のほか、情報システム運用上の安全性の確保、人材育成等に資するため、基本的な方針

及び役割分担を定めるものである。

(基本方針)

第 2条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するため、県全域の他の市町村とともに鳥取県自治

体 ICT共同化推進協議会(以下「協議会」という。)を開き、定期的に協議を行うものとする。

2 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するため、別表に掲げる政策分野において、役割を分担

し、連携して事務を執行するものとする。

(役割分担)

第3条 甲及び乙の役割は、別表の役割分担の欄に掲げるとおりとする。

(経費負担)

第4条 前条に規定する役割分担に基づいて甲又は乙が事務を処理するために要する経費は、当該事

務について甲又は乙が本来果たすべき役割、両者の受益の程度その他の事情を勘案し、甲及び乙が

協議して定めるものとする。

(秘密保持)

第 5条 甲及び乙は、別表の役割分担の欄に掲げる取組を通じ知り得た情報について、その内容の重

要度に応じ適切に取り扱うものとし、特に各団体の情報セキュリティに係る脅威拡大や信頼の失墜

等の不利益に繋がる恐れある高い秘匿性が求められる情報については、当該団体の許可なく他者へ

公開及び提供しないものとする。

(発効)

第 6条 この協約は、平成28年4月 1日に効力を生ずる。
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別表(第 2条、第 3条関係)

政策分野 取組内容 f生 寄j 分 担

甲 乙

情報システ 情報システム共 -乙と連携し、情報シスァ -甲と連携し、情報シ

ム共同化に 同化に向けた検 ムの事務の標準化及び共 ステムの事務の標準

よる事務の 言す 同化について具体的な検 化及び共同化につい

効率化、コ 討を行うほか、検討の実 て具体的な検討を行

スト削減の 施を統括する。 う。

推進

情報システムの -協議会における協議結果 -協議会における協議

共同調達の実施 に基づき共同調達に参加 結果に基づき共同調

する乙と共同し、共同調 達に参加する団体は、

達に係る事務を実施する 甲と共同し、共同調

ほか、共同調達事務を統 達に係る事務を実施

括する。 する。

情報シスァムの -協議会における協議結果 -協議会における協議

共同運用の実施 に基づき共同調達に参加 結果に基づき共同調

する団体と共同し、情報 達に参加する団体は、

システムの共同運用を実 甲と共同し、情報シ

施するほか、共同運用の ステムの共同運用を

実施を統括する。 実施する。

情報システ 情報セキュリテ -乙と共同し、情報セキュ -甲と共同し、情報セ

ム運用上の ィ対策の推進 リティ担当者を対象とし キュリティ担当者を

安全性の確 た情報セキュリティに係 対象とした情報セキ

保 る研修会及び情報交換会 ュリティに係る研修

等を開催する。 会及び情報交換会等

-情報セキュリティに係る を開催する。

最新情報の収集に努める

ほか、上記研修会等の実

施を統括する。

専門的知識 専門的知識の向 -乙と共同し、情報シスァ -甲と共同し、情報シ

が求められ 上 ムの企画、運用管理等を ステムの企画、運用

る 1C T業 担う職員を対象とした専 管理等を担う職員を

務に対応で 門的知識の向上に係る事 対象とした専門的知

きる職員の 業を実施するほか、事業 識の向上に係る事業

育成 を総括する を実施する。

その他 共通する課題に -乙と共同し、その他自治 -甲と共同し、その他

関する検討の実 体 ICTの推進に共通す 自治体 1C Tの推進

施 る課題に関する検討を統 に共通する課題に関

括し、これに必要となる する検討を行う。

協議の場を随時設置する。
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(参考)
県・市町村連携による情報システムの共同化等の取組状況について

県及び市町村連携による共同化の取組については、平成 27年 5月に県及び全市町村で構成す

る「鳥取県自治体 ICT共同化推進協議会」を設置し、協議を重ねてきた。

共同化によるコスト削減、業務効率化などの実現を図るため、平成 28年度において、次のと

おり具体的な取組を進める。

1 平成 28年度構築するシステム

2 

( 1 )行政イントラシステム

概要 LGWAN (行政専用ネットワーク)を活用し、通知文書等の送付、資料・
各種データの共有などを行うシステム

進捗状況 県及び全 19市町村での共同調達実施に向け調整中。

所要経費 約2千百万円 (5年間・運用費込)

想定スケジュール 平成 28年 6月頃共同調達を実施し、平成 28年 12月に運用開始。

(2 )電子申請システム

概要 自治体への各種申請や届出などを住民が自宅等から行えるシスァム

進捗状況 県及び 14市町村での共同調達実施に向け調整中。

所要経費 約7千4百万円 (5年間・運用費込)

想定スケジュール 平成 28年 6月頃共同調達を実施し、平成 29年4月に運用開始。

(3 )自治体情報セキュリテイクラウド

概要 県及び市町村のインタ ネット接続口を集約し、高度なネットワ ク
監視等を行うシステム

進捗状況 具体的な内容について、現在、市町村と検討・調整中。

所要経費 構築経費約2億 2千8百万円
※上記構築経費は、平成 27年度国補正予算(補助 1/2、補正予算債 1/2)
を活用予定。

※運用経費については、システムの仕様とあわせ検討中。

想定スケジュール 平成 28年秋頃調達を実施し、平成 29年7月までに運用開始。

鳥取県自治体 ICT共同化推進協議会組織体制

総会 〉構 成、全会員(県、生市町村)、機会員{市長会、町村会、広埴連合常事)
話員会長 1 (県}、副会長自体 2 (鳥取市、若棋倒J) 監事2

〉開 催.年2回程度四開惜を想定
》協議判事 協膳会田企体方針、司停車計画等

専門委員会

〉指嘘員・全会員{情報盆当楳菱、事相星当線長}及びオプザーパ参加を希望する場会員

|十一一Ie>>ìtæmJP~ 
~内容
f官級セキ.，リ予イ対稜の推j白に賞、で

情報システム共門岡m:専門曇員会 圃

'"明町時1m在米子Iiil ・
~内容 . 

共同'"主・速湾の徒住こっゐて . 

画幽箇凶副箇幽画・a幽舗幽歯量箇箇幽幽幽偏副編踊副編輔副踊・・l

一 一
部会
〉構成員検討に多加希望の団体

〉内容.具体的な共同化の方鯖等

-・画轟轟誌国語白歯菌副~

-・・匝温轟轟温画面副臨a・・E

一一回一
など

部会
〉構成員.検討に喜参加希望の間体

〉内容，具体的な共同fじの方揖等

一一一~、一
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議案第70号(その他) 行政監察・法人指導課

てつ結締の約契査監部外括包

条

例

名

等

1 提出理由

地方自治法(昭和 22年法律第67号)第252条の 27第2項に規定する包括外部監

査契約を締結するため、同法第252条の 36第1項の規定により、本議会の議決を求め

提| るものである。

出12 概，要

(1)契約の相手方

理| 住所鳥取市吉成南町二丁目 4番 7号

氏名岸本信一

由l 資格税理士

及I ( 2)契約の始期

平成 28年4月 1日

び

( 3)費用の算定方法

概 1 9，150，000円を上限として、執務費用及び実費の額を合算して算定する。

要I(4)費用の支払方法

監査の結果に関する報告の提出後に支払う。ただし、契約の相手方から請求があっ

たときは‘必要に応じ、執務費用及び実費に相当する金額の範囲内で概算払を行う。
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議案第 71号(条例関係) 税務課

条

例 鳥取県税条例等の一部改正について
ノ

名
等

提出理由
平成 28年度税制改正による地方税法の一部改正等に伴い、次の事項を主な内容とする所

要の改正を行う。
( 1 ) 法人事業税の外形標準課税の拡大
(2) 自動車取得税の廃止及び自動車税環境性能割の創設

(3 ) 排出ガス性能・燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車の自動車税(種別割)の軽

減(グリーン化特例(軽課))の基準の変更及び適用期間の延長

(4 ) 地方税の猶予制度の見直し

2 概 要
(1 ) 法人事業税に関する事項

資本金 l億円超の普通法人に導入されている法人事業税の外形標準課税(※)の占める

割合を、 8分の 5に拡大する。

提
標準税率

現 行 改正後

平成27年度 平成28年度 平成28年度
外形標準課税(法人事業税に占める割合) (3/8) (4/8) (5/8) 

出 付加価値割 0.72% 0.96% 1.2% 
資本割 0.3 % 0.4% 0.5 % 

所 得割 、 6.0% 4.8 % 3.6 % 
理 ※外形標準課税:法人の事業規模に応じた税負担となるよう、法人の付加価値(報酬給与額、純支払 l

利子等)や資本金等の額など、外形的に法人の活動規模を表わす基準を用いて税額

を算定する課税方式のこと。

由 (2 ) 自動車の取得時課税の見直しに関する事項

平成29年 4月 1日の消費税率 10%への引上げに合わせて、以下のとおりとする。

ア 自動車取得税の廃止

及 イ 自動車税環境性能割の創設
自動車取得税のグリーン化機能を維持・強化する環境性能割を自動車税に創設し、現

行の自動車税を自動車税種別割とする。

び -課税標準は自動車の取得価額とし、税率は燃費基準達成度等に応じて決定する。

(非課税・ 1%・2%・3%の4段階。 (営業用車等は 2%を上限) ) 

概 (3) 自動車税種別割に関する事項
グリーン化特例(軽課)について、基準の見直しを行った上で、 1年延長する。

[現行1 (適用期間:H26. 4. 1 ~H28. 3. 31) [改正後1 (適用期間:H28. 4. I~H29. 3. 31) 
要 税率 対象車 税率 対象車

税率を概ね
電気自動車等

税率を概ね
電気自動車等

H27年度燃費基準+20%達成 時75目軽減 IH32年度燃費基準達成)
75%軽減 H32年度燃費基準+10%達成

税率を概ね
H27年度燃費基準+10%達成

税率を概ね
H27年度燃費基準+20%達成

50%軽減 50%軽減

(4) 猶予制度の見直しに関する事項

納税者の負担軽減を目的とした申請による換価の猶予制度を創設するとともに、地方

分権を推進する観点から条例で定める乙ととされた申請期限等に関する事項を定める。

3 施行期日等
( 1 ) 施行期日は、平成28年4月 1日とする。ただし、 2の (2)及び (3)に関する事項は平

成29年 4月l日とする。

(2 ) 所要の経過措置を講ずる。
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鳥取県税条例等の一部を改正する条例

(鳥取県税条例の一部改正)

第l条鳥取県税条例(平成13年鳥取県条例第10号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後 改正前

(納付又は納入先) (納付文は納入先)

第6条略 第6条略

(徴収猶予に係る徴収金の分割納付文は分割納入)

第6条の 2 知事は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間

の延長に係る徴収金の納付又は納入について、法第

15条第 3項又は第 5項の規定により分割して納付

し、又は納入させるときは、分割して納付し、又は

組入すべき期限及び金額を定め、法第15条の2の2

第 l項の規定により通知するものとする。

2 知事は、前項の規定により分割して納付し、文は

盤入すべき塑限及び金額を定めた場合において、そ

の金額をその期限までに納付し、文は納入するとと

ができないやむを得ない理由があると認めるとき

は、その期限及び金額を変更するととができる。

(徴収猶予の申請手続等)

第6条の 3 法第15条第l項の規定による申請をしょ

うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を

知事に提出しなければならない.

ill法第15条第 I項各号のいずれかに該当する事

実があるとと及びその該当する事実に基づき徴収

金を一時に納付し、文は納入する乙とができない

事情の詳細

J1.上徴収金の年度、税目、納期限及び金額並びに

徴収の猶予を受けようとする金額及びその塑間

ill法第15条第3項の規定の適用を受けようとす

る場合にあっては、分割して納付し、文は納入し

ょうとする期限及び金額

ill第6条の 6に規定する場合以外の場合にあっ

ては、提供しようとする担保の種類、数量、価額

亙び所在(担保が保証人の保証であるときは、そ

の氏名及び住所又は居所)

i呈上第 6条の 6第3号に規定する場合にあって

は、担保を徴することができない特別の事情

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなけ

ればならない。

ill法第15条第1項各号のいずれかに該当する事
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実を証する書類

il上 財産目録並びに資産及び負債の状況を明らか

にする書類

iえL収入及び支出の状況を明らかにする書類

(4) 第6条の 6に規定する場合以外の場合にあっ

ては、担保の提供に関する書類

3 法第15条第2項の規定による申請をしようとする

者は、次に掲げる事項を記載した虫静書に、前項第

2号から第4号までに掲げる書類を添付して、とれ

を知事に提出しなければならない。

iよ上徴収金を一時に納付し、文は納入することが

できない事情の詳細

i呈上 第1項第2号から第5号までに掲げる事項

4 法第15条第4項の規定による申藷をしようとする

者は、盗に掲げる事項を記載した申請書に、第2彊

第2号から第4号までに掲げる書類を添付して、こ

れを知事に墾出しなければならない。

iよ上徴収の猶予を受けた期間内に当該徴収の猶予

を受けた金額を納付し、又は納入することができ

ないやむを得ない理由

i主上徴収金の年度、税目、納期限及び金額並びに l

徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間

L立L法第15条第5項の規定の適用を受けようとす

る場合にあっては、分割して納付し、又は納入し

ょうとする期限及び金額

以上第1項第4号及び第5号に掲げる事項

5 法第15条の2第4項の条例で定める書類は、第2

項第4号に掲げる書類とする。

6 法第15条の2第B項の条例で定める期間は、同条

第7項の規定による通知を受けた日から起算して20

日とする。

職権による換価の猶予)

6条の4 知事は、換価の猶予文は換価の猶予をし笠且ゑ0)4

た塑聞の延長に盛る徴収金の納付文は納入につい

て、法第15条の5第2項において準用する法第15条

第3項又は第5項の規定ピより金割して納付し、又

は納入させるときは、分割して納付し、又は納入す

ベき期限丞び金額を定め、法第15条の5の2第3項

において準用する法第15条の2の2第l項の規定に

より通知するものとする。

2 知事は、前項の規定により分割して納付し、文は

納入すべき期限及び金額を定めた場合において、そ

の金額をその期限までに納付し、文は納入すること

ができないやむを得ない理由があると認めるとき
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は、その期限及び金額を変更することができる。

3 知事は、法第15条の 5第I項の規定による盤価の

猶予又は同条第2項において準用する法第15条第4

項の規定による換価の猶予をした期間の延長をする

場合において、必要があると認めるときは、滞納者

に討し、次に掲げる書類の提出を求めることができ

ゑL

ill徴収金を誠実に納付し、文は納入することを

誓約する書類

i呈上 財産目録並びに資産及び負債の状況を明らか

にする書類

i立上収入及び支出の状況を明らかにする書類

i壬L第6条の 6に規定する場合以外の場合にあっ

ては、担保の提供に関する書類

申請による換価の猶予)

6条の 5皇皇室旦立 知事は、徴収金の納期限の翌日から起算

して6月以内花滞納者から法第15条の 6第l項の規

定による申請があった場合において、換価の猶予文

は換価の猶予期間の延長に係る徴収金の納付又は納

入について、同条第3項において準用する法第15条

第3項文は第5項の規定により分割して納付し、又

は納入させるときは、盆割して納付し、文は納入す

ベき塑限及び金額を定め、法第15条の 6の2第3項

において準用する法第15条の2の2第 1項の規定に

より通知するものとする。

2 知事は、前項の規定により盆割して納付し、又は

納入すべき期限及び金鍾を定めた場合において、そ

の金額をその期限までに納付し、又は納入すること

ができないやむを得ない理由があると認めるとき

は、その期限及び金額を変更することができる。

3 法第15条の 6第l項の規定による申請をしようと

する者は、次に掲げる事項を記載した申請書に前条

第3項に掲げる書類を添付して、これを知事に提出

しなければならない。

」よ上徴収金を一時に遡付し、文は納入することに

よりその事業の継続又はその生活の維持が困難と

なる事情の詳細

ill徴収金の年度、税目、納期限及び金額並びに

換価の猶予を受けようとする金額及びその期間

i呈上分割して納付し、文は納入しようとする期限

及び金額

i卓上次条に規定する場合以外の場合にあっては、

提供しようとする担保の種類、数量、価額及び所
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在(担保が保証人の保証であるときは、その氏名

及び住所又は居所)

段上次条第3号に規定する場合にあっては、担保

を徴することができない特別の事情

4 法第15条の 6第3項において準用する法第15条第

4項の翠定による申請をしようとする者は、次に掲

げる事項を記載した申請書に前条第3項に掲げる書

類を添併して、これを知事に提出しな吃ればならな

己ι

ill換価の猶予を受けた期間内に当該換価の猶予

を受けた金額を納付し、又は納入することができ

ないやむを得ない理由

i三上徴収金の年度、税目、納期限及び金額並びに

換価の猶予期間の延長を受けようとする期間

i立L前項第3号から第5号までに掲げる事項

5 法第15条の 6の2第3項において準用する法第15

条の2第8項の条例で定める塑開は、法第15条の 6

の2第3項において準用する法第15条の2第7項の

規定による適塑を受けた日から起算して20日とす

ゑL

担保の徴取を要しない場合)

6条の 6筆旦金金_2_ 法第16条第l項ただし書の条例で定める

場合は、次のとおりとする。

iよ上徴収又は換価の猶予を受けようとする金額が

100万円以下である場合

ill徴収文は換価の猶予を受けようとする期間が

3月以下である場合

(3) 担保を徴する乙とができない特別の事情があ

歪盟企

災害等による期限の延長)

第 7条 知事は、県の全部又は一部にわたり災害その

他やむを得ない理由により、法又は乙の条例に定め

る申告、申請、請求、届出その他書類の提出(霊室

霞2主に関するものを除く。次項において同じ。)、

納付又は納入に関する期限までにこれらの行為をす

ることができないと認める場合には、当該災害その

他やむを得ない理由のやんだ日から 2月以内に限

り、地域及ひ凋日を指定して当該期限を延長する乙

とができる。

2 • 3 略

督促)

第12条略

(災害等による期限の延長)

第7条 知事は、県の全部又は一部にわたり災害その

他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定め

る申告、申請、請求、届出その他書類の提出(歪盛

主主エに関するものを除く。次項において同

じ。)、納付又は納入に関する期限までにとれらの

行為をすることができないと認める場合には、当該

災害その他やむを得ない理由のやんだ日から 2月以

内に限り、地域及び期日を指定して当該期限を延長

することができる。

2 . 3 略

(督促)

第12条略
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2 法第48条第 1項及び第2項(同条第8項において12 法第48条第 1項及び第2項の規定によって個人の

準用する場合を含む。)の規定によって個人の県民l県民税について滞納処分をする場合において、督促

税について滞納処分をする場合において、督促状を| 状を発していないものについては、徴税吏員は、速

発していないものについては、徴税吏員は、速やか| やかにこれを発しなければならない。

にこれを発しなければならない。

3 略 3 略

(利子割に係る更正及び決定に関する通知) (利子割に係る更正及び決定に関する通知)

第52条 法第71条の11第4項の規定による更正又は決!第52条 法第71条の11第4項の規定による更正又は決

定の通知、法第71条の14第6項の規定による過少申| 定の通知、法第五盆O14室主亙の規定による過少申

告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法| 告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法

第71条の15第5項の規定による重加算金額の決定の| 第71条の15第4項の規定による重加算金額の決定の

通知は、規則で定める通知書によって行う。 1 通知は、規則で定める通知書によって行う。

(配当害jに係る更正及び決定に関する通知) (配当割に係る更正及び決定に関する通知)

第53条の8 法第71条の32第4項の規定による更正文 第53条のB 法第71条の32第4項の規定による更正又

は決定の通知、法第71条の35第7項の規定による過 は決定の通知、法第71条の35第6項の規定による過

少申告加算金額文は不申告加算金額の決定の通知及 少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及

び法第71条の36第5項の規定による重加算金額の決 び法第71条の36第4項の規定による重加算金額の決

定の通知は、規則で定める通知書によって行号。 定の通知は、規則で定める通知書によって行う。

(株式等譲渡所得割に係る更正及び決定に関する遇 1 (株式等譲渡所得割に係る更正及び決定に関する通

知) 1 知)

第53条の16 法第71条の52第4項の規定による更正又|第53条の16 法第71条の52第4項の規定による更正文

は決定の通知、法第71条の55第7項の規定による過| は決定の通知、法第71条の55第6項の規定による過

少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及| 少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及

び法第71条の56第5項の規定による重加算金額の決| び法第71条の56第4項の規定による重加算金額の決

定の通知は、規則で定める通知書によって行う。 1 定の通知は、規則で定める通知書によって行う。

(法人の事業税の税率) 1 (法人の事業税の税率)

第58条 略 l第58条略

2 次項から第5項までに掲げる法人以外の法人の事12 次項から第5項までに掲げる法人以外の法人の事

業税の額は、次の表の事業の欄に掲げる事業ごと| 業税の額は、次の表の事業の欄に掲げる事業ごと

に、同表の法人の欄に掲げる法人の区分に応じ、そ| に、悶表の法人の欄に掲げる法人の区分に応じ、そ

れぞれ同表の金額の欄に掲げる金額に同表の税率の| れぞれ同表の金額の欄に掲げる金額に同表の税率の

欄に定める税率を乗じて得た金額の合計額とする。 欄に定める税率を乗じて得た金額の合計額とする。

事業 | 法人 | 金額 |税率 l

(1) (2) 1外形標準課税|各事業年度の 1.lQQ盆2
に掲げる|対象法人(受|付加価値額 |よ」

事業以外|託法人(法第|各事業年度の|止2盆o
の事業 172条の2の21資本金等の額|ι五

第3項に規定|各事業年度の|並立金o
する受託法人|所得のうち年 11.9 

をいう。以下1400万円以下

乙の条及び次|の金緩
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事業 | 法人 | 金額 !税率 t

(1) (2) t外形標準課税|各事業年度の凶睦企

に掲げる|対象法人(受|付加価値額 |ι』昼

事業以外|託法人(法第|各事業年度の1100金o

の事業 172条の2の21資本金等の額|ιi
第3項に規定|各事業年度の 1.lQQ盆o
する受託法人|所得のうち年lu
をいう。以下1400万円以下

乙の条及び次|の金額



4 

条において同 各事業年度の 100分の 条において同 各事業年度の 盟E金IQ。， )を除 所得のうち年 2.7 じ。)を除 所得のうち年 3.7 

く。次項にお 400万円を超 く。次項にお 400万円を超

いて同じ。) え年800万円 いて同じ。) え年800万円

以下の金額 以下の金額

各事業年度の 100盆の 各事業年度の 旦E盆o
所得のうち年 1..Q 所得のうち年 u 
800万円を超 800万円を超

える金額 える金額

略 略

略 略

他の2以上の都道府県においても事務所又は事業 3 他の2以上の都道府県においても事務所又は事

所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金 所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資

の額が1.000万円以上のもの及び受託法人であるも の額が1.000万円以上のもの及び受託法人である

のが行う事業に対する法人の事業税の額は、前項の のが行う事業に対する法人の事業税の額は、前項

表(1)の規定にかかわらず、次の表の法人の欄に掲 表(1)の規定にかかわらず、次の表の法人の欄に

げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の金額の欄に げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の金額の欄

掲げる金額に同表の税率の欄に定める税率を乗じて 掲げる金額に同表の税率の欄に定める税率を乗じ

得た金額(外形標準課税対象法人にあっては、合計 得た金額(外形標準課税対象法人にあっては、合

額)とする。 額)とする。

法人 金額 税率 法人 金額 税率

外形標準課 各事業年度の付加価値額 100分の 外形標準課 各事業年度の付加価値額 100盆の

税対象法人 1.2 税対象法人 0.96 

各事業年度の資本金等の額 100分の 各事業年度の資本金等の額 100分の

0.5 0.4 

各事業年度の所得 100盆の 各事業年度の所得 100分の

3.6 4.8 

略 略

• 5 略 4. 5 略

法人の事業税の税率の特例) (法人の事業税の税率の特例)

;8条の2 略 第58条の2 略

次項から第5項までに掲げる法人以外の法人の事 2 次項から第5項までに掲げる法人以外の法人の

業税の額は、次の表の事業の欄に掲げる事業ごと 業税の額は、次の表の事業の欄に掲げる事業ご

に、同表の法人の欄に掲げる法人の区分に応じ、そ に、同表の法人の欄に掲げる法人の区分に応じ、

れぞれ同表の金額の欄に掲げる金額に同表の税率の れぞれ同表の金額の欄に掲げる金額に問表の税率

欄に定める税率を乗じて得た金額の合計額とする。 欄に定める税率を乗じて得た金額の合計額とする

事業 法人 金額 税率 事業 法人 金額 税率

(1) (2) 外形標準課税 各事業年度の 100盆の (1 ) (2) 外形標準課税 各事業年度の 100分の

に掲げる 対象法人(受 付加価値額 1.2 に掲げる 対象法人(受 付加価値額 0.96 

事業以外 託法人を除 各事業年度の 100分の 事業以外 託法人を除 各事業年度の 100分の

の事業 く。次項にお 資本金等の額 O. 5 の事業 〈。次項にお 資本金等の額 0.4 

いて同じ。) 各事業年度の 100分の いて同じ。) 各事業年度の 100盆の

所得のうち年 主主 所得のうち年 Q，J， 

400万円以下 400万円以下

業

金

も

の

掲

に

て

計

第

2 事

と

そ

の
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の金額

各事業年度の 100分の

所得のうち年 ι五
400万円を超

え年800万円

以下の金額

各事業年度の 100分の

所得のうち年 生i
800万円を超

える金額

略

略

3 他の 2以上の都道府県においても事務所文は事業

所を設けて事業を行う法人で資本金の額文は出資金

の額が1，000万円以上のもの及び受託法人であるも

のが行う事業に対する法人の事業税の額は、前項の

表(1)の規定にかかわらず、次の表の法人の欄に掲

げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の金額の欄に

掲げる金額に同表の税率の欄に定める税率を乗じて

得た金額(外形標準課税対象法人にあっては、合計

額)とする。

法人 金額 税率

外形標準課 各事業年度の付加価値額 100分の

税対象法人 1.2 

各事業年度の資本金等の額 100分の

0.5 

各事業年度の所得 100分の

O. 7 

略

4・5 略

(法人の事業税の期限後申告及び修正申告納付)

第61条略

2 前条若しくは前項若しくはこの項の規定によって

申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は法第

72条の39、法第72条の41第1項から第3項まで若し

くは法第72条の41の2の規定による更正若しくは決

定を受けた法人は、当該申告書若しくは修正申告書

に記載した、又は当該更正若しくは決定に係る付加

価値額、資本金等の額、所得若し〈は収入金額又は

事業税額について不足額がある場合(納付すべき事

業税額がない旨の申告書を提出した法人にあって

は、納付すべき事業税額がある場合)においては、

遅滞なく、法第72条の33第2項の総務省令で定める

様式による修正申告書を提出するとともに、その修

の金額

各事業年度の 辺監o
.‘ 所得のうち年 .!d 

400万円を超

え年800万円

以下の金額

各事業年度の 100分の

所得のうち年 11 
800万円を超

える金額

略

酪

3 他の2以上の都道府県においても事務所又は事

所在設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資

の額が1.000万円以上のもの及び受託法人である

のが行う事業に対する法人の事業税の額は、前項

表(1)の規定にかかわらず、次の表の法人の欄に

げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の金額の欄

掲げる金額に同表の税率の欄に定める税率を乗じ

得た金額(外形標準課税対象法人にあっては、合

額)とする。

法人 金額 税率

外形標準課 各事業年度の付加価値額 100分の

税対象法人 0.96 

各事業年度の資本金等の額 辺監o
0.4 

各事業年度の所得 辺監o
1. 9 

略

4・5 略

(法人の事業税の期限後申告及び修正申告納付)

第61条 略

2 前条若しくは前項若しくはこの項の規定によっ

業

金

の

掲

申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は詰第

72条の39、法第72条の41若しくは法第72条の41の

。の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、

該申告書若しくは修正申告書に記載した、文は当

更正若しくは決定に係る付加価値額、資本金等

額、所得若しくは収入金額又は事業税額について

足額がある場合(納付すべき事業税額がない旨の

告書を提出した法人にあっては、納付すべき事業

額がある場合)においては、遅滞なく、法第72条

33第2項の総務省令で定める様式による修正申告

を提出するとともに、その修正により増加した耕

該

書

額
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正により増加した税額を納付しなければならない。| を納付しなければならない。

3 前条又は第 l項の規定によって申告書を提出した 13 前条又は第1項の規定によって申告書を提出した

法人(収入割のみを申告納付すべきものを除く。) 1 法人(収入割のみを申告納付すべきものを除く。)

は、前項の規定によるほか、当該申告に係る事業税| は、前項の規定によるほか、当該申告に係る事業税

の計算の基礎となった事業年度に係る法人税の課税! の計算の基礎となった事業年度に係る法人税の課税

標準について税務官署の更正又は決定を受けたとき

(当該法人が、当該事業年度において法人税法第2

条第16号に規定する連結申告法人(盟金星11呈企Z

に規定する連結子法人に限る。)である場合にあっ

ては、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度

標準について税務官署の更正又は決定を受けたとき

(当該法人が、当該事業年度において法人税法第2

条第16号む規定する連結申告法人([iiJ金星11呈企z
0)3に規定する連結子法人に限る。)である場合に

あっては、当該事業年度終了の日の属する連結事業

において当該法人との聞に同条第12号の7の7に規| 年度において当該法人との聞に同条第12号の7の7

定する連結完全支配関係(第62条第4項において| に規定する連結完全支配関係(第62条第4項におい

「連結完全支配関係」という。)があるE益室主会| て「連結完全支配関係Jという。)がある旦益室三

塁11呈企立丘三に規定する連結親法人(第62条第41 条第12号の7の2に規定する連結親法人(第62条第

項において「連結親法人」という。)が当該連結事

業年度に係る法人税の課税標準について税務官暑の

更正又は決定を受けたとき)は、当該税務官署が当

該更正又は決定の通知をした白から l月以内に、当

該更正又は決定に係る課税標準を基礎として、法第

4項において「連結親法人」という。)が当該連結

事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署

の更正又は決定を受けたとき)は、当該税務官署が

当該更正又は決定の通知をした日から 1月以内に、

当該更正又は決定に係る課税標準を基礎として、法

72条の33第3項の総務省令で定める様式による修正| 第72条の33第3項の総務省令で定める様式による修

申告書を提出するとともに、その修正により増加し

た税額があるときはこれを納付しなければならな

い。

(法人の事業税に係る更正及び決定に関する通知)

正申告書を提出するとともに、その修正により増加

した税額があるときはこれを納付しなければならな

。
、
』b

 

(法人の事業税に係る更正及び決定に関する通知)

第63条 法第72条の42の規定による更正又は決定め通|第63条 法第72条の42の規定による更正文は決定の通

知、法第72条の46第6項の規定による過少申告加算| 知、法第72条の46第5項の規定による過少申告加算

金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法筆2ゑ| 金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法筆笠全

旦笠室主亙の規定による重加算金額の決定の通知 1 0)47笠i亙の規定による重加算金額の決定の通知

は、規則で定める通知書によって行う。 は、規則で定める通知書によって行う。

(住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準1 (住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準

の特例に関する申告)

第88条略

の特例に関する申告)

第88条 略

2 略 12 略

3 法附則筆11金星旦亙の規定により読み替えて適用 13 法附則室旦全霊盟:ffiの規定により読み替えて適用

される法第73条の14第 l項の規定の適用を受けよう| される法第73条の14第l項の規定の適用を受けよう

とする者が提出する第 l項の申告書には、当該住宅| とする者が提出する第 l項の申告書には、当該住宅

が長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成201 が長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20

年法律第87号)第10条第2号に規定する認定長期優| 年法律第87号)第10条第2号に規定する認定長期優

ι良住宅であることを証明する書類を添付しなければ| 良住宅である乙とを証明する書類を添付しなければ

ならない。 1 ならない。

4 法附則mll金星旦亙の規定により読み替えて適用14 法附員Ij筆且金星盟亙の規定により読み替えて適用

される法第73条の14第l項の規定の適用を受けよう

とする者が提出する第l項の申告書には、当該住宅

へ

される法第73条の14第1項の規定の適用を受けよう

とする者が提出する第1項の申告書には、当該住宅
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が高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年| が高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年

法律第26号)第7条第 1項の登録を受けた同法第51 法律第26号)第7条第 1項の登録を受けた同法第5

条第 1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅で| 条第 l項に規定するサービス付き高齢者向け住宅で

ある貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として| ある貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として

貸家の用に供される家屋をいう。)で法附則E記l全| 貸家の用に供される家屋をいう。)で法附則墨江会

室12:t11の施行令で定めるものであるととを証明する| 笠通翠の施行令で定めるものであることを証明する

書類を添付しなければならない。 書類を添付しなければならない。

5 第84条第l項の申告書を提出する者で、法第73条15 第84条第l項の申告書を提出する者で、法第73条

の14第1項(法附則第11条第9項又は第ロ項の規定| の14第l項(法附則第11条第10項文は第13項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。)又は第 31 により読み替えて適用する場合を含む。)又は第3

項の規定の適用を受けようとするものは、当該住宅| 項の規定の適用を受けようとするものは、当該住宅

の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨を付| の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨を付

記した第84条第 l項の申告書を提出することによ| 記した第84条第 1項の申告書を提出することによ

り、第 l項の申告書の提出に代える亡とができる。 lり、第1項の申告書の提出に代えることができる。

乙の場合において、法第73条の14第3項の規定の適lこの場合において、法第73条の14第3項の規定の適

用を受けようとする者にあっては第2項の書類を、| 用を受けようとする者にあっては第2項の書類を、

法附則室包i金星9:r亘の規定により読み替えて適用さ| 法附則筆斗金星辺聖の規定により読み替えて適用さ

れる法第73条の14第1項の規定の適用を受けようと| れる法第73条の14第1項の規定の適用を受けようと

する者にあっては第3項の書類を、法附則E包i会皇室| する者にあっては第3項の書類を、法附即Ijjgll金量

辺塁の規定により読み替えて適用される法第73条のl辺聖の規定により読み替えて適用される法第73条の

14第1項の規定の適用を受けようとする者にあって 1 14第l項の規定の適用を受けようとする者にあって

は前項の書類を、第84条第l項の申告書に添付しな| は前項の書類を、第84条第 1項の申告書に添付しな

ければならない。 1 ければならない。

(たばこ税に係る更正、決定等に関する通知) 1 (たばこ税に係る更正、決定等に関する通知)

第123条 法第74条の20第4項の規定による更正文はl第123条 法第74条の20第4項の規定による更正又は

決定の通知、法第74条の23第百項の規定による過少| 決定の通知、法第74条の23第5項の規定による過少

申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び| 申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び

法第74条の24第5項の規定による重加算金額の決定| 法第74条の24第4項の規定による重加算金額の決定

の通知は、規則で定める通知書によって行う。 1 の通知は、規則で定める通知書によって行う。

(ゴルフ場利用税に係る更正及び決定に関する通知) 1 (ゴルフ場利用税に係る更正及び決定に関する通知)

第133条 法第87条第4項の規定による更正又は決定|第133条法第87条第4項の規定による更正又は決定

の通知、法筆90全集立互の規定による過少申告加算! の通知、法筆盟会差旦亙の規定による過少申告加算

金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法筆白金| 金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法筆包会

室五重の規定による重加算金額の決定の通知は、規| 室生霊の規定による重加算金額の決定の通知は、規

則で定める通知書によって行う。 則で定める通知書によって行う。

(自動車取得税の非課税) (自動車取得税の非課税)

第134条の 5の2 道路運送法(昭和初年法律第183号)I第134条の5の2 道路運送法(昭和26年法律第183号)

第3条第 l号イに規定する一般乗合旅客自動車運送| 第3条第l号イに規定する一般乗合旅客自動車運送

事業を経営する者が、地域住民の生活に必要な路線| 事業を経営する者が、地域住民の生活に必要な路線

で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になっ| で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になっ

ているものとして、固と協調して県がその運行する| ているものとして、固と協調して県がその運行する

車両の購入に係る補助金の交付の対象とした路線の| 車両の購入に係る補助金の交付の対象とした路線の
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運行の用に供する一般乗合用のパスを取得した場合| 運行の用に供する一般乗合用のパスを取得した場合

においては、当該取得が平成29年3月31日までに行| においては、当該取得が平成28年3月31日までに行

われたときに限り、自動車取得税を課さない。 Iわれたときに限り、自動車取得税を課さない。

(自動車取得税に係る更正、決定等に関する通知) I (自動車取得税に係る更正、決定等に関する通知)

第134条の20 法第129条第4項の規定による更正文は|第134条の20 法第129条第4項の規定による更正又は

決定の通知、・法筆ill金星且亙の規定による過少申| 決定の通知、法皇ill金星旦:(Rの規定による過少申

告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法| 告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法

墾ill全霊立互の規定による重加算金額の決定の通| 筆i益金室生亙の規定による重加算金額の決定の適

知は、規則で定める通知書によって行うe 知は、規則で定める通知書によって行う。

(軽油引取税に係る更正、決定等に関する通知) (軽油引取税に係る更正、決定等に関する通知)

第134条の42 法第144条の44第4項の規定による更正|第134条の42 法第144条の44第4項の規定による更正

又は決定の通知、法第144条の47第6項の規定によ| 又は決定の通知、法第144条の47第5項の規定によ

る過少申告加算金額文は不申告加算金額の決定の通| る過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通

知及び法第144条の48第5項の規定による重加算金| 知及び法第144条の48第4項の規定による重加算金

額の決定の通知は、規則で定める通知書によって行| 額の決定の通知は、規則で定める通知書によって行

う。 つ。

(自動車税の税率) (自動車税の税率)

第138条 自動車税の税率は、 1台について 1年当た|第138条 自動車税の税率は、 1台について l年当た

り、次の各号に掲げる自動車税の区分に応じ、それ| り、次の各号に掲げる自動車税の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める額とする。

(1) -(3) 略

(4) 法附則第12条の 3第3項に掲げる自動車で平

成26年4月1日から平成27年3月31日までの聞に

新車新規登録を受けたものに係る平成27年度分の l

自動車税及び同項に掲げる自動車で平成27年4月

1日から平成28年3月31日までの聞に新車新規登

録を受けたものに係る平成28年度分の自動車税

次の表の最大軽課税率の欄に定める額

(5) 法附則第12条の 3第4項に規定する自動車

(旦ゑ筆主亙に掲げる自動車を除く。)で平成26

年4月1日から平成27年3月31日までの聞に新車

新規登録を受けたものに係る平成27年度分の自動

車税及びE金星4豆に規定する自動車(旦会室主

重に掲げる自動車を除く。)で平成27年4月1日

から平成28年3月31日までの問に新車新規登録を

受けたものに係る平成28年度分の自動車税次の

表の最小軽課税率の欄に定める額

略

2 略

ぞれ当該各号に定める額とする。

(1)-(3) 略

(4) 法附貝IJ第12条の3第6項に掲げる自動車で平

成26年4月1日から平成27年3月31日までの聞に

新車新規登録を受けたものに係る平成27年度分の

自動車税及び同項に掲げる自動車で平成27年4月

l日から平成28年3月31日までの聞に新車新規登

録を受けたものに係る平成28年度分の自動車税

次の表の最大軽課税率の欄に定める額

(5 ) 法附則第12条の 3第 7項に規定する自動車

(盟会室主亙に掲げる自動車を除く。)で平成26

年4月1日から平成27年3月31日までの聞に新車

新規登録を受けたものに係る平成27年度分の自動

車税及び毘会室Z亙に規定する自動車(旦金星_Q_

:(Rに掲げる自動車を除く。)で平成27年4月1日

から平成28年3月31日までの聞に新車新規登録を

受けたものに係る平成28年度分の自動車税次の

表の最小軽課税率の欄に定める額

略

2 略

C産業廃棄物処分場税に係る更正及び決定に関する通I(産業廃棄物処分場税に係る更正及び決定に関する通

知) 知)
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第228条法第733条の16第4項の規定による更正又は|第228条法第733条の16第4項の規定による更正又は

決定の通知、法第733条の18第7項の規定による過| 決定の通知、法第733条の18第6項の規定による過

少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及| 少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及

び法第733条の19第5項の規定による重加算金額の| び法第733条の19第4項の規定による重加算金額の

決定の通知は、規則で定める通知書によって行う。| 決定の通知は、規則で定める通知書によって行う。

第2条鳥取県税条例の一部を次のように改正する。

第139条を次のように改める。

第139条削除

第3条鳥取県税条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の楠に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正す

る。

改正後 改正前

目次

第 l章略

第2章普通税

第 1節~第5節略

第6節ゴルフ場利用税(第125条笈ill全(f)

w 

目次

第1章略

第2章普通税

第 l節~第5節略

第6節 ゴルフ場利用税(第125条一霊峰基金)

筆Z箆略

室主皇E自動車税

笈 lfj主通則(第135条一第137条の 3)

室主整環撹性能割(第137条の4ー第137条の

17) 

室主整種別割(第138条ー第146条)

笈♀隼鉱区税(第147条一筆盟E全)

室主隼企~ 自動車取得税(第134条の2ー第134

金(f)2D

笈立盆企1.略

重工箆自動車税(第134条の44ー第146条)

第10節略

第3章・第4章路

附貝Ij

箆主主E鉱区税(第147条一室些2盆)

筆♀盆盟墜

第10節略

第3章・第4章略

附則

(県税として課する税目) I (県税として課する税目)

第3条 県税として課する税目は、次に掲げるものとl第3条県税として課する税目は、次に掲げるものと

する。 Iする。

(1) 普通税 I (1) 普通税

ア~カ路 | ア~カ略

主皇盈皇霊登m
ク 略

'T 略

コ 略

立略
(2) 略

略

略

路

略

略

キ
一
ク
一
ケ
一
コ
一
幻
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(課税地)

第5条 次の表の左楠に掲げ各税目に係る徴収金は、

それぞれ同表の右欄に掲げる課税地において賦課徴

収する。

税目 課税地

略

ゴルフ場利用税 西部県税事務所の所在地

軽油引取税 西部県税事務所の所在地(第l

34条の34第l項に規定する免

税軽油使用者にあっては、当

該免税軽油使用者の事務所又

は事業所の所在地)

自動車税 種別割(普通懲収によるもの

に限る。)は、賦課期日現在

における盤盤笠の住所又は事

務所若しくは事業所の所在地

(住所又は事務所若しくは事

業所が県内にない場合にあっ

ては、当該自動車の県内にお

ける主たる定置場の所在地)

環境性能割及び種別割(普通

徴収によるものを除く。)

は、東部県税事務所の所在地

略

2 略

(納付又は納入先)

第6条 納税者(個人の県民税、地方消費税の貨物割

並びに証紙徴収の方法により徴収される自動車税及

び狩猟税に係る者を除く。)又は特別徴収義務者

(個人の県民税に係る者を除く。)が徴収金文は納

入金を納付又は納入するときは、納付書又は納入書

によって、次の各号のいずれかに該当する者に払い

込まなければならない。ただし、第2号に掲げる者

に対する払込みは、県税に係る徴収金で規則に定め

るものを払い込む場合に限るものとする。

(1 )・ (2) 略

2 略

(課税地)

a ， z 第5条 次の表の左欄に掲げる税目に係る徴収金は、

それぞれ同表の右欄に掲げる課税地において賦課徴

収する。

税目 | 課税地

略

ゴルフ場利用税 |西部県税事務所の所在地

自動車取得税 |東部県税事務所の所在地

軽油引取税 |西部県税事務所の所在地(第

自動車税

略

2 略

(納付又は納入先)

134条の34第 1項に規定する

免税軽油使用者にあっては、

当該免税軽油使用者の事務所

又は事業所の所在地)

普通徴収による場合は、賦課

期日現在における皇塾亙oPJi

有者(法第145条第2項に規

定する場合にあっては貿字、

同条第3項に規定する場合に

あっては使用者)の住所文は

事務所若しくは事業所の所在

地(住所又は事務所若しくは

事業所が県内にない場合にあ

っては、当該自動車の県内に

おける主たる定置場の所在

地)

証紙徴収による場合は、東部

県税事務所の所在地

軍第6条 納税者(個人の県民税、地方消費税の貨物割

並びに証紙徴収の方法により徴収される且盈室盈笠

盈ι 自動車税及び狩猟税に係る者を除く。)又は特

別徴収義務者(個人の県民税に係る者を除く。)が

徴収金又は納入金を納付又は納入するときは、納付

書文は納入書によって、次の各号のいずれかに該当

する者に払い込まなければならない。ただし、第2

号に掲げる者に対する払込みは、県税に係る徴収金

で規則に定めるものを払い込む場合に限るものとす

る。

(1 )・ (2) 略

2 陥
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3 

(県税の減免) (県税の減免) 巴，

第B条 知事は、次の表の左欄に掲げる税目につい 第B条 知事は、次の表の左欄に掲げる税目につ

て、同表の右欄に掲げる場合に該当し、かつ、必要 て、同表の右欄に掲げる場合に該当し、かっ、必

があると認めるときは、県税を減免することができ があると認めるときは、県税を減免することがで

る。 る。

略 略

自動車税の環境性 災害により滅失し、又は損壊 自動車取符税 災害により滅失し、文は損

盤塑 した自動車に代わるものと知 壊じた自動車に代わるもの

事が認める自動車を取得した と知事が認める自動車を取

場合 得した場合

自動車税の種別割 災害により自動車が滅失し、 自動車税 災害により自動車が滅失

又は損壊した場合 し、又は損壊した場合

略 略

知事は、前項の表の右欄並びに第41条の3、第7812 知事は、前項の表の右欄並びに第41条の3、第

条の2、第78条の3及び第137条の2に掲げる場合 条の2、第78条の3、第134条の7及び第137条の

のほか、特別の事情があるため必要があると認める に掲げる場合のほか、特別の事情があるため必要

場合には、県税を減免することができる。 あると認める場合には、県税を減免することがで

る。

略 3 略

納期限後に納付又は納入する税金又は納入金に係る (納期限後に納付文は納入する税金又は納入金に係

延滞金) 延滞金)

9条 納税者又は特別徴収義務者は、納期限(納期 第9条 納税者又は特別徴収義務者は、納期限(納

限の延長があった場合においては、その延長された 限の延長があった場合においては、その延長され

納期限とする。以下この条において同じ。)後にそ 納期限とする。以下この条において同じ。)後に

の税金を納付し、又はその納入金を納入する場合に の税金を納付し、又はその納入金を納入する場合

おいては、当該税額又は納入金額にその納期限の翌 おいては、当該税額又は納入金額にその納期限の

日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、 日から納付文は納入の日までの期間の日数に応じ

年14.6パーセントの割合(次の表の左欄に掲げる税 年14.6パーセントの割合(次の表の左欄に掲げる

自の同表の中欄に掲げる税額にあっては、それぞれ 自の同表の中欄に掲げる税額にあっては、それぞ

同表の右欄に定める期間についての割合は、年7. 同表の右欄に定める期間についての割合は、年7

3パーセントとする。)を乗じて計算した金額に相 3パーセントとする。)を乗じて計算した金額に

当する延滞金額を加算して納付書若しくは納税通知 当する延滞金額を加算して納付書若しくは納税通

書によって納付し、又は納入書によって納入しなけ 書によって納付し、又は納入書によって納入しな

ればならない。 ればならない。

略 略

(7) .ゴ 路 (7) ゴ 略

ルフ場 イ 第131条第 当該税額に係る納期 ルフ場 イ 第131条第 当該税額に係る納期

利用税 1項の申告書 限の翌日から 1月を 利用税 1項の申告書 限の~日から 1 月を

に係る税額 経過する日までの期 に係る税額 経過する日までの期

問 間

(8 ) 自 ア第134条の 当該不足税額の納期

動車取 21第 l項の規 限までの期間又は当

得税 定により不足 該不足税額の納期限

要

きl

8 

が

き

第 期

た

そ

に

翌

税

れ

S芳

相

知

け
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税額を納付す の翌日から I月を経

る場合の税額 過する日までの期間

イ 法第125条 当該猶予した期間の

第2項の規定 末日の翌日から 1月

により徴収猶 を経過する日までの

予した税額 期間

ウ 第134条の 当該税額に係る納期

14第l項の申 限の翌日から 1月を

告書でその提 経過する日までの期

出期限までに 問

提出したもの

に係る税額

(イに掲げる

税額 を除

く。)

エ第134条の 当該提出した日まで

14第l項の申 の期間又はその日の

告書でその提 翌日から 1月を経過

出期限後に提 する日までの期間

出したものに

係る税額(イ

に掲げる税額

を除く。)

オ 法第123条 当該修正申告書を提

第2項の修正 出した日までの期間

申告書に係る 又はその日の翌日か

税額(イに掲 ら1月を経過する日

げる税額を除 までの期間

く。)

(8 ) 軽 略 J...ll 軽 略

油引取 工法第144条 当該税額に係る納期 油引取 エ 法第144条 当該税額に係る納期

税 の22第 4項 限の翌日から 1月を 税 の22第 4項 限の翌日から l月を

(法第144条 経過する目までの期 (法第144条 経過する日までの期

の25第5項に 間 のお第5項に 間

おいて準用す おいて準用す

る場合を含 る場合を含

む。)の規定 む。)の規定

により法第 により法第

144条の 2第 144条の 2第

l項の規定に
¥ 

1項の規定に

よる引取りと よる引取りと

みなされた免 みなされた免

税軽油の引取 税軽油の引取

りに係る税額 りに係る税額

(9 ) 自 ア第137条の 当該不足税額の納期
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、常

a 

2 

動車税 17第l項の規 限までの期間文は当

の環境 定により不足 該不足税額の納期限

性能割 税額を納付す の翌日から 1月を経

る場合の税額 過する日までの期間

イ 法第164条 当該猶予した期間の

第2項の規定 末日の翌日から 1月

により徴収猶 を経過する日までの

予した税額 期間

ウ第137条の 当該税額に係る納期

10第1項の申 限の翌日から 1月を

告書でその提 経過する日までの期

出期限までに 問

提出したもの

に係る税額

(イに掲げる

税額を除

く。)

エ第137条の 当該提出した日まで

10第l項の申 の期間文はその日の

告書でその提 翌日から 1月を経過

出期限後に提 する日までの期間

出したものに

係る税額(イ

に掲げる税額

を除く。)

オ第137条の 当該修正申告書を提

11第2項の修 出した日までの期間

正申告書に係 又はその日の翌日か

る税額(イに ら1月を経過する日

掲げる税額を までの期間

除く。)

(l0) 自 第141条第 l当該納期限の翌日か

動車税 項の規定による ら1月を経過する日

の種別 納期限後に納付 までの期間

害l する場合の税額

略

第142条第3項の規定により普通徴収の方法によ

り徴収される自動車税の種別割を納付する納税華

は、当該税額に、当該盤型塑に係る納税通知書を罰

した日の翌日から納付の日までの期間の日数に陀

じ、年14.6パーセント(当該納税通知書において事

付すべきとととされる日までの期間又はその日の主

日から 1月を経過する日までの期間については、寺

7. 3パーセント)の割合を乗じて計算した金額E

相当する延滞金を加算して納付書によって納付しえ

(l0) 自 第141条第 1当該納期限の翌日か

動車税 項の規定による ら1月を経過する日

納期限後に納付 までの期間

する場合の税額

略

2 第142条第3項の規定により普通徴収の方法によ

り徴収される自動車税を納付する納税者は、当該税

額に、当該皇勤皇mに係る納税通知書を発した日の

翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6

パーセント(当該納税通知書において納付すべきこ

ととされる日までの期間又はその日の翌日から 1月

を経過する日までの期間については、年7. 3パー

セント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延

滞金を加算して納付書によって納付しなければなら
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ければならない。

3~5 略

(法人税割の税率)

第40条 法人税割の税率は、次の表の法人税割の欄に

掲げる区分に応じ、それぞれ同表の税率の欄に定め

る率とする。

法人税割 税率

(1 ) (2)に掲げる法人税割以外の 100分の l

法人税割

略

2~6 略

(事業税の納税義務者等)

第54条 法人の行う事業に対する事業税は、法人の行

う事業に対し、次の表の事業の欄に掲げる事業の区

分に応じ、それぞれ同表の額の欄に定める額によっ

て、その事業を行う法人に課する。

事業 | 額

略

(2) 電気供給業、ガス供給|収入割額

業及び保険業」皇昼盈墜

の事業を含む。以下この節

与主どヱE♀.J
2~5 略

ない。

3~5 略

(法人税割の税率)

第40条 法人税割の税率は、次の表の法人税割の欄に

掲げる区分に応じ、それぞれ開表の税率の欄に定め

る率とする。

法人税割 税率

(1 ) (2)に掲げる法人税割以外の 100分の3.2

法人税割

略

2~6 略

(事業税の納税義務者等)

第54条 法人の行う事業に対する事業税は、法人の行

う事業に対し、次の表の事業の欄に掲げる事業の区

分に応じ、それぞれ同表の額の欄に定める額によっ

て、その事業を行う法人に課する。

事業 額

略

(2) 電気供給業、ガス供給 収入容j額

業及び保険業

2~5 略

(法人の事業税の税率の特例)

第58条の2笈ーー一一 平成28空4月1日以後に開始する各事業

年度に係る法人の事業税については、前条の規定に

かかわらず、次項から第5項までに定めるところに

主盃L

2 次項から第5項までに掲げる法人以外の法人の事

業税の額は、次の表の事業の欄に掲げる事業ごと

に、同表の法人の欄に掲げる法人の区分に応じ、そ

れぞれ同表の金額の欄に掲げる金額に問表の税率の

欄に定める税率を乗じて得た金額の合計額とする。

事業 法人 金額 税率

(1 ) (2) 外形標準課税 各事業年度の 100分の

に掲げる 対象法人(受 付加価値額 1.2 

事業以外 託法人を除 各事業年度の 100分の

の事業 く。次項にお 資本金等の額 0.5 

いて同じ。) 各事業年度の 100分の

所得のうち年 。目 3

400万円以下

の金額
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各事業年度の 100分の

所得のうち年 O. 5 

400万円を超

え年800万円

以下の金額

各事業年度の 100分の

所得のうち年 O. 7 

800万円を超

える金額

特別法人 各事業年度の 100分の

所得のうち年 5 

400万円以下

の金額

各事業年度の 100分の

所得のうち年 6.6 

400万円を超

える金額

その他の法人 各事業年度の 100分の

所得のうち年 5 

400万円以下

の金額

各事業年度の 100分の

所得のうち年 7.3 

400万円を超

え年800万円

以下の金額

各事業年度の 100分の

所得のうち年 9.6 

800万円を超

える金額

(2) 電気 電気供給業、 各事業年度の 100分の

供給業、 ガス供給業及 収入金額 1.3 

ガス供給 び保険業を行

業及び保 う法人

険業

3 他の2以上の都道府県においても事務所文は事業

所を設けて事業を仔う法人で資本合の額文は出資金

の額が1.000万円以上のもの及び受託法人であるも

のが行う事業に対する法人の事業税の額は、前項の

表 (1)の規定にかかわらず、次の表の法人の欄に掲

げる法人の区分に応じ、ぞれぞれ問表の金額の欄に

掲げる令額に問委の税率の欄に定める税率を乗じて

得た金額(外形標準課税対象法人にあっては、合計

量Lよ主ゑ阜
「τTl 金額 |税率
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外形標準課 各事業年度の付加価値額 100分の

税対象法人 1.2 

各事業年度の資本金等の額 100分の

0.5 

各事業年度の所得 100分の

0.7 

特別法人 各事業年度の所得 100分の

6.6 

その他の法 各事業年度の所得 100分の

人 9.6 

4 租税特別措置法第68条第 1項の規定に該当する

人の同項に規定する各事業年度に係る法人の事業

の額は、第2項の規定にかかわらず、次の表の事

の欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の

額の楠に掲げる金額に向表の税率の欄に定める税

を乗じて得た金額の合計額とする。

事業 金額 税率

(1) (2) 各事業年度の所得のうち年 100分の

に掲げる 400万円以下の金額 5 

事業以外 各事業年度の所得のうち年 100分の

の事業 400万円を超え年10億円以下 6.6 

の金額

各事業年度の所得のうち年 100分の

10億円を超える金額 7.9 

(2) 電気 各事業年度の収入金額 100分の

供給業、 1.3 

ガス供給

業及び保

険業

5 他の2以上の都道府県においても事務所又は事

所を設けて事業を行う租税特別措置法第68条第l

の規定に該当する法人で資本金の額又は出資金の

が1.000万円単上のもの及び受託法人であるもの

行う事業に対する同項に規定する各事業年度に係

法人の事業税の額は、第3項及び前項の表(1)のJ

定にかかわらず、盗の表の金額の欄に掲げる金1

に、それぞれ同表の税率の欄に定める税率を乗じ

得た金額の合計額とする。

金額 税率

各事業年度の所得のうち 100分の6.6 

年10億円以下の金額

各事業年度の所得のうち 100分の7.9

年10億円を超える金額

第 6節の 2 自動車取得税

法
一
盤
差
金
-
率

業
-
亙
一
重
が

翠

額

て
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(自動車取得税の納税義務者等)

第134条の2から第134条のれまで血墜 13操の 2 自動車取得税は 自動車の取得に対星旦止金0)2

し、その自動車の取得者に課する。

2 前項の自動車とは、道路運送車両法第2条第2項

に規定する自動車(自動車に付加して一体となって

いる物として法第113条第2項の施行令で定めるも

のを含む。)をいい、道路運送車両法第3条の大型

々 特殊自動車及び小型特殊自動車並びに同条の小型自

動車及び軽自動車のうち2輪のもの(側車付一輪自

動車を含む。)を除くものとし、前項の自動車の取

得には、自動車製造業者の製造による自動車の取

得、自動車販売業者の販売のための自動車の取得そ

の他法第113条第2項の施行令で定める自動車の取

得を含まないものとする。

自動車取得税のみなす課税)

134条の3塁盟主全企..l 前条第 l項の自動車(以下との節にお

いて「自動車lという。)の売買契約において、売

主が当該自動車の所有権を留保している場合におい

ても、当該売買契約の締結を向項の自動車の取得

(以下この節において「自動車の取得」という。)

と、買主を自動車の取得者とみなして、自動車取得

視を課する。

2 前項の規定の適用を受ける自動車について買主の

変更があったときは、当該買主の変更に係る契約の

締結を自動車の取得と、新たに買主となる者を自動

車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。

筆法盛笠_1_ 自動車製造業者、自動車販売業者又は

回目畠山市第2項の施行令で定める自動車の取得を

した者(以下この条において「販売業者等」とい

う。)が、その製造により取得した自動車又はその

販売のためその他運行(道路運送車両法第2条第5

項に規定する運行をいう。以下この条及び次条にお

いて同じ。)以外の目的に供するため取得した自動

車について、当該販売業者等が運行の用に供した場

合(当該販売業者等から当該自動車の貸与を受けた

者がこれを運行の用に供した場合を含む。)におい

ては、当該運行の用に供する乙とを自動車の取得

と、当該販売業者等を自動車の取得者とみなして、

自動車取得税を課する。

2 前項の場合において、当該販売業者等が、当該自

動車について、道路運送車両法筆7条の規定による

登録を受けたとき(当該登録前に前条第 l項の規定
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の適用がある自動車の売買がされたときを除

< 0 )、同法第60条の規定による自動車検査証の交

付を受けたとき(同法第59条第1項に規定する検査

対象軽自動車に係る場合に限る。)文は同法第97条

の3の規定による届出をしたときは、当該自動車の

登録、自動車検査証の交付又は届出を当該運行の用

に供する乙ととみなす。

室戸ーー- 法の施行地外で自動車を取得した者 J) 

-1"""'......動車を法の施行地外から最初に県内に持

ち込んで運行の用に供した場合には、当該自動車を

運行の用に供することを自動車の取得と、当該自動

車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなし

て、自動車取得税を課する。

(自動車取得税の非課税)

i 134条の 5の2筆 道路運送法(昭和26年法律第183

号)第3条第l号イに規定する一般乗合旅客自動車

運送事業を経営する者が、地域住民の生活に必霊な

路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難に

なっているものとして、固と協調して県がその運行

する車両の購入に係る補助金の交付の対象とした路l

線の運行の用に供する一般乗合用のパスを取得した

場合においては、当該取得が平成29生3月31日まで

に行われたときに限り、自動車取得税を課さない。

(13 1動車取得税の課税免除)

134条の6箆ーーー 次の各号のいずれかに該当する自動車

の取得に対しては、自動車取得税を課さない。ただ

し、第3号及び第4号に規定する自動車の取得に

あっては、知事の承認を受けたものに限る。

iよ上 日本赤十字社が、救急業務、採血業務又はへ

き地巡回診療のために専用する自動車

i呈上公的医療機関で地方公共団体及び日本赤十字

社以外の者が開設する痘院又は診療所が救急業務

又はへき地巡回診療のために専用する自動車

i立L一般財団法人鳥取県交通安全協会が専ら交通

室全の指導及び普及宣伝の用に供する自動車

i壬L特定非営利活動法人が専ら特定芽営利活動に

係る事業の用に供する自動車(当該特定非営利活

動法人がその設立の日から 6月以内に無償で譲り

受け、かつ、当該期間内に道路運送車両法第7条

又は第13条の規定による登録がされたものに限

.2_，__l_ 
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i 自動車取得税の減免)

134条の7塁盗盛金工 知事は、第8条第 1項の表の自動車取

得税の項の右欄に掲げる場合のほか、次の各号のい

ずれかに該当する場合には、規則で定めるところに

より、自動車取得税を減免することができる。ただ

し、第1号の場合において、既に国号に該当するこ

とにより自動車取得税の減免を受けた者に対して

は、当該減免の対象となった自動車取得税に係る自

動車の取得の日から 2年(当該自動車の取得が新車

新規登録に係るものである場合にあっては、 3年)

以内に行った当該身体障害者等のための新たな自動

車の取得に係る自動車取得税は、災害、盗難等によ

り故障、損壊又は滅失した自動車に代わる自動車の

取得に係る場合を除き、減免しないものとする。

単身体に障害を有し桁が困難な者若しくは精|

神に障害を有し歩行が困難な者(以下乙の条及び

次条において「身体障害者等」という。)又は身

体障害者等と生計をーにする者が、次のいずれか

の自動車を取得した場合

ア 当該身体障害者等が運転する自動車(当該身

体障害者等が取得したものに限る。)

ニL当該身体障害者等の通院、適所、通学又は生

業のためにその者と生計をーにする者が運転す

る自動車

立当該身体障害者等(身体障害者等のみ又は身

1 体障害者等及び18歳未満の者のみで構成される

世帯の身体障害者等に限る。)の通院、適所、

通学文は生業のためにその者を常時介護する者

が運転する自動車

旦上構造上身体障害者等の利用に供するためのも

のと認められる自動車を取得した場合

段上専ら身体障害者等が運転するための構造の変

更がなされた自動車で営業用のものを取得した場

d口h 

自動車取得税の減免額)

134条の 8筆些些金s_ 前条の規定により減免する額は、次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とす

ゑL

iよよ前条第 l号アに該当するもの 当該自動車の l

取得に係る自動車取得税の全額又は250万円に当

該自動車に係る自動車取得税の税率を乗じて得た

額のいずれか低い額

i主上前条第1号こE又はウに該当するもの返与量

げる区分に応じ、それぞれに定める額
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ア 身体障害者等の通院、適所若しくは通学のた

めに運転する回数が1週間に3回以上である場

合文は身体障害者等の生業のために運転する場

全前号に定める額

こL身体障害者等の通院、適所又は通学のために

運転する回数がl週明に 1回文は2国である場

金当該自動車の取得I~係る自動車取得税の全

額又は150万円に当諮自動車に係る自動車取得

税の税率を乗じて得た額のいずれか低い額
" 

i旦上前条第2号又は第3号に該当するもの当量

自動車の取得価額のうち構造の変更に要した金額

に当該自動車に係る自動車取得税の税率を乗じて

得た額に相当する額

(自動車取得税の課税標準)

134条の9筆一 ーー 自動車取得税の課税標準は、自動車の

取得価額とする。

2 次に掲げる自動車の取得については、その取得の

時におはる当該自動車の通常の取引価額として法第

118条第2項の総務省令で定めるところにより算定

した金額を前項の取得価額とみなす.

11上無償でされた自動車の取得又は自動車を譲渡

した者が親族その他当該自動車を取得した者と特

殊の園係のある者で法第118条第2項第 1号の施

行令で定めるものである場合その他特別の事情が

ある場合における自動車の取得で同号の施Ji全で

定めるもの

ill代物弁済に係る給付として文は套換若しくは

民法(明治29年法律第89号)第553条の負担付贈

与(被相続人から相続人以外の者に対してされた

同法第1002条第 l項の負担付遺贈を含む。)に係

る財産の移転としてされた場合における自動車の

取得

i主上第134条の4第 1項又は第134条の5の規定に

より自動車の取得があったものとみなされる場合

における当該自動車の取得

:自動車取得税の課税標準の特例)

リ34条の9の2筆 法E付則第12条の 2の5の規定の適

用を受ける自動車取得税の課税標準は、同条の規定|

により算定される金額とする。

:自動車取得税の税率)

筆ーーーー 自動車取得税の税率は、 100分の3とす
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(自動車取得税の税率の特例)

i134条の11 営業用の自動車(道路運送車両法第3筆盟強企日

条の軽自動車を除く。)及び同条の軽自動車の取得

に対して課する自動車取得税の税率は、前条の規定

にかかわらず、当分の問、 100分の2とする。

2 法附則第12条の 2の3第2項に掲げる自動車で初

めて新規登録等(法附則第12条の 2の2第2項に規

定する新規登録等をいう。以下この条において同

じ。)を受けるものの取得(法附則第12条の 2の5

第6項から第11項までの規定の適用がある場合の自

動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税

の税率は、当該取得が平成29年 3月31日までに行わ

れたときに限り、前条及び前項の規定にかかわら

ず、当該取得について乙の項の規定の適用がないも

のとした場合に適用されるべき同条文は前項に定め

る率に100分のmを乗じて得た率とする。

3 法附則第12条の2の3第3項に掲げる自動車で初

めて新規登録等を受けるものの取得(前項又は法附

則第12条の 2の5第6項から第11項までわ規定の適

用がある場合の自動車の取得を除く o )に対して課

する自動車取得税の税率は、当該取得が平成29年 3

月31日までに行われたときに限り、前条及び第l項

の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規

定の適用がないものとした場合に適用されるべき同

条文は第 1項に定める率に100分の40を乗じて得た

率とする。

4 法附則第12条の2の3第4項に掲げる自動車で初

めて新規登録等を受けるものの取得(前2項又は法

附則第12条の 2の5第6項から第11項までの規定の

適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して

課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成29年

3月31日までに行われたときに限り、前条及び第l

項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の

規定の適用がないものとした場合に適用されるべき

同条又は第 l項に定める率に100分の60を乗じて得
官

た率とする。

5 法附則第12条の2の3第5項に規定するガソリン

自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得(前

3項又は法附則第12条の 2の5第6項から第11項ま

での規定の適用がある場合の自動車の取得を除

く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該

取得が平成29年 3月31日までに行われたときに限

弘前条及び第 1項の規定にかかわらず、当該取得

についてこの項の規定の適用がないものとした場合
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に適用されるべき問条文は第 l項に定める率に100

分の80を乗じて得た率とする。

(自動車取得税の免税点)

高134条の12 次の各号に掲げる自動車の取得のう筆辺立金笠II
ち、取得価額が当該各号に定める額以下であるもの

に対しては、自動車取得税を課さない。

iょLJ次号の自動車の取得以外の自動車の取得 li 

互E 下

i五L平成30年3月31日までに行われた自動車の取

盆盟互E

(自動車取得税の徴収方法)

引34条の13重ー一一 自動車取得税の徴収については、申告

納付の方法による。

(自動車取得税の申告納付)

134条の14筆ーーー一一 自動車取得税の納税義務者は、次の各

号に掲げる自動車の取得の区分に応じ、当該各号に

定める時文は日までに、法第122条第 l項の総務省

令で定める様式によって、自動車取得税の課税標準

額及び税額その他必要な事項を記載した申告書を知

事に提出するとともに、その申告した税額を県に納

付しなければならない。

Lよ上道路運送車両法第7条の規定による登録、同

法第59条の規盆による検査(検査対象軽自動車に

係るものに限る。)文は同法第97条の3の規定に

よる届出がされる自動車に係る自動車の取得 当

該登録、検査又は届出の時

(2) 道路運送車両法第13条の規定による登録を受

けるべき自動車の取得 当該登録を受けるべき事

由があった日から15日を経過する日(その日前に

当該登録を受けたときは、当該登録の時)

i三上 前2号の自動車の取得以外の自動車の取得

で、道路運送車両法第67条第 1項の規定による自

動車検査証の記入を受けるべき自動車の取得又は υ 

法第122条第l項第3号の総務省令で定める自動

車の取得 当該記入を受けるべき事由があった日

から15日を経過する日(その日前に当該記入を受

けたときは、当該記入の時)又は問号の総務省令

で定める日

比上前3号の自動車の取得以外の自動車の取得

当該自動車の取得の目から15日を経過する日

2 自動車の取得をした者は、前項の規定の適用があ

る場合を除き、法第122条第2項の総務省令で定め
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3 

る様式によって、当該自動車の取得の事実に関し必

要な事項を記載した報告書を知事に提出しなければ

ならない。

自動車取得税の期限後申告及び修正申告納付)

134条の15 前条第 1項の規定によって申告書を提

出すべき者は、当該申告書の提出期限後において

も、法第129条第4項の規定による決定の通知があl

るまでは、前条第 l項の規定によって申告納付する

ことができる.

前条第 l項若しくは前項若しくはこの項の規吋

よって申告書若しくは修正申告書を提出した者文は

法第129条の規定による更正若しくは決定を受けた

者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正

若しくは決定に係る課税標準額又は税額について不

足額がある場合には、遅滞な〈、法第123条第2項

の総務省令で定める事項を記載した修正申告書を知

事に提出するとともに、その修正により増加し主盈

額を県に納付しなければならない。

自動車取得税の納付の方法)

134条の16 自動車取得税の納税義務者は、第134条

の14第1項又は前条の規定によって自動車取得税を

納付する場合(法第131条の規定により当該自動車

取得税額に係る延滞金額を納付する場合を含む。)

には、これらの規定による申告書又は修正申告書に

鳥取県収入証紙条例(昭和39年鳥取県条例第9号)

第3条に規定する収入証紙(以下「鳥取県収入証

紙」という。)を貼ってしなければならない。この

場合には、証紙の額面金額に相当する金額の証紙代

金収納計器による表示を受けること、文は証紙の額

国金額に相当する現金を納付した後規則で定める納

税済印を受けるととによって鳥取県収入証紙の貼り

付けに代えることができる。

自動車取得税に係る不申告に関する過料)

134条の16の2 自動車取得税の納税義務者が正当

な理由がなくて第134条の14第 1項の規定による申

告書を同項各号に規定する申告書の提出期限までに

提出しなかった場合においては、その者に対し、 10

万円以下の過料を科する。

前項の過料の額は、その情状により知事が定め

2.，_ 

第l項の過料を徴収する場合において発する納入

通知書で指定すべき納期限は、その発付の日から10

筆盟主全企旦

、.

2 

筆盟盛0)1立

L
筆

2 
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日以内とする。

(譲渡担保財産の取得に対して課する自動車取得税の

納税義務の免除に関する申告)

第134条の17 法第125条第1項の規定の適用を受けよ

うとする者は、知事が別に定める塑日までに、次に

掲げる事項を記載した申告書に、譲渡担保財産の設

定に因する翠約書の写しを添付して、知事に提出し

なければならない。 w 

iよよ譲渡担保設定者の住所又は所在地及び氏名文

益金~

i主上 自動車の登録番号文は車両番号

i主上譲渡担保財産の設定をした生月日

ill譲渡担保権者から譲渡担保設定者に当該担保

財産に係る自動車を移転した年月日

(譲渡担盤射産の取得に対して課する自動車取得税の

徴収猶予に関する申告等)

第134条の18 法第125条第2項の規定の適用を受けよ

うとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書

に、譲渡担保財産の設定に関する契約書の写しを添

付して、第134条の14第 1項の規定による申告をす

る際に併せて知事に提出しなければならない。

il上蓋渡担保設定者の住所文は所在地及び氏名又

益金~

i主上 自動車の登録番号又は車両番号

i旦上譲渡担保財産の設定をした年月日

i生L譲渡担保財産により担保された債権の弁済塑

墜

2 法第125条第6項の規定による自動車取得税の還

付を受けようとする者は、当該自動車取得税の年度

及び税額並びに前条各号に掲げる事項を記載した還

付申請書を知事に提出しなければならない。

3 法第125条第2項の規定によって徴収の泊予を受

けた者が同条第 1項の規定の適用がないととが明ら

かとなった場合には、その徴収猶予を取り消し、徴

収猶予した徴収金を直ちに徴収する。

(自動車の返還があった場合の自動車取得税の還併文

は納付義務の免除の申請)

第134条の19 法第126条第1項の規定の適用を受けよ

うとする者は、次に掲げる事項を記載した還付申請

書又は免除申請書に当該自動車の性能が良好でない

乙とその他乙れに類する理由により当該自動車を自

動車販売業者に返還したことを証する書類を添付し
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(用語)

筆Z箆軽油引取税

筆呈皇E自動車税

笠よ塾通盟

て知事に提出しなければならない。

iょL還付文は免除を受けようとする自動車取得税

の年度及び税額

iえL返還した自動車の種類、用途、車名、型式及

び車台番号

i旦よ返還した自動車の登録番号又は車両番号

l生L自動車を返還した年月日

民上 自動車の返還を受けた自動主販売業者の住所

又は所在地丞び氏名文は名称

i旦Lその他知事が必要であると認める事項

自動車取得税に係る更正、決定等に関する通知)

134条の20 法第129条第4項の規定による更正又は筆一ー一
決定の通知、法第132条第6項の規定による過少虫

告加筆金額文は不宣告加算金額の決定の通知及び法

第133条第5項の規定による重加算金額の決定の適

知は、規則で定める通知書によって行う。

自動車取得税に係る不足税額等の納付手続〕

i134条の21 前条の通知書を受理した申告納付すベ室ーーーーー
き納税者は、不足税額{法第130条第l項に規定する

不足税額をいう。)、過少申告加算金額(法第132条

第l項に規定する過少申告加算金額をいう。)、不

申告加算金額(同条第2項に規定する不申告加算金

額をいう。)又は重加算金額(法第133条第l項及び

第2項に規定する重加算金額をいう。)があるとき

は、それぞれ納付書によって乙れらを納付しなけれ

ばならない。

2 前項の不足担額、過少申告加算金額、不申告加算

金額又は重加算金額に係る納期限は、前条の通知を

した日から 1月を経過する日とする。

箆金主軽油引取税

箆自動車税

担 益 金 と の節において、抑制に掲げる用語の陣坐担必 この節において、次の各号に掲げる用

意義は、それぞれ当該各号に定めるととろによる。

ill塁室生盤盟法第145条第 1号に規定する環

室生盤盟主主三丘

iえL彊旦盟l法第145条第2号に規定する種別割

主己主L
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皇室 法第145条第3号に規定する自動車

Z室主主道路運送車両法第7条第 l項に規 .u新車新規登録法附則第12条の 3第l項第 l

『規登録をいう。 呈に規定する新車新規登録をいう。

tl電g自動車電気を動力源とする自動車で内

燃機関を有しないものをいう。

II天然ガス自動車専ら可燃性天然ガスを内燃

機関の燃料として用いる自動車で法附則第12条の

3第1項の総務省令で定めるものをいう。

生上電力併用自動車 内燃機関を有する自動車で

佐せて電気その他の法附則第12条の 3第 l項の総

務省令で定めるものを動力源として用いるものの

うち、廃エネルギーを回収する機能を備えている

ことにより大気汚染防止法(昭和43年法律第97

号)第2条第14項に規定する自動車排出ガスの排

出の抑制に資するもので法附則第12条の 3第 l項

の総務省令で定めるものをいう。

}納税義務者等) 』税の納税義務者等)

筆些盟企~ 自動車税は、自動車に対し、当該自動 第 自動車税は、自動車(軽自動車税の課税客

中山引何者に環境性能割によって、当該自動車の所 r 、昭る自動車その他法第145条第 l項の施行令で

有者に種別割によって、それぞれ課する。 定める自動車を除く。区下この節において同じ。)

に対し、主2所有者(所有者が法第146条第 1項の

規定によって自動車税を課するととができないもの

である場合には、その所有者以外の使用者)に課す

る。

2 前項に規定する自動車の取得者には、製造により 2 自動車の売買があった場合において、売主が当該

自動車を取得した自動車製造芸者、販売のために自 自動車の所有権を留保しているときは、自動車税の

動車を取得した自動車販売業者その他法第146条第 賦課徴収については、買主を当該自動車の所有者と

2項の施行令で定める者を含まないものとする。 みなす。

3 自動車の所有者が法第148条第1項の規定により

種別割を課することができない者である場合には、

第1項の規定にかかわらず、当該自動車の使用者に

種別割を課する。ただし、公用文は公共の用に供す

る自動車については、この限りでない。

L 自動車税のみなす課税)

135条の3盤以盟主企_Q_ 自動車の売買契約において売主が当該

自動車の所有権を留保している場合には、自動車税

の賦課徴収については、買主を前条第 1項に規定す

る自動車の取得者(以下乙の節において「自動車の

取得者Jιいう。)及び自動車の所有者とみなし

て、自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買翠釣に盛る自動車

について、買主の変更があったときは、新たに貫主

-260-



3 

4 

第

2 

となる者を自動車の取管者及び自動車の所有者とみ

なして、自動車税を課する。

自動車製造業者、自動車販売業者又は法第146条

第2項の施行令で定める自動車の取得をした者(以

下この項において「販売業者等」という。)が、そ

の製造により取得した自動車又はその販売のためそ

の他運行(道路運送車両法第2条第5項に規定する

運行をいう。次項において困じ。)以外の目的に供

するため取得した自動車について、当該販売差者等

が新規登録を受けた場合(当該新規登録前に第1項

の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場

合を除く。)には、当該販売業者等を自動車の取得

者とみなして、環境性能割を課する。

法の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動

車を法の施行地外から県内に持ち込んで運行の用に

供した場合には、当該自動車を運行の用に供する者

を自動車の盈得者とみなして、環境性能寄jを課す

ゑι

自動車税の非課税)

136条略

道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第l

号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営

する者が、地域住民の生活に必要な路線で輸送人墨

の減少等により運行の維持が悶難になっているもの

として、固と協調して県がその運行する車両の購入

に係る補助金の交付の対象とした路線の運行の用に

供する一般乗合用のパスを取得した場合においてl

は、当該取得が平成31年3月31日までに行われたと

きに限り、環境性能割を課さない。

自動車税の課税免除)

第137条 去の盆景のいずれかに該当する自動車に対

しては、環撞性能書lを課さない。ただし、第2号及

び第3号に規定する自動車にあっては、知事の承認

を受けたものに限る。

」ょ上公的医療機園で地方公共団体及び日本赤十字

社以外の者が開設する病院又は診療所が救急業務

又はへき地巡回診療のために専用する自動車

iえL一般M団法人島取県交通安全協会が専ら交通

安全の指導及び普及官伝の用に供する自動車

i旦よ 特定型E蛍到活動法人が専ら特定非営利活動に

係る事業の用に供する自動車(当該特定非営利活

動法人がその設立の日から 6月以内に無償で譲り

受け、かつ、当該期閉内に新規登録又は道路運送

(自動車税の非課税)

第136条略

(自動車税の課税免除)

第137条
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車両法第13条第1項の規定による移転登録(以下

この節において「移盤登録」という。)を受けた

ものに限る。)

次の各号のいずれかに該当する自動車に対して

也、重glj劃を課さない。ただし、第4号から第11号

までに規定する自動車にあっては、知事の承認を受

サたものに限る。

(1)~(!1) 略

自動車税の減免)

137条の 2 組事は、第B条第 l項の表の自動車税

の環境性能割の項の右欄に掲げる場合のほか、次の

各号のいずれかに該当する場合には、規則で定める

ととろにより、環境性能割在減免するととができ

る。ただし、第 1号の場合において、既に同号に該

当するととにより環境性能割の減免を受けた者に対

しては、当該減免の対象となった自動車の取得の日

から 2年(当該自動車の取得が最初の新規登録に係

るものである場合にあっては、 3空)以内に行った

新たな自動車の取得については、災害、盗難等によ

り故障、損壊又は滅失した自動車に代わる自動車の

取得に係る場合を除き、環境性能割を減免しないも

のとする。

ill 盈体に匿容を有し歩Jiが困難な者若しくは精

神に障害を有し歩行が困難な者(以下との条及び

次条において「身体障害者等Jという。)文は身

体障害者等と生計をーにする者が、次のいずれか

の自動車を取得した場合

三 当蕗盈体堕害者等が運転する自動車(当該身

体障害者等が取得したものに限る。)

こL 当該身体堕害者等の通院、適所、通学又は生

業のためにその者と生計をーにする者が運転す

る自動車

立 当該身体堕害者等(身体障害者等のみ又は身

体障害者等及び18歳未満の者のみで構成される

世帯の身体障害者等に限る。〕の通院、適所、

通学又は生業のためにその者を常時介護する者

が運転する自動車

包よ構造上童体障室主等の利用に供するためのも

のと認められる自動車を取得した場合

III専ら身盤障害j室等が運転するための構造の変

更がなされた自動車で営業用のものを取得した場

金
知事は、第8条第 1項の表の自動車税の種別割の

噴の右欄に掲げる場合のほか、次の各号のいずれか

次の各号のいずれかに該当する自動車に対して

は、皇盈皇mを諜さない。ただし、第4号から第11

号までに規定する自動車にあっては、知事の承認を

受けたものに限る。

(l)~(!!) 略

(自動車税の減免)

第137条の2

知事は、第B条第l項の表の自動車税の項の右欄

に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当す
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に該当する場合には、規則で定めるところにより、| る

整担劃を減免する乙とができる。ただし、第l号の| を

場合において、既に問号に該当することにより盤型| お

塑の減免を受けた者に対しては、三2年度においてl減

1回に限り、当該減免の対象となった自動車に代わ| 主

る自動車の所有に係る整型宣lを減免することができ| 回

る 。|自

る

場合には、規則で定めるところにより、自動車税

減免することができる。ただし、第 l号の場合に

いて、既に同号に該当するととにより自動車税の

免を受けた者に対しては、当該減免の対象となっ

自動車税に盛る賦課期日の属する年度において 1

ミ限り、当該減免の対象となった自動車に代わる

助事の所有に係る自動車税を減免することができ

&体に瞳害を有し歩行が困難な者若しくは精(1) 身体障輔等又は身体障害者等と生計をーにI(1 

する者が前項第 1号アからウまでのいずれかの自 神に障害を有し歩行が困難な者(以下との条及び

動車(1台に限る。)を所有する場合 次条において「身体障害者等Jという。)又は身

(2)・(3) 略 1 (2 

3 知事は、前項ただし書に規定する減免の対象と 12

なった自動車に代わる自動車の所有が災害、盗難等| な

により故障し、損壊し、又は滅失した自動車に代わ| に

る自動車の所有である場合には、同項ただし書の規| る

定にかかわらず、同項本文の規定により盈盟盟を減| 定

免することができる。 減

(自動車税の減免額) (自

第137条の 3 前条第 1項の規定により減免する額|第13

は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

ゑ盆主主ゑL

iょ上前条第 1項第 1号アに該当するもの当茎且

動車に係る環続性能割の全額又は250万円に当該

自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額の

己主主主盆ど盤
J.Z_上前条第1環境 1号イ文はウに設当するもの

次に掲げる区分に麻じ、それぞれに定める額

三 身体障害者等の酒院、適所若しくは滴学のた

めに運転する回数が1週間に 3回以上である場

合文は身体障害者等の生業のために運転する場

金並呈ζ立金ゑ箆
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本障害者等と生計をーにする者が盗(J)いずれかの

ヨ動車(1台に限る。)を所有する場合

E 当該童体障害者等が運転する自動車(当該身

体瞳害者等が所有するものに限る。)

工当蕗童体障害者等の通院、適所、通学又は生

業のためにその者と生計をーにする者が運転す

る自動車

Z 当諾盈佐障害者等(身体障害者等のみ又は身

体障害者等及び18歳未満の者のみで構成される

世帯の身体障害者等に限る。)の通院、適所、

通学又は生業のためにその者を常時介護する者

が運転する自動車

)・ (3) 略

百事は、前項ただし書に規定する減免の対象と

コた自動車に代わる自動車の所有が災害、盗難等

kり故障し、損壊し、又は滅失した自動車に代わ

ヨ動車の所有である場合には、同項ただし書の規

こかかわらず、同項本文の規定により自動車税を

主することができる。

出車税の減免額)

条の3



珂下N 早盲.，ヨ『宇v.n且 PAi、A国 Fフレ"，.、A国寸.V.lh_IJI.Jr..... 

運転する回数が1週間に l回又は2回である場

金当該自動車に係る環境性能割の全額又は

150万円に当該自動車に係る環境性能割の税率

を乗じて得た額のいずれか低い額

前条第 l項第2号文は第3号に該当するもの

当該自動車の構造の変更に要した金額に当該自

動車に係る環撞性能割の税率を塁。て得た額に相

当する額

前条第2項の規定により減免する額は、次の各号

掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

ゼし、第 1号又は第3号に掲げる場合で、賦課期

(賦課期日後に納税義務が発生した場合は、当該

生した日)後に減免の要件に該当し、又は規則で

ゆる申請期限後に減免の申請があった場合(当該

卦期限の属する年度の2月末日までに申請があっ

語合に限る。)は、申請のあった月の翌月から減

乃要件に該当していた期間に応じ、規則で定める

草方法に従って計算した額とする。

前条第2項第l号に該当するもの次に掲げ

る区分に応じ、それぞれに定める額

F 前条第 1項第l号アに該当する自動車の場合

又は同号イ若しくはウに該当する自動車を身体

障害者等の通院、適所若しくは通学のために運

転する回数が1週間に3回以上である場合差ム

~主身体障害者等の生業のために運転する場合

納付すべき種目j割の税額の全額文は45，000円

(盛翠塑日後に納税義務が発生した場合にあっ

ては当該発生した月の翌月から、賦課期日後に

納税義務が消滅した場合にあっては当該消滅し

た月までの遡聞に応じ、規則で定める計算方法

に従って計算した額)のいずれか低い額

前条第 l項第1号イ又はウに該当する自動車

を身体障害者等の通院、適所又は通学のために

運転する回数が 1週間に 1回又は2回である場

j口" 納付すべき種別割の税額の全額又は

23， 000円(賦課期日後に納税義務が発生した場

合にあっては当該発生した月の翌月から、賦課

ill 

に

た

日

発

定

提

た

免

計

印

。，u-
" 

担金の規定により減免する額は、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただ

し、第l号、第2号及び著書4号に掲げる場合で、賦

課期日(賦課期日後に納税義務が発生した場合は、

当該発生した日)後に減免の要件に該当し、文は規

則で定める申請期限後に減免の申請があった場合

(当該提出期限の属する年度の2月末日までに申請

があった場合に限る。)は、申請のあった月の翌月

から減免の要件に該当していた期間に応じ、規則で

定める計算方法に従って計算した額とする。

(1 ) 並金星よ豆Zに該当するもの盤盆正三主皇

動車税の税額の全額又は45.000円(賦課期日後に

納税義務が発生した場合にあっては当該発生した

月の翌月から、賦課期日後に納税義務が消滅した

場舎にあっては当該消滅した月までの期聞に応

じ、規則で定める計算方法に従って計算した額)

のいずれか低い額

i主上前条第 l号イ又はウに該当するもの次に掲

げる区分に応じ、それぞれに定める額

ア 身体障害者等の通院、適所若しくは通学のた

めに運転する回数が1週間に3回以上である場

合茎単身体障害者等の生業のために運転する場

合盤呈i三室主盃盤

" 

イ 身体障害者等の通院、適所文は通学のために

運転する回数が1週間に 1回又は2回である場

合 納付すべき且監皇盆の税額の全額又は

23， 000円(賦課期日後に納税義務が発生した場

合にあっては当該発生した月の翌月から、賦課

期日後に納税義務が消滅した場合にあっては当
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期日後に納税義務が消滅した場合にあっては当

該消滅した月までの期間に応じ、規則で定める

計算方法に従って計算した額)のいずれか低い

額

J]_上前条第2項第2号に該当するもの第138条

第 l項に規定する税率の12分の 3に相当する額

(賦課期日以後5月31日以前において、法塗立1
条の10第2項の規定により月割をもって課税する

場合は、当該月割額)

i主上前条第2項第3号に該当するもの 同号に規

定する自動車と、乗用車にあっては総排気量等

が、 トラックにあっては最大積載量等が、パスに

あっては乗車定員が同一である第138条第l項の

表 (1)ア、 (2)ア又は(3)ア(イ)に掲げる営業用

の自動車に対して課すべきその年度分の整担型の

税額に相当する額を、当該年度分の整型塑の税額

から控除して得た額

室主整環境性能割

(環境性能割の課税標準)

引37条の 4 環境性能割の課税標準は、自動車の取

得のために通常要する価額として法第156条の総務

宣令で定めるところにより算定した金額(第137条

の8において「通常の取得価額」という。)とす

ゑL

翠境性能割の課税標準の特例)

137条の 5 法附則第12条の 2の12の規定の適用を

霊ける環境性能割の課税標準は、同条の規定により

算定される金額とする。

(環境性能割の税率)

~137条の 6 法第157条第1項(同条第4項において

準用する場合を含む。)に掲げる自動車に対して課

する環窪性能割の税率は、 100分の lとする。

法第157条第2項(開会第4項において準用する

場合を含む。)に掲げる自動車(前項の規定の適用

を受ける自動車を除<0 )に対して課する環境性能

苦手jの税率は、 100分の 2とする。

前2項の規定の適用を受ける自動車以外の自動車

に対して課する環境性能割の税率は、 100分の3と

主盃L

(環境性能割の税率の特例)

釜些Z金金_1_

L 
盆凶盟企_Q_

1 瞳且珪0)6

g 

2 

3 

る

い

め

低

定

か
で

れ

則

ず
規

い
の

刊レ、，
応

額
に

た

間

し

期

算
の

計
で

て

ま

つ

月

従
た

に

し

法

滅

方

消

算
該

計

額

i呈上並全室主呈に該当するもの 第138条第 l項

に規定する税率の12分の3に相当する額(賦課期

日以後 5月31日以前において、法筆ll.立金筆主亙

の規定により月割をもって課税する場合は、当該

月割額)

ill並ゑ筆立呈に該当するもの 同号に規定する

自動車と、乗用車にあっては総排気量等が、トラ

ックにあっては最大積載量等が、パスにあっては

乗車定員が同一である第138条第 1項の表 (1) 

ア、 (2)ア文は (3)ア(イ)に掲げる営業用の自動

車に対して課すべきその年度分の阜塾主盆の税額

に相当する額を、当該年度分の皇盈主flI.の税額か

ら控除して得た額
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岨 ' " 山 -. 亡は、当分の問、同条第l項中l:J.Q.Q2i

の1Jとあるのは f100分のO.5Jと、同条第2項中

f100分の 2Jとあるのは f100分の 1Jと、前条第

3項中 f100分の 3Jとあるのは f100分の 2Jとす

ゑ&ー

(環境性能割の免税点)

引37条のB室堕盟企.s.. 通常の取得価額が50万円以下である自

動車に対しては、環境性能割を課さない。

(環境性能割の徴収方法)

引37条の 9筆 一 ー -環境性能割の徴収については、申告納

付の方法による。

(環境性能割の申告納付)

リ37条の10 環壇性能割の納税義務者は、次の各号室些1金金lQ

に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める時

文は日までに、法第160条第l彊の総務省令で定め

る様式によって、環境性能割の課税標準額及び税額

その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出す

るとともに、その申告した税額を県に納付しなけれ

ばならない。

II上新規登録を受ける自動車 当該新規登録の時

i三上移転登録を受けるべき自動車 当該移転穣鐙

を受けるべき事由があった日から15日を経過する

日(その目前に当該移転登録を受けたときは、当

該移転登録の時)

旦上前2号に掲げる自動車以外の自動車で、道路

運送車両法第67条第1項の規定による自動車検査

証の記入を受けるべき自動車 当誌記入を受吃る

べき事由があった日から15日を経過する臼(その

目前に当該記入を受けたときは、当該記入の時)

L主L前3号に掲げる自動車以外の自動車当遂阜 f 
動車の取得の日から15日を経過する日

2 自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除 v 
く。弘下乙の項において同じ。)は、前項各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日まで

に、法第160条第2項の総務省令で定める様式1::ょ

り、当該自動車の取得者が取得した自動車について

必要な事項を記載した報告書を知事に提出しなけれ

ばならない。

環境性能割の期震後申告丞び修正申告納付)L 
笠迫盟企斗 前条第 l項の規定により申告書を翠出
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すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、

法第168条第4項の規定による決定の通知があるま

での聞は、前条第l項の規定により申告納付するこ

とができる。

え 前 条 第1項若しくは前項若しくはこの項の規定に

より宣告書若しくは修正申告書を提出した者又は法

第168条第 1項から第3項までの規定による更正若

しくは決定を受ぜた者は、当該申告書若しくは修正

申告書文は当該更正若しくは決定に係る課税標準額

文は税額について不足額がある場合には、遅滞な

q く、法第161条第2項の総務省令で定める事項を記

載した修正申告書を知事に提出するとともに、その

修正により増加した税額を県に納付しなければなら

ない。

(環境性能割の納付の方法)

第137条の12 窪境性能富jの納税義務者は、第137条の

10第 1項又は前条の規定により環境性能割を納付す

る場合(法第170条の規定山当該環境性能割ベ

l 係る延滞金額を納付する場合を含む。)には、これ

らの規定による申告書又は修正申告書に鳥取県収入

証紙条例(昭和39年鳥取県条例第9号)第3条に規

定する収入証紙(以下「鳥取県収入証紙」とい l

う。)を貼ってしなければならない。この場合に

は、証紙の額面金額に相当する金額の証紙代金収納

言十器による表示を受けること、又は証紙の額面金額

に相当する現金を納付した後規則で定める納税済印

を受!:tることによって鳥取県収入証紙の貼付けに代

えることができる。

(環境性能割に係る不申告に関する過料)

第137条の13 墓場健箆劃の納税義務者が第137条の10

の規定により申告し、文は報告すべき事項について

同t 正当な理由がなくて申告又は報告をしなかった場合

には、その者に対し、 10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、その情状により知事が定め

盃L

3 第 1項の過料を徴収する場合において発する納入

通知書で指定すべき納遡限は、その発付の日から10

日以内とする。

(譲渡担保財産に対して課する翠境性能苦手jの納税義務

の免除等に関する申告)

第137条の14 法第164条第l項の規定の適用を受けよ

うとする者は、知事が別に定める期固までに、次に
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掲げる事項を記載した申告書に、譲渡担保財産の設

定に関する契約書の写しを添付して、知事に提出し

なければならない。

iよ上譲渡担保設定者の住所又は所在地及び氏名文

盛金主E
ill 自動車の登録番号又は車両番号

i主上譲渡担保財産の設定をした年月日

ill譲渡担保権者から譲渡担保設定者に当該担保

財産に係る自動車を移転した年月日

2 法第164条第2項の規定の適用を受けようとする

者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、譲渡担

保財産の設定に関する契約書の写しを添付して、第

137条の10第 l項の規定による申告をする際に併せ

て知事に提出しなければならない。

11上譲渡担保設定者の住所文は所在地及び氏名文

旦全盛

ill 自動車の登録番号又は車両番号

i主上譲渡担保財産の設定をした年月日

i呈上譲渡担保財産により担保された債権の弁済塑

盟

3 法第164条第6項の規定による環境性能割の還付

を受けようとする者は、当該環境性能割の年度及び

税額並びに第l項各号に掲げる事項を記載した還付

申請書を知事に提出しなければならない。

(自動車の返還があった場合の環境性能割の納税義務

の免除等の申請)

第137条の15 法第165条第1項の翠定の適用を受けよ

うとする者は、次に掲げる事項を記載した免除申請

書に、当該自動車の性能が良好でないととその他同

項の総務省令に定める理由により当該自動車を自動

車販売業者に返還したことを証する書類を添付して

知事に提出しなければならない。

iよよ 免除を受けようとする環境性能割の年度及び

塾鍾

i互上返還した自動車の種類、用途、車名、型式及

び車台番号

i立上返還した自動車の登録番号文は車両番号

i呈上 自動車を返還した年月日

(5) 自動車の返還を受けた自動車販売業者の住所

文は所在地及び氏名又は名称

i立Lその他知事が必要であると認める事項

2 法第165条第2項の規定による環境性能割の還付

を受けようとする者は、当該環境性能割の生度及び

税額並びに前項各号に掲げる事項を記載した還付申
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請書を知事に提出しなければならない。

(環撞性能割に係る更正、決定等に関する通知)

137条の16 法第168条第4項の規定による更正又は盆坦珪0)16

決定の通知、法第170条第 6項の規定による過少申

告加算金額又は不申告加筆金額の決定の通知及び法

第172条第5項の規定による重加算金額の決定の適

知は、規則で定める通知書によって行う。

翠境性能割に係る不足税額等の納付手続)

137条の17 前条の通知を受けた者は、環境性能割筆盟1全企立
に係る不足税額、過少申告加算金額、不申告加算金

短文は重加算金額があるときは、それぞれ納付書に

よってとれらを納付しなければならない。

2 前項の不足税額、過金申告加算金額、不申告加算

金額文は重加算金額に係る納期限は、前条の通知を

した日から 1月を経過する日とする。

盆旦重重型塑

僅盟主1の税率)

第138条盤BIJ塑の税率は、 l台について l年当た

り、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める額とする。

(1) 次号から第5号までに掲げる霊盟国以外の翠

型宣l次の表の通常税率の欄に定める額

(2) ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料

として用いる自動車で平成16年3月31日までに量

初の新規登録を受けたもの(法第149条第 1項第

l号に規定する電気自動車、同項第2号に規定す

る天然ガス自動車、法附則第12条の3第 l項に規

定するメタノール自動車、同項に規定する混合メ

タノール自動車及びガソリンを内燃機関の燃料と

して用いる法第149条第 1項第3号に規定する電

カ併用自動車並びに一般乗合用のパス及び被けん

引自動車(以下「電気自動車等」という。)を除

く。)に係る最初の新規登録を受けた日から起算

して14年を経過した日の属する年度以後の年度分

の墾盟豊次の表の重課税率の欄に定める額

(3) 法第149条第1項第 5号に規定する軽油自動

車その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で呈

成18年3月31日までに最初の新規登録を受けたも

の(電気自動車等を除く。)に係る最初の新規登

主主を受けた日から起算して12年を経過した日の属

する年度以後の年度分の盈盟劃次の表の重課税

(阜皇室mの税率)

第138条皇塾霊登の税率は、 1台について 1年当た

り、次の各号に掲げる阜監亘盤0)区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める額とする。

(1 ) 次号から第5号までに掲げる且盈裏盤以外の

皇盈主盆次の表の通常税率の欄に定める額

(2) ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料

として用いる自動車で平成15年3月31日までに盟

主盆翠重量を受けたもの(電気自動車、天然ガス

自動車、法附則第12条の3第1項に規定するメタ

ノール自動車、同項に規定する混合メタノール自

動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる

電力併用自動車並びにパス(一般乗合用のものに

毘ゑι上及び被けん引自動車(以下「電気自動車

等」という。)を除く。)に係る逝亙盤翠童盤を

受けた日から起算して14年を経過した日の属する

年度以後の年度分の皇監亙益次の表の重課税率

の欄に定める額

(3) 軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車で

平成17年3月31日までに皇室盤塑歪盆を受けたも

の(電気自動車等を除く。)に係る盤更盤盤釜盤

を受けた日から起算して12年を経過した日の属す

る年度以後の年度分の阜盈重盤次の表の重課税

率の欄に定める額
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率の欄に定める額

(4) 法附則第12条の 3第3項に掲げる自動車で主

成28年4月1日から平成29年3月31日までの聞に

墨型企盆遅筆箆を受けたものに係る笠盛29宣車盆

2謹~IJ劃次の表の最大軽課税率の欄に定める額

(5) 法附則第12条の 3第4項に規定する自動車で

平成28年4月1日から平成29年3月31日までの聞

に最塑笠盗塁堂盤を受けたものに係る呈盛盟主産

盆2盤盟塑次の表の最Ij軽課税率の欄に定める

額

略

(4) 法附則第12条の 3第3項に掲げる自動車で呈

成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に

盟主盤翠笠鍾を受けたものに係る呈盛27空皇金(J)

自動車税及び同項に掲げる自動車で平成27年4月

1日から平成28年3月31日までの聞に新車新規登

録を受けたものに係る平成28年度分の自動車税

次の表の最大軽課税率の欄に定める額

(5) 法附則第12条の3第4項に規定する自動車

(同条第3項に掲げる自動車を除く。)で豆盛26

年4月l日から平成27年3月31固までの聞に盟主

盤皇室盤を受けたものに係る平成27年度分の自動

車税及び同条第4項に規定する自動車(同条第3

項に掲げる自動車を除<0 )で平成27年4月l日

から平成28年3月31日までの聞に新車新規登録を

受けたものに係昌平成28年度分の自動車税次の

表の最小軽課税率の欄に定める額

略

2 前項の表 (2)アの aから iまで及び (2)イの aか 12 前項の表 (2)アの aから iまで及び(2)イのa均

らiまでに掲げる自動車のうち最大乗車定員が4人| らiまでに掲げる自動車のうち最大乗車定員が4人

以上であるものに係る盈盟塑の税率は、同項の規定| 以上であるものに係る皇盈亘盆の税率は、同項の規

にかかわらず、 l台について 1年当たり、同項に定| 定にかかわらず、 1台について l年当たり、同項に

める額に、同項第 2号に掲げる盤~In型にあっては次| 定める額に、同項第2号に掲げる皇盈主盈にあって

の表の通常税率の欄に定める額を、同項第2号文は| は次の表の通常税率の欄に定める額を、同項第2号

第3号に掲げる墾盟塑にあっては同表の霊課税率の| 又は第3号に掲げる皇盟主盤にあっては同表の重課

欄に定める額を、同項第4号に掲げる整旦l塑にあっ| 税率の欄に定める額を、問項第4号に掲げる皇盈皇

ては同表の最大軽課税率の欄に定める額を、同項第| 盤にあっては同表の最大軽課税率の欄に定める額

5号に掲げる翠型車にあっては同表の最小軽課税率| を、同項第5号に掲げる皇盈皇盆にあっては同表の

の欄に定める額を、それぞれ加算した額とする。 1 最小軽課税率の欄に定める額を、それぞれ加算した

額とする。

略 略

(盈型塑の賦課期日) (皇盈皇mの賦課期日)

第140条彊~IJ盟の賦課期日は、 4 月 1 日とする。 第140条皇盈亘盆の賦課期日は、 4月1日とする。

(整担塑の納期) (皇盈亙mの納期)

第141条整盟塑の納期は、 5月1日から同月31日ま|第141条阜盈皇盆の納期は、 5月1日から同月31日

でとする。 1 までとする。

2 賦課期日後に納税義務が発生した整型塑で普通徴12 賦課期日後に納税義務が発生した皇塾室盆で普通

収の方法により徴収するもの又はやむを得ない事情| 徴収の方法により徴収するもの文はやむを得ない事

により前項の納期により難いものの納期は、知事がl情により前項の納期により難いものの納期は、知事

定めて納税通知書に記載したととろによる。 1 が定めて納税通知書に記載したととろによる。

(整型製の徴収方法) (且盈亙盆の徴収方法)

第142条整担劃の徴収については、普通徴収の方法|第142条皇塾主盆の徴収については、普通徴収の方
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による。 I法による。

2 盤翠堂盤の申請があった自動車について法皇立112 道路揮様車商法第 7条の規定による登録の申請が

会0)10笠よ亙の規定により課する整担塑の徴収につ

いては、賦課期日後翌年2月末日までの間に納税義

務が発生した場合に限り、前項の規定にかかわら

ず、証紙徴収の方法による。

あった自動車について法筆lli会室lJJiの規定によ

り課する皇塾皇塾の徴収については、 E重0)1武課期

日後翌年2月末日までの問に納税義務が発生した場

合に限り、前項の規定にかかわらず、証紙徴収の方

法による。

3 第144条の規定により提出すべき申告書の提出が13 第144条の規定により提出すべき申告書の提出が

なかったことにより前項の規定によって翠盟国を証! なかったことにより前項の規定によって皇盈主盤を

紙徴収の方法によって徴収するととができない場合| 証紙徴収の方法によって徴収することができない場

には、当該盈型塑の徴収については、普通徴収の方| 合には、当該皇塾重盤の徴収については、普通徴収

法による。 Iの方法による。

(整担盟の証紙徴収の手続) (皇塾皇mの証紙徴収の手続)

第143条 前条第2項の規定により証紙をもって盤盟|第143条 前条第2項の規定により証紙をもって皇盈

劃を納付する者は、盤翠堂主主の申請をする際に、次| 重箆を納付する者は、道路運送車両法第7条の規定

条の規定により提出すべき申告書に鳥取県収入証紙| ζ主金堂盤の申請をする際に、次条の規定により提

を監三エ、その税金を納付しなければならない。こ| 出すべき申告書に鳥取県収入証紙を且ュエ、その税

の場合には、証紙の額面金額に相当する金額の証紙| 金を納付しなければならない。この場合には、証紙

代金収納計器による表示を受けること、文は証紙のlの額面金額に相当する金額の証紙代金収納計器によ

額面金額に相当する現金を納付した後規則で定める| る表示を受けるとと、又は証紙の額面金額に相当す

納税済印を受けることによって鳥取県収入証紙の監| る現金を納付した後規則で定める納税済印を受ける

立丘立に代えることができる。 ことによって鳥取県収入証紙の旦旦盆立に代えると

とができる。

(重盟塑の賦課徴収に関する申告) 1 (皇監重盆の賦課徴収に関する申告)

第144条整型盟の納税義務者はL盟理護盤、道路運|第144条皇塾主盈の納税義務者は、道路運送車両法

送車両法第12条の規定による変更登録若しくは笠藍| 筆ヱ全」第12条若しくは第13条の規常による主主録の

霊鍾の申請又は同法第67条第l項の規定による自動| 申請又は同法第67条第l項の規定による自動車検査

車検査証の記入の手続をする盟企ζ昼、法室立Z会| 証の記入の手続をする墜区、法筆i早急笠lJJiの総

0)13室よ豆の総務省令で定める犠式によって、整担| 務省令で定める織式によって、且盈主盆の賦課徴収

劃の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書文| に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を知

は報告書を知事に提出しなければならない。 I事に提出しなければならない。

(所有権留保付自動車に係る売主の報告) (所有権留保付自動車に係る売主の報告)

第145条第135条の3第1項に規定する売主は、当該|第145条筆些E会笈主亙に規定する売主は、当該自動

自動車の買主の住所若しくは居所又は所在地が不明|車の買主の住所若しくは居所文は所在地が不明であ

であることを理由として知事が請求したときは、当|るととを理由として知事が請求したときは、当該請

該請求のあった日から20日以内に、次に掲げる事項|求のあった日から20日以内に、次に掲げる事項を知

を知事に報告しなければならない。

(l) ~(6) 略

事に報告しなければならない。

(1) ~(6) 略

(霊盟主1に係る不申告等に関する過料) 1 (皇盈豆盆に係る不申告等に関する過料)

第146条整担皇lの納税義務者又は第135条の3第1項|第146条阜勤皇mの納税義務者又は差迫E会室三塁に

に規定する売主が前2条の規定によ立申告し、文は| 規定する売主が前 2条の規定によュエ申告し、又は
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報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又

は報告をしなかった場合には、その者に対し、 10万

円以下の過料を科する。

2・3 略

筆之箆鉱区税

報告すべき事項について正当な理由がな〈て申告又

は報告をしなかった場合には、その者に対し、 10万

円以下の過料を科する。

2・3 略

星旦盈鉱区税

筆旦皇E劃墜

(合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例の一部改正)

第4条 合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例(昭和29年鳥取県

条例第27号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の摘に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後 改正前

(自動車税の税率) (自動車税の税率)

第3条 自動車税の税率は、鳥取県税条例第138条の 第3条 自動車税の税率は、鳥取県税条例第138条亙

規定にかかわらず、次の各号に掲げる自動車に対 び第139条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

し、 1台について、それぞれ当該各号に定める額と 自動車に対し、 l台について、それぞれ当該各号に

する。 定める額とする。

(1) ~(3) 略 (1) ~(3) 略

第5条 合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例の一部を次のよう

に改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後 | 改正前

(との条例の目的) (この条例の目的)

第 1条 との条例は、日本国とアメリカ合衆国との問|第 1条 との条例は、日本国とアメリカ合衆国との間

の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及| の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及

び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関| び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関

する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する! する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する

法律(昭和27年法律第119号)第4条第l項の規定| 法律(昭和27年法律第119号)第4条第 1項の規定

に基づき、自動車税笠重~IJ塑の徴収について鳥取県

税条例(平成13年鳥取県条例第10号)の特例を設け

るととを目的とする。

に基づき、自動車税の徴収について鳥取県税条例

{平成13年鳥取県条例第10号)の特例を設けること

を目的とする。

(合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自 1. (合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自

動車税皇霊.IDl皇の徴収の方法) 動車税の徴収の方法)

第2条 合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販|第2条 合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販

売機関等の所有する自動車に対する自動車税2重旦!I 売機関等の所有する自動車に対する自動車税は、と

宣lは、この条例で定めるととろにより、証紙徴収の| の条例で定めるととろにより、証紙徴収の方法に

方法によって徴収する。 1 よって徴収する。

2 前項の規定による自動車税2重型塑の納税義務者12 前項の規定による自動車税の納税義務者は、鳥取

は、鳥取県税条例第141条の規定にかかわらず、毎| 県税条例第141条の規定にかかわらず、毎年4月中
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年4月中 (4月中以後に自動車税2整担型の納税義 1 (4月中以後に自動車税の納税義務が発生した者に

務が発生した者にあっては、当該自動車税の納税義| あっては、当該自動車税の納税義務が発生した月の

務が発生した月の翌月中)において、県の発行する| 翌月中)において、県の発行する第 l号様式の証紙

第 1号様式の証紙を知事から購入して、当該自動車| を知事から購入して、当該自動車税を払い込まなけ

税辺整担盟を払い込まなければならない。 1 ればならない。

3 前項の場合において、自動車税企重型塑の納税義13 前項の場合において、自動車税の納税義務は、購

務は、購入した証紙に第2号様式の検印を受けたと| 入した証紙に第2号様式の検印を受けたときに完了

きに完了するものとする。 するものとする。

(自動車税2盤Z'l塑の税率) (自動車税の税率)

匂 第3条 自動車税皇霊ZIj~型の税率は、鳥取県税条例第|第 3 条 自動車税の税率は、鳥取県税条例第138条の

138条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる自動| 規定にかかわらず、次の各号に掲げる自動車に対

車に対し、 l台について、それぞれ当該各号に定め

る額とする。

(1)~(3) 略

シ」額ヲ也め定に号各該当れぞれそてい

略
つ

山

即

日

l

。
~

、
る

J

し

す

U

(鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)

第6条 鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和34年鳥取県条例第49号)の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後 改正前

(使用料) (使用料)

第24条の16 略 第24条の16 略

2 略 2 略

3 知事は、第l項の規定にかかわらず、 J鳥取県税条 3 知事は、第l項の規定にかかわらず、鳥取県税条

例(平成13年鳥取県条例第10号)第137条第2項第 例(平成13年鳥取県条例第10号)第137条第4号又

4呈又は第137条の2第 2項第 l号に該当する自動 は第137条の2第 1項第 l号に該当する自動車を駐

車を駐車するために県営住宅駐車場を使用する場合 車するために県営住宅駐車場を使用する場合は、駐

は、駐車場使用料の徴収を免除する。 車場使用料の徴収を免除する。

4・5 路 4・5 略

(特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部改正)

ぺ 第7条特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例(平成12年鳥取県条例第61号)のー

部を次のように改正する。

、4 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後 | 改正前

(地方活力向上地域における県税の不均一課税) (地方活力向上地域における県税の不均一課税)

第4条 地域再生法第17条の 6の地方公共団体等を定|第4条地域再生法第17条の 6の地方公共団体等を定

める省令(平成27年総務省令第73号。以下「再生法| める省令(平成27年総務省令第73号。以下「再生法

省令」という。)第2条第2号に規定する特別償却| 省令」という。)第2条第2号に規定する特別償却

設備設置者(地域再生法第17条の2第 l項第 1号に| 設備設置者(地域再生法第17条の2第l項第l号に

掲げる事業を実絡する者に限る。)について、再生| 掲げる事業を実施する者に限る。)について、再生

法省令第2条第 l号に規定する特別償却設備を事業| 法省令第2条第 1号に規定する特別償却設備を事業
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の用に供した日の属する年又は事業年度(以下己の| の用に供した日の属する年又は事業年度(以下この

項において「基準年」という。)以後3年間の各年| 項において「基準年」という。)以後3年間の各年

又は各事業年度の所得金額又は収入金額のうち当該| 又は各事業年度の所得金額又は収入金額のうち当該

特別償却設備に係るものとして再生法省令第3条の| 特別償却設備に係るものとして再生法省令第3条の

規定により計算した額に対して課する事業税の額| 規定により計算した額に対して課する事業税の額

は、鳥取県税条例(平成13年鳥取県条例第10号。以| は、鳥取県税条例(平成13年鳥取県条例第10号。以

下「県税条例」という。)筆盛会及び第64条の4の| 下「県税条例」という。)筆践盆0)2及び第64条の

規定にかかわらず、これらの規定に規定する額に、 I4の規定にかかわらず、これらの規定に規定する額

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の

右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同

表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

略

2 略

附則

(施行期日)

略

2 略

第 1条 乙の条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

号)の施行の日から施行する。

(1) 第 1条中鳥取県税条例第7条の改正規定及び同条の前に 5条を追加する改正規定並びに附則第B条の規

定平成28年4月1日

(2) 第 l条中鳥取県税条例第52条、第53条の8、第53条の16、第63条、第123条、第133条、第134条の20、

第134条の42及び第228条の改正規定平成29年 1月1日

(3) 第 3条及び第5条から第7条まで並びに次条、附則第4条、第5条及び第7条の規定平成29年4月l

日

(県民税に関する経過措置)

第2条 第3条の規定による改正後の鳥取県税条例(以下 f29年新条例」という。)第40条第l項の規定は、平

成29年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県

民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同目前に開始した連結事業年度分の法

人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

第3条 第 l条及び第2条の規定による改正後の鳥取県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の事業

税に関する部分は、 ζの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事

業税について適用し、施行目前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

第4条 平成29年4月l目前に開始した事業年度に係る法人の事業税についての第3条の規定による改正前の烏

取県税条例(以下 f29年旧条例」という。)第58条の2の規定の適用については、なお従前の例による。

2 第7条の規定による改正後の特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例第4条第1

項の規定は、平成29年4月l日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始し

た事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第5条 平成29年4月1目前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第6条 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成28年度の自動車税について適用し、平成27年度分までの

自動車税については、なお従前の例による。

第7条 29年新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、平成29年4月1日以後に取得された自動車

に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

2 29年新条例第137条の2第 1項ただし書の規定の適用については、 29年旧条例第134条の7第 1号に該当する
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ことにより自動車取得税の減免を受けた者は、当該減免の対象となった自動車について、自動車税の環境性能

割の減免を受けたものとみなす。

3 29年新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、平成29年度分以後の年度分の自動車税の種別割につ

いて適用し、平成28年度分までの自動車税については、なお従官官の例による。

(規則への委任)

第B条 第190国会において地方税法等の一部を改正する法律案が原案どおり成立しない場合における鳥取県税

条例の規定の適用に関し必要な事項その他との条例の施行に際し必要な経過措置は、規則で定める。

-275-



ピ

f、

、Z


